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○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君 事務局書記 田  中  義  勝 君 

○議事日程（第２号） 

  平成26年３月６日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程（議案第１号から議案第25号まで） 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ８番 北 川 悦 子 

   11番 水 口 裕 子 

   ７番 恩 道 正 博 

   ２番 中 島 利 美 

   ９番 能 村 憲 治 

   ６番 藤 井 良 信 

   ５番 川 口 正 己 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆さん、おはようござ

います。 

 傍聴席の皆様には、早朝より本会議場にお

越しをいただき、まことにご苦労さまでござ

います。 

 本日は町政に対する一般質問の日です。 

 初めに傍聴の皆様にお願いを申し上げます。 

 本会議場では携帯電話を鳴らすことのない

ように、ご協力をお願いいたします。 

 ただいまの出席議員は、16名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、３日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【夷藤満君】 日程第１、議案第１号

平成25年度内灘町一般会計補正予算（第４号）

から議案第25号請負契約の締結について〔内

灘町防災行政無線デジタル化整備工事〕まで

の25議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【夷藤満君】 各議案に対する提案理

由の説明は、既に聴取しております。 

 なお、提出議案に対する質疑については、

昨日までに質疑の通告がありませんでしたの

で、質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【夷藤満君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第１号平成

25年度内灘町一般会計補正予算（第４号）か

ら議案第25号請負契約の締結について〔内灘

町防災行政無線デジタル化整備工事〕までの

議案については、お手元に配付してあります

議案付託表のとおり所管の各常任委員会に付

託いたしたいと思います。これにご異議あり
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ませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、各議案は議案付託表のとおり所管の

各常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

 次に、今期定例会までに受理しました請願

第23号米の需給と価格に責任を持つ米政策の

確立を求める請願及び請願第24号ＴＰＰ交渉

の内容開示等を求める請願の２件については、

お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、

所管の総務産業建設常任委員会に付託いたし

ますので審査願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第２、これより町

政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いいたします。 

 また、議員が質問している際は静粛にして

いただき、立ち歩いたり退席しないようお願

い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ８番、北川悦子議員。 

   〔８番 北川悦子君 登壇〕 

○８番【北川悦子君】 皆さん、おはようご

ざいます。 

 議席番号８番、日本共産党、北川悦子です。 

 消費税８％引き上げまで３週間余りと迫っ

てまいりました。17年ぶりの増税であります。

なぜ消費税を増税しなければならないのか。

消費税増税は財政が大変だから、社会保障の

ため、この２つの理由を上げ政府が国民に説

明をしました。 

 2014年度政府予算案では消費税大増税で国

民に８兆円もの負担を強いておきながら、14

年度社会保障の充実に充てられるのは、政府

の説明でもわずか2,200億円程度にすぎませ

ん。2,200億円の中には、介護保険制度改悪の

ための準備予算も含まれています。年金、児

童扶養手当、生活保護費など、13年度に続き

大幅カットする方針で、また、70歳から74歳

医療費窓口負担１割から２割への段階的な引

き上げなど社会保障制度改革で国民に負担増

と給付減で、試算できるものだけで約３兆円

を超えています。 

 現在でも生活必需品の高騰で既に家計を圧

迫しているのが現状ではないでしょうか。消

費税８％増税では暮らしが今後どうなるのか、

深刻な不安が広がっています。これでは消費

税増税は社会保障のためと言えるのでしょう

か。怒りが込み上げてきます。 

 また、財政が大変だからと言いながら、実

際には大企業に減税の大盤振る舞いをしてい

ます。４月からの復興特別法人税の廃止で約

１兆円、さらに経済財政諮問会議で提起され

た法人税率の10％引き下げで約５兆円、合わ

せて約６兆円もの財政に大穴があくことにな

ります。軍事費や大型公共事業費も２年間連

続大きく突出しています。５年で24兆6,700

億円の軍事費をつぎ込み、大軍拡の道に踏み

出す計画も決めております。 

 無謀な消費税大増税を中止して、働く人の

賃上げ、中小企業の営業を守るなど、国民の

所得をふやすことを何より最優先にした経済

政策に転じることが今一番必要ではないでし

ょうか。 

 消費税増税がもたらす影響を町財政の中で

の影響をまずお尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 おはようございます。 

 議員ご質問の消費税増税により町財政の影

響はについてお答えいたします。 

 全国約1,800の地方公共団体財政の総体で

ある地方財政計画が昨年末決定されました。

その中におきましては、地方全体の一般財源

の総額は平成25年度と比較して6,000億円の

増額となっており、消費税率引き上げとあわ

せて実施される社会保障の充実に必要とされ
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ます3,500億円を上回る財源を確保されてお

ります。 

 内灘町の財政への影響につきましては、歳

出では概算で6,600万円程度の消費税引き上

げ影響額が出るものと試算をしておりますが、

消費税影響額につきましては地方交付税に加

算されており、影響はないものと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 初年度ということで

地方消費税分が今回0.2％分だけということ

で余り変化はないかなと思いますけれども、

来年度からは1.7％へと引き上がっていくこ

とによって交付税のほうも引き下がってくる

ということはないんですか。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 歳入につきましては、

地方消費税交付金がふえる分、地方交付税が

減額となりますので、相打ちとなりますので、

特に影響はございません。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 町財政としては、地

方消費税分上がっても地方交付税分が引き下

げになるから、差し引きでそんなに影響はな

いということですね。 

 先ほど6,600万円ほど影響額があるという

ふうなご答弁でしたが、消費税増税による町

民負担増はどのように把握していますでしょ

うか。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 増税による町民への

負担はどのようにふえるかについてお答えを

いたします。 

 消費税率の引き上げに伴う公共料金等の改

定につきましては、上下水道料金、小中学校

の給食費を予定しております。 

 上下水道料金につきましては消費税率改定

分の転嫁であり、一般平均家庭、水道口径20

ミリ、使用水量月25トンとした場合では、上

水道料金が100円、下水道料金が80円、合計で

月額180円の負担増となります。 

 また、給食費につきましては、給食の質を

確保するため、小学校、中学校とも１食当た

り10円引き上げ、１食当たり小学校で270円、

中学校で315円とするものでございます。 

 なお、体育施設や公民館等の使用料金等に

つきましては平成26年度の引き上げは行わず、

今後、適正な料金について検討をしてまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 消費税増税によりま

して、今町長よりご答弁がありましたように、

上下水道料金の消費税分、また給食費も消費

税の値上がりによりまして小中学校１食10円、

月にしたら200円ということで、これ一つだけ

を見ると100円、200円とわずかなお金であり

ますが、これに増して日常の衣食住の消費税

増税分ということになると、月にしますと大

きなお金となってまいります。これで暮らし

ていけるのか。年金生活になりますと、年金

は引き下げ、物価は上がる、消費税分がまた

上がるということで、暮らしていけるのかと

不安になるのは当然ではないでしょうか。 

 内需の６割を占めているのは家計でありま

す。町民の幸せ第一とはどんな町なんでしょ

うか。低所得者に重くのしかかる消費税。町

民負担軽減策にも力をぜひ注いでいただいて

町民負担を尐しでも減らしていただきたいと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 今ほどのご質問にお

答えをいたします。 

 私は、この消費税、４月に引き上がるとい

うことで経済の腰折れといいますか、そうい
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うものを防ぐためにも元気内灘住宅リフォー

ム事業など、また農業者とか漁業者の方々に

対する助成等も考えております。 

 今後また、きめ細やかなことも検討してま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 今後、公民館の使用

料、体育使用料等々、窓口での手数料など、

これからもいろんな値上げ案等も検討される

ことが多くあるかと思いますが、ぜひ町民の

立場に立って、町民負担がふえないように努

力していただきたいというふうに思います。 

 次に、生活保護基準が昨年８月より始まり

ました。ことし４月、２回目の減額となりま

す。 

 町として、生活保護基準引き下げで影響を

受ける制度、税にはどんなものがありますか。

お尋ねいたします。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 まず私のほう

から、生活保護全体についてお答えを申し上

げます。 

 今回の生活保護基準の一部改正は、平成20

年度以降の物価動向などを勘案いたしまして

実施されたものでございます。議員ご質問に

もあったように、激変緩和措置として、平成

25年８月から平成27年４月にかけ３回に分け

て基準単価の見直しが行われます。 

 今回の制度改正につきまして、内灘町の受

給者の皆様への影響について県に確認いたし

ましたところ、現在のところ、受給者の方々

がこの生活保護の認定から外れるということ

はございません。また、内灘町における各種

制度に関しましては、保育料を初め乳児及び

児童の医療費の助成制度やひとり親家庭等へ

の奨学金などのほとんどの制度につきまして

はその影響を受けないというふうに考えてお

ります。 

 私からは以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川真由美教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 私のほうから

は、義務教育関係で影響が出る制度について

お答えをいたします。 

 生活保護基準の見直しに伴いまして影響が

生じる制度としまして、小中学校の就学援助

費というものがございます。就学援助費でご

ざいますが、当町では生活扶助基準の1.3倍を

基準としておりますので、尐し影響が出るも

のと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 小中学校の就学援助

費で影響が出るということで、生活保護費を

基準にして1.3倍ということになっています

ので、それが、生活保護費が引き下がれば就

学援助費のほうも引き下がるということで、

利用者にとって影響が出る方が出てくるので

はないかと思いますが、現在就学援助を受け

ていらっしゃる方は何名ぐらいいらっしゃい

ますか。 

○議長【夷藤満君】 北川教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 就学援助費を

受給しているお子さんですけれども、平成25

年度で現在までのところ、小学校で195人、中

学校で148人の方が受給をいたしております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 この方たち全員が影

響を受けるということはないかと思います。

ちょうどぎりぎりのところにいらっしゃる方

等が影響が出てくるんではないかと思います。 

 個々によって計算なんかも違ってくるかと

思いますので、一概に何名というふうに出す

のは大変難しいかなとは思いますが、ぜひ今

までの1.3倍で補助を受けられた方たちが受

けることができなくなることがないように、
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補助基準も1.4倍とかいうようなところもご

ざいますので、ぜひ就学援助費については考

慮していただいて、どの子も教育を平等に受

けられるように援助をお願いしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 北川教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 先ほどお答え

いたしました生活扶助基準の1.3倍といいま

すのは、県内自治体ほとんど、近隣も1.3倍の

基準を採用いたしております。 

 今回の見直しによりまして尐し影響が出る

ものというふうに当町では予測しております

けれども、文部科学省のほうから、就学援助

費についてできる限り児童生徒に影響が及ば

ないように配慮してほしい旨の依頼通知が参

っております。 

 平成26年度の就学援助費の具体的な認定基

準につきまして、県内市町の動向を注視しな

がら、受給者にできる限り影響が及ばないよ

うな配慮をしてまいりたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 ぜひ受給者に影響が

及ばないように努力をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 そのほかにも国民健康保険法第44条ですか、

生活保護費1.2倍とかいうような部分が出て

きますので、内灘町でもその軽減策でそれに

ひっかかる方がいらっしゃるかとは思います

が、いずれも、いろんな各課によりまして全

体にこの生活保護基準が引き下がることによ

って、じゃ、影響があるのはどれかという把

握というのはなかなか難しいかと思いますが、

出てきた時点でぜひ町民の方に負担増となら

ないように考慮していただきたいというふう

に思います。 

 次に、３点目に行きます。 

 住宅リフォーム制度についてお尋ねします。 

 住宅リフォーム助成制度は、2004年ごろか

ら全国各地で、自治体の経済対策、中小業者

の仕事起こし、住民の暮らし向上の対策とし

て取り組まれています。大変好評で、2012年、

３県、530を超える自治体がもう行われていま

す。年々ふえている状態であります。 

 2012年４月にはお隣の津幡町で実施され、

当初予算1,000万円を計上しましたが、予想以

上の申請があり、５月、７月、９月、12月に

補正し合計5,559万円となりました。299件、

全体工事費として約４億9,000万円となり、大

きな経済効果があったとつばた議会だより

（2013年１月１日発行）に掲載されておりま

した。羽咋市でも、また川北町でも実施がさ

れております。 

 町の活性化のために、経済効果のある住宅

リフォーム助成制度の創設をと以前から提案

をしてまいりました。26年度予算に住宅リフ

ォーム助成事業2,000万円が計上されていま

す。町民にとり、使いやすく喜んでもらえる

制度にしたいと、実施しているところを参考

に何点か質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 元気内灘住宅リフォーム助成制度概要案を

見ますと、対象となる工事として増改修等リ

フォーム工事費が50万円以上の工事で、助成

内容は対象工事費の20％、限度額20万円を交

付、10万円は現金支給、10万円を超える分に

ついては内灘町商工会発行の共通商品券を交

付、ほかの住宅改修助成制度との併用は可能

であるが、補助対象となっていない部分に限

るというふうになっています。 

 住宅リフォーム助成制度工事費50万円とし

た根拠をお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸信也都市整備部担

当部長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 ご質

問の補助対象工事額についてお答えします。 

 この元気内灘住宅リフォーム事業につきま

しては住環境の整備促進を目的の一つとして
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おり、単に住宅の一部修繕をするのでなく、

安心・安全で良好な居住環境の整備と向上に

つながる計画的なリフォームに視点を置き、

加えて県内実施市町の事業内容なども参考に

しながら、その額を50万円以上としたもので

ございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 小規模リフォームの

ニーズもあるかと思います。またお金のある

方だけが恩恵を受ける補助制度ではなく、経

済的に余裕のない方でも補助を受けられるよ

うにリフォーム工事費を下げるべきではない

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 今お

答えしたとおり、今回のリフォーム工事助成

事業の補助対象工事額につきましては、そう

いったような大きな形での一つの計画的なリ

フォーム工事というものを視点に置きまして

当町としては今考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 50万円以上というこ

とで、ぜひ町民の方たちのアンケート等でま

た意見などを集約されまして、小規模リフォ

ームのニーズがたくさんあるようでしたら、

こちらのほうにも力を注いでいただきたいな

と思います。 

 それでは、工事対象とならないものはどの

ような工事があるのでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 ご質

問にお答えします。 

 工事対象とはならないものにつきましては、

例えばエアコン、テレビ等の電化製品につき

ましては、簡単に取りつけ、取り外しができ

る住宅とは一体となっていないもの、また、

介護保険制度とか町内の今現在補助制度を行

っておりますその制度につきましては、そち

らのほうでの申請になりますので、そちらの

ほうを優先して受けていただきまして、それ

以外の改修工事等につきましてはこちらのほ

うの対象としたいと考えております。 

 また、それに加えまして、細かい話ではカ

ーテンを単に取りつけるとか、そういったよ

うな軽微なものにつきましても、例えば内装

工事と一体として行う場合はいいんですけれ

ども、一つの簡単な取りつけ的なものは今回

は含めておりません。 

 また、その内容につきましては、今後広報

等で広く町民の皆さんにお知らせしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 実施されているとこ

ろによってまちまちなんですが、例えば障子、

ふすまの張りかえとか畳の表がえなんかはい

かがなものでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 ご質

問にお答えします。 

 今ほどの畳がえのような工事につきまして

は、そういったような畳の入れかえ、表がえ

につきましても工事対象に含めております。

住宅部分の工事で総額で50万円以上の工事で

あれば対象としたいと考えております。 

 以上でございます。 

 済みません、１点漏れておりました。 

 ふすま等の工事につきましても、今言いま

した畳と同様に、そういったようなものが住

宅改修の中での一つのリフォーム事業の中で

含まれる場合につきましては、総額で50万を

超えればそういったような対象になると思い
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ます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 そうしましたら、住

宅改修とともに、障子、ふすまがえとか畳の

表がえなんかをすればその中に入れられると

いうことですね。それで、よろしいですね。 

 そうしましたら、次に、内灘町商工会に加

盟する事業者に発注した工事というふうに書

いてありますが、限定した理由をお聞かせく

ださい。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 取扱

事業者につきましてお答えします。 

 この元気内灘住宅リフォーム助成につきま

しては、目的の一つに地域商工業の振興、活

性化を掲げております。 

 商工会に加盟している事業者は日々みずか

らの事業経営の安定化、改善に取り組んでい

るほか、地域の活性化にかかわる諸活動など

幅広い活動を行っております。このような活

動が商工業の振興や地域の活性化につながる

ものであり、ひいては町の元気に通じるもの

として、商工会に加盟する事業者を対象とし

たものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 それでは、内灘町の

中で工事事業者は何軒あり、またその中で商

工会加盟事業者は何軒というふうになります

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 住宅

リフォーム関連事業者数についてお答えいた

します。 

 内灘町商工会加盟事業者の中で住宅リフォ

ーム事業に関連する事業者には、建築工事業

や内装工事業など26業種、約150事業者の建築

関連事業者が加盟しております。商工会未加

入事業者は約90事業者と聞いております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。 

 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 加盟をしていない事

業者も数多くいらっしゃいます。 

 私たち町民の立場といたしますと、顔が見

える事業者に工事をお願いしたい、何かあっ

たらすぐまた直していただける、そういう事

業者にお願いをすると随分工事が安心できる

ということになります。 

 加盟しているのかどうかは町民はわかりま

せん。限定しないで平等に発注できるように

すべきではないでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 ご質

問にお答えします。 

 商工会に加入されていない事業者の方への

考え方についてお答えさせていただきます。 

 商工会未加入事業者につきましては、ぜひ

この機会に商工会に加入いただき、商工会の

組織を活用し、そして事業経営の安定化、改

善に努められ、地域活動に広く参画いただき

まして元気なまちづくりを進めていくことを

町としては強く期待しているものでございま

す。ですから、この際、ぜひ加入をお願いし

たいと考えております。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 内灘町に住んで、事

業をして、納税をしてということで、商工会

に加盟をしていなくても元気内灘町に貢献は

しているかと思います。 

 商工会としても地域の活性化のために日夜

努力をしていらっしゃるということは目に見

えてよくわかっておりますけれども、それぞ

れの考え方があるかと思います。そういう中
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で商工会だけが地域に貢献しているというわ

けではありませんので、そういう点も考えて、

やはりこういういいものを町の業者皆さんに

できるようにしていただいて、それで活性化

を起こしていく、そういう中で商工会とも触

れ合っていただくというようなことで、もっ

と前向きに考えていっていただきたいという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 ご質

問にお答えします。 

 平成26年度に予定しています現段階での制

度につきましては商工会加入事業者というこ

とで実施をしたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 商工会のほうも加入

者数が減っているというようなことも聞いて

おります。そういう中で、やはり努力もして

らっしゃるかと思います。 

 何が問題かという、補助金も出ているわけ

ですし、融資のほうも商工会に限るというよ

うな点もあります。そういう中で、やはり商

工会の加入者がふえてこないというのはほか

にも何か問題があるのではないかというよう

なこともまた考えていただいて、なるべく内

灘町全体の事業として取り組んでいただきた

いなというふうに思います。 

 次に、申請書、添付書類等はシンプルで使

いやすくしてほしいなというふうに考えてお

ります。 

 現在もそういうふうに努力をしていらっし

ゃるのかなとは思いますが、どうしても補助

事業というのは添付書類が多くて、面倒で利

用しなかったというような声も上がっており

ます。事業者の代理申請もオーケーなんでし

ょうか。 

 また、個人情報の取得欄にチェックをすれ

ば、住民票とか資産証明とか納税証明をわざ

わざ出向いて一つ一つとって歩かなくても役

場のほうで全部、町側で全部それは処理でき

るような、そういうようなシンプルなものに

できないでしょうか。お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 議員

ご質問の代理人申請についてお答えしたいと

思います。 

 申請の手続につきましては、受付時に住宅

リフォーム工事の申請の内容の審査のため、

窓口で工事の内容を確認する必要があります。

したがいまして、工事内容を把握されている

方であれば、代理の方でも申請を受け付けし

たいと思います。 

 また、町のほうで、税情報、それぞれの情

報やさまざまな住民票、そういったような情

報が確認できるものについては、本人さんの

了解を得た上でその辺が対応できるものにつ

いては、こちらのほうで確認し事務の簡素化

を図り、町民の方の利便性も図っていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 私も願っていた住宅

リフォーム助成制度ですので、使いやすく喜

ばれる制度になるよう願って、最後の質問に

移りたいと思います。 

 最後に、災害時における要援護者の福祉避

難所についてお尋ねいたしたいと思います。 

 現在、福祉避難所として夕陽ケ丘とうちな

だの里が福祉避難所となっております。 

 うちなだの里の福祉避難所としての増築工

事が取り下げられましたが、今後、町として

福祉避難所の拡大を考えているのでしょうか。

お尋ねしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部担当
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部長。 

 〔町民福祉部担当部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【大徳茂君】 今ほど

議員の言われるとおり、福祉避難所につきま

しては、うちなだ福祉作業所及び特別養護老

人ホームの夕陽ケ丘苑の２カ所を指定してお

ります。 

 うちなだ作業所の増築に伴う福祉避難所整

備事業につきましては、町といたしましても

福祉避難所の拡大につながるものと期待をし

ていたわけであります。残念ながら事業は中

止となりましたが、既存施設については、こ

れまでどおり福祉避難所として対応していた

だくことになっております。 

 今後の福祉避難所につきましては、現在、

町内における民間の介護保険施設や障害者の

通所施設等が福祉避難所として利用できない

か、また小学校、中学校等の指定避難所内に

おきまして空き教室等を福祉避難所として確

保できないかなどについて検討をしておりま

す。 

 また、災害時に保健師や看護師等、専門職

員等に対する人的確保にあっては、県の精神

保健医療班の派遣制度について、あわせて調

査検討しているところでございます。 

 今後も、より多くの福祉避難所の確保に向

け、関係機関の協力をいただきながら、災害

時にも安心して生活できるまちづくりを進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 小学校の空き教室等

も考慮してというようなお話もありました。

また、町の中の介護施設もというお話もあり

ました。 

 また、昨年、空き家調査が行われました。

その中で空き家を利用して福祉避難所として

使用できるような仕組みも今後検討していっ

てほしいなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

○議長【夷藤満君】 大徳町民福祉部担当部

長。 

 〔町民福祉部担当部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【大徳茂君】 今ほど

の議員のご質問なんですけれども、空き家を

避難所としていけばどうですかというご質問

なんですけれども、その点についても今後検

討していきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川議員。 

○８番【北川悦子君】 せっかく空き家調査

もいたしまして資料もあることですので、活

用ということで、ライフラインも通っている

ということで、整っているということで、ぜ

ひ空き家を利用して福祉避難所、また集える

場所というようなことで町の活性化に生かし

ていっていただきたい。災害時にも安心でき

るように今後検討していっていただきたいと

いうことを切にお願いをいたしまして、私の

質問は終わらさせていただきます。 

○議長【夷藤満君】 11番、水口裕子議員。 

   〔11番 水口裕子君 登壇〕 

○11番【水口裕子君】 2014年３月議会で一

問一答で一般質問させていただきたいと思い

ます。 

 ３年目の３・11の日がめぐってこようとし

ております。まるでなかったことに原発震災

はされようとしています。大きな原子力村の

そんな力に、こうして忘れずにいつも震災地

に、福島だけでなく東北全体に心を寄せてい

きたいと思います。それが私たちにできる支

援だと思いながら、きょうは川口町長の原発

への姿勢をお聞かせいただきたいと思います。 

 町長も同じだと思います。３年前の３月11

日、あの衝撃は忘れることができません。や

はり３月議会の真っ最中で、文教委員会で川

口町長とは同じところにおりまして、揺れに

驚いて慌てて委員会を中止して、テレビのス

イッチを入れた私たちの目の前に真っ黒な濁

流が次々に車や建物をのみ込んでいく様子が
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飛び込んできたのでした。 

 その後、五重の壁で守られて絶対に安全だ

と言われていた原発が次々に爆発。大量の放

射能をばらまいたのに情報は隠され、多くの

人が無用の被曝をさせられることになったの

です。さらに、直ちに影響はないという御用

学者のために避難や防護がおくれました。こ

のことは、もう今では誰もが知っていること

になりました。 

 福島県立医科大学では、直ちに影響はない

と言いつつ自分たちだけはヨウ素剤を服用し、

住民には配布せず、この余りにもひどい事実

が隠され続けていて、最近表に出てきたとい

うことはご存じない方が多いんじゃないかと

思います。 

 多くの被災者が「原発さえなければ」とい

う言葉を残して自殺されています。原発で直

接死んだ人がないなどという、そういったひ

どいことを言う人の気持ちが、思いが本当に

わかりません。 

 今も続く食品や大気からの内部被曝が大変

心配な状況です。子供たちの検査結果は公開

されず、健康を守るというよりも、いかに住

民の不満を抑えるかということばかりが秘密

部会まで開いて議論されていたと毎日新聞が

スクープしております。このことも余り知ら

れていないことです。 

 100万人に１人と言われる甲状腺がんの子

供が福島で75人も見つかったのに、毎日の気

持ちの持ち方が悪いからという精神論にすり

かえられて、お母さんたちは声を出せない状

況に押し込められています。 

 除染は単なる場所を移動するだけの移染に

すぎないのに、除染が済んだと補助が打ち切

られ、望まない帰還を勧められているのだと

いう避難者は石川県にも多いです。 

 結局、国も県も住民を守ってはくれず、自

分たちは捨てられたのだと避難者の方は言っ

ています。 

 川口町長は、今述べてきたような事実につ

いてご存じと思いますが、町民を守る立場と

してどのようにお感じになりますか。安全・

安心を第一にといつもおっしゃっています。

今回の予算の提案でも「安全・安心を第一に

考えました」とおっしゃってくださいました。

志賀原発が事故を起こしたとき、国や石川県

が私たちを守ってくれると思いますか。町民

を守る立場としてどのようにお感じになりま

すか。お尋ねいたします。 

○議長【夷藤満君】 高木和彦総務部長。 

   〔総務部長 高木和彦君 登壇〕 

○総務部長【高木和彦君】 ただいまのご質

問、私から答弁させていただきます。 

 福島原発の事故で今も多くの方々が避難生

活を余儀なくされております。国と事業者が

前面に立って一日も早い復旧、復興、そして

早期帰還に向けた除染や生活再建支援などを

しっかりと対応していただきたいと思ってお

ります。国も県も町も同様、災害から国民、

住民を守るのは当然の務めだと思っておりま

す。 

 先月25日、国は新たなエネルギー基本計画

案を発表し、原発依存度を限りなく低減させ

る方向性を示しました。現在、与党・政府内

の議論が進んでおり、その議論を見守ってま

いりたいと考えております。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 エネルギー計画のこ

とをお答えになりましたが、原発を低減させ

ているものではなく、あれは原発を存続させ

ていくための計画にすぎないという非難が上

がっていることをご存じの上で答弁されてい

ると思っています。 

 町民を守るためにはちょっと不足な答弁で

あるし、また、町長自身にお答えいただきた

い。町民の安全・安心を守る立場としてどう

してお答えがいただけないのか、非常に残念

であります。 

 次の項に行きます。 
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 福島原発ではいまだに毎日２億4,000万ベ

クレルの放射能を吐き出し、汚染水は高濃度

を記録しながら漏れています。この間は100

トンの高濃度汚染水が漏れたという報道もご

ざいました。野田首相の収束宣言、安倍首相

の汚染水アンダーコントロール発言など、誰

も信じていません。 

 福島原発事故の原因はまだ究明されていま

せん。いえ、津波が来る前に地震の揺れによ

って早い時期にパイプの破断や装置の損傷が

起こって事故が起こったのだという専門家の

証言は前もご紹介させていただきました。こ

の証言は早くから出ているのに報道されず、

議論の対象にならず、断層ばかりが問題視さ

れていますが、これは焦点ずらしです。正し

い原因究明がされない限り、幾ら高い防潮堤

をつくっても意味がありません。 

 志賀原発でも同じことです。志賀原発でも

直下の断層が活断層かどうかだけに注目が集

まっていますが、住民の寄附で実現した調査

や裁判によって次々と北陸電力のうそは暴か

れています。そもそも想定以上の地震の揺れ

があれば、断層などなくても地面がずれ、割

れるということは、中越沖地震で柏崎刈羽原

発が既に証明していることです。 

 志賀原発は今までも大変稼働率は低かった

のです。ちょうど３・11の直前に定期点検で

とまったまま、この３年間動いていません。

それでも、事故当初おどかされたように電気

が足らなくなるということもありません。 

 このような状況で、町長は志賀原発の再稼

働についてどのようにお考えになりますか。 

 高木部長がお答えになるんですか。 

○議長【夷藤満君】 高木総務部長。 

   〔総務部長 高木和彦君 登壇〕 

○総務部長【高木和彦君】 議会答弁につき

ましては、通告を受けましてからあらかじめ

町長、部課長で議論をし、考え方をすり合わ

せておりますので、それぞれ内容に応じて部

課長のほうでも答弁させていただいておりま

す。 

 ただいまの志賀原発につきましては、ご指

摘のように、現在、敷地内の破砕帯に関する

調査が行われております。原子力規制委員会

の皆さんや有識者の皆さんで、活断層である

のかないのか、科学的根拠に基づいてしっか

り検証していただきたいと思っております。

その結果については、国民、県民にわかりや

すく説明をしていただきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 ３月２日の北國新聞

は、再稼働を容認する自治体は、全国の原発

30キロ圏内の自治体のアンケートでは２割だ

けだったと報じていました。大地震が近いと

いう報道が頻繁な中で、原子力規制委員会の

審査にも再稼働を急がせる安倍政権の圧力の

においがぷんぷんとする現状では、審査が終

わったと言われてもそうですかと簡単に言え

るものでないということは、先ほどの高木部

長の答弁に対してこのように申し上げたいと

思います。 

 有識者に検証をしてもらうというふうなお

答えがありましたけれども、今、その委員会

の中立性が問われているところでもあります。

補助金漬けになってきた立地自治体以外は、

相談もされず、意見も言えず、補助金ももら

わず、被害だけもらうというふうに私は言い

続けてきましたが、それは福島事故以前と何

も変わっていません。当然のアンケート結果

です。 

 安全・安心を第一にと言う川口町長の、住

民の命を守るための思いをいま一度お聞きし

たい。アンケートを受けたとしたら、どうお

答えになったでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 高木総務部長。 

   〔総務部長 高木和彦君 登壇〕 

○総務部長【高木和彦君】 再稼働容認の報

道がございました。容認については２割とい
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う報道がございましたが、一方で、再稼働に

ついて判断できないという自治体が４割ござ

いました。これは本当に国が、自治体がその

再稼働を判断する重み、大変難しい選択を迫

られる自治体の立場というものをもっと認識

する必要があるというふうに思います。 

 法的な権限や責任は国が有しているわけで

あります。福島のような事故を二度と起こさ

ないように、徹底した安全対策をしっかりと

取り組んでいただきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 答弁では、その委員

会の検証とかそういったものをしっかりと見

ていきたいということでございましたが、私

ども住民はしっかりと町の動きを見ていきた

いと思います。 

 次に、再生可能エネルギーへの取り組みに

ついてお伺いします。 

 住民出資で保育所などの屋根に太陽光パネ

ルを載せて発電し、電力会社へ売電して剰余

金を出資者に分配する市民電力発電。このこ

とについては他の議員さんからもお話があっ

たことがございますが、このことについては

私も以前……。 

○議長【夷藤満君】 お静かに、お静かに。 

 静かに。しゃべらないで、傍聴者の方。 

○11番【水口裕子君】 この市民発電所につ

いては私も以前取り上げたことがあり、その

ときの答弁では前向きな答弁をいただきまし

たが、事務手続をしてくれる団体がおらず、

実現に至っておりませんでした。 

 昨年、金沢市が自然エネルギー推進の一環

として事業を調査する団体を募集し、このた

び、その調査が進んで２つの保育園で事業が

始まるというニュースが新聞にも、北國新聞

にも北陸中日新聞にも載っておりまして、ご

らんになったかと思いますが、金沢の保育園

にパネルを載せる、そこの園長先生にこの間

お話を伺いました。「子供たちをどういうふ

うに巻き込んで、この自然エネルギーを進め

ていくかということを考えるとわくわくしま

す」とおっしゃっていました。 

 金沢市民発電所では、対象を金沢市だけで

なく市外にも広げるということでした。内灘

でも導入への後押しを考えてはいかがでしょ

うか。お伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 市民発電所に

つきましては私のほうから。 

 議員ご説明の保育所屋根への太陽光発電の

設備の設置・管理費用を一般の市民が出資し、

その売電料金を出資者へ還元するという県内

初の試みということでございますが、発電所

を運営する合同会社金沢市民発電所は自然エ

ネルギーの普及を目指す企業で、ＮＰＯ法人

市民環境プロジェクトのメンバーが設立した

ものというふうに聞いております。このよう

な市民が主体となった取り組みは有意義なも

のであるというふうに認識しております。ま

た、人にも地球にも優しい内灘を目指し環境

施策を展開する本町にとりましても参考とな

るものでございます。 

 また、このご質問の市民発電所につきまし

ては、市民の出資者のリスクも伴うファンド

形式でありまして注意が必要だということも

認識しております。 

 議員ご質問の本事業に関する後押しにつき

ましては、ご質問の中にもありましたけれど

も、当初から金沢市さんが関与をしている事

業でもございます。また、この事業は現在、

第１、第２発電所の設置に向けて出資者募集

の段階でもございます。こういったことから

も今後の経緯を注意深く見守りたいというふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 町長は、町民部長の
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時代に内灘町地域新エネルギー・省エネルギ

ービジョンの策定に主になってかかわられた

と記憶しております。そういうことからも自

然エネルギーの推進には、今ほどは注意深く

見守っていくということでしたけれども、積

極的に賛成していただけると思いますが、い

かがでしょうか。確認したいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 ご質問の件で

ございますが、自然エネルギーそのものの再

生可能エネルギーあるいは新エネルギー、そ

れから省エネルギー施策につきましては、町

は積極的に取り組んできたということは議員

ご承知のとおりかと思います。 

 しかしながら、この単独の、この一つの事

業に関していいますと、今の市民発電所とい

う事業に関していいますと、ご承知のとおり、

さきに金沢市さんが関与をいたしております

ので、自治体間の問題もございますので、こ

れにつきましては私どものほうからはこれ以

上の発言は控えさせていただきたいというふ

うに思います。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 今、それ以上のこと

を私は求めていたのではなくて、自然エネル

ギーとかそういうものの推進については、ど

んどんと今までどおり力を尽くしていただけ

るんですねというふうなことを伺ったわけで

すけれども、そういうことですよね。──は

い。 

 今でも電気は足りているわけですから、ま

すますその電気の地産地消を進めていけばこ

うやってここでいろいろ議論することもなく、

町長に原発はどうだというふうな議論をする

までもなく、原発など要らなくなってくるわ

けで、町全体が北陸電力から独立して、オフ

グリッドして独立するという、そんなふうな

自然エネルギーの町、内灘町を目指していた

だきたいと思います。 

 この問題について、責任者としてなかなか

答弁しにくい立場にいらっしゃるのかなとい

うふうに推察もいたしますけれども、余り申

し上げたくはないですけれども、以前の前の

八十出町長のときには脱原発とはっきりおっ

しゃっていただいて、そのもとで進んでまい

りましたので、町長のその意見を、態度を、

姿勢をはっきりと聞かせていただきたかった

なという思いはいたします。 

 次に移らせていただきます。 

 子供の貧困対策についてどういうふうにお

考えになるかということについてお伺いしま

す。 

 ことし１月、我が国でも子供の貧困率が高

いことを認め、貧困状況にある子供たちの健

やかな成長と教育の機会均等を図り、貧困を

解消し、子供たちが夢と希望を持って生活で

きる社会を実現するという子どもの貧困対策

法が施行されました。 

 今、日本の子供たちの貧困率が世界におい

ても極めて高く、このような法律を必要とす

る状況にあるということを国も認めているの

です。 

 内灘町でも貧困率の高い家庭がたくさんあ

るということは、前の議会に示された、ひと

り親家庭の年間所得150万円以下という世帯

が60％近くあるということからも容易に想像

できます。 

 そこでお尋ねします。 

 この子供の貧困率が大層高い大変な状況に

今あるということを、町はこの状況を認識し

ていますか。 

 どのような人たちがこのような状況に陥っ

ていると考えますか。 

 なぜこのような状況が起こっていると思っ

ていますか。 

 子供たちの心や健康や教育への影響が心配

されると思いますが、いかがでしょうか。 

 以上の点について町の認識をお聞かせくだ
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さい。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 議員ご質問の

子どもの貧困対策の推進に関する法律は平成

25年６月に公布されまして、26年、ことし１

月17日に施行されたものでございます。 

 国、県、町などはこれまで、子育て世帯に

対しまして児童手当の増額や子どもの医療費

の助成、高校の授業料無料化や就労支援など

各種の施策を実施してまいりましたが、この

ほど、社会状況の変化に対応し子供の貧困対

策を総合的に推進するため、この法律がつく

られたものです。 

 この法の内容は、国は、実態調査を実施し

貧困対策に関する大綱を定めます。県は、そ

の大綱を踏まえて子供の貧困対策計画を定め

るものです。その計画の内容は、教育の支援、

保護者に対する就労の支援など多岐にわたり

ます。 

 今後、この計画等が策定され、その内容に

沿って、国、県が主体となって各種の施策を

実施することとなっております。また、この

法律による我々市町村の役割などについては、

現時点では明らかにはなっておりません。 

 具体的なご質問でございますが、町の貧困

状況についてということと、どのような人た

ちが貧困の状況に陥っているかということに

ついて、関連がございますので２つ一緒にお

答えいたします。 

 子供の貧困率につきましては国が調査する

ため、町単位での数値の把握はできません。

子供がいる現役世代の国が調査した相対的貧

困率──これはちょっと統計用語で難しいん

で申しわけございませんが──とか子供の貧

困率等については把握をしております。 

 また、先ほどご質問にも出ましたひとり親

家庭の奨学金の受給者家庭あるいは児童手当

等の支給に必要な範囲で子育て世帯の所得な

どについては把握をしているところでござい

ます。 

 このような状況を、ひとり親家庭だけでは

なく、子育て世帯全般にわたる状況であると

いうふうに国の統計結果からも出ております

が、さまざまな理由により相対的な所得が尐

ない方々が貧困と言われるというふうに考え

ております。 

 なぜ、このような状況に陥っているかとい

うふうなご質問でございますが、原因につき

ましては、経済状況や産業構造の変化、尐子・

高齢化の進展による現役世代の社会保障費な

どの負担増など、国全体の社会構造がその根

本にあるというふうに考えております。 

 子供たちの心や健康への影響ということで

ございますが、町はこれまでも、町の独自事

業である５歳児健診を初め、各種の検診の実

施や乳幼児の訪問指導や相談、子育て支援セ

ンターでの各種事業や教育現場での教育相談

員の配置や尐人数学級の実施など、きめ細や

かな子育て支援施策を実施いたしております。

このようなことからも、その影響につきまし

ては他の自治体に比べれば尐ないんではない

かなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 なぜこのような状況

が起こっているかということについて社会構

造の問題というふうにおっしゃいましたけれ

ども、そこに若者の問題、パートの問題、そ

して女性の問題、そういったことをはっきり

ともう尐し把握していただきたかったなと思

います。 

 そんな中で、今答弁のあった、今のそのよ

うな状況の中で、小学生や中学生を持つひと

り親への奨学金が廃止されたことは残念です

けれども、この制度について12月議会の討論

の場で、ある議員さんが討論で新しい制度を

つくればどうかというふうな、そういったお

話もあったかと思います。それを聞いて、私、

そのとおりだなというふうに思ったわけです。 
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 ひとり親奨学金制度をただ単に縮小したの

ではない、新しい形にするためだというふう

に前向きに捉えて、今もありましたひとり親

だけの問題じゃないですという答弁もありま

した。両親がそろっていても病気や失業、働

いても収入がふえないなどの状況に追い込ま

れている家庭がたくさんある。そういったと

ころに手を差し伸べる新しい施策を実現して

いただきたい。 

 いずれ、子どもの貧困対策法によってそれ

ぞれの地方自治体がどのような対応をするか

ということが問われてくるようになると思い

ます。それに先立って、子育て支援の先進地

としては内灘らしい支援を、他市町の動きに

合わせるのではなく、前もって先んじて今か

ら考えてはいかがでしょうかとお伺いします。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 内灘町らしい

施策ということでございますが、今ほどお答

えいたしましたとおり、子育て支援の町とし

て、今年度は乳幼児の医療の助成を18歳まで

拡充したことはご承知のとおりかと思います。

また、26年度からは、ひとり親家庭の中でも

経済的負担が大きい高校生に対しまして就学

援助金を支給いたします。また、産後安心ヘ

ルパー派遣事業を実施するなど、子育て支援

施策の充実をしてまいります。 

 今後とも、町の子育て支援施策全体を検討

する中で、国、県の動向を見ながら、時代に

即した新たな施策の必要性について検討して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 私の聞き方もちょっ

と悪かったかもしれませんが、問題が貧困対

策から子育て支援のほうに何か移行してしま

いまして、医療費の充実とか高校生への支援

とか産後ヘルパーとか、これは貧困対策では

なく本当に子育て支援の対策でありまして、

子供の貧困対策、貧困家庭への対策としては

不十分かと思いますので、いま一度、町とし

てどういったことを考えているのかお伺いし

ます。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 先ほどお答え

いたしましたように、この法律による町の役

割についてはまだ明らかになっておりません

が、国、県の動向を見ながら、貧困対策も含

めた子育て支援策全体を考えてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 消費増税のこと、先

ほど北川議員からもありました。この消費税

増税は本当に弱い家庭を直撃するものでもあ

ります。そういったことによる貧困家庭への

影響もあります。ぜひとも今おっしゃったよ

うに貧困対策を、国、県からの指示を待つの

ではなく、町が率先してやっていただくよう

にお願いして、次の項目に移りたいと思いま

す。 

 中学校の相談員制度についてお伺いいたし

ます。 

 昨年12月に、中学校のエール教室はことし、

この25年度いっぱいで廃止だと相談員さんは

聞かされたということです。不登校の校外対

策、不登校の子供たちの校外での対策として

ステップというものがあり、校内での対策と

してエールというものが10年以上前からあり

ましたが、８年ほど前に、ゆとりの中で未来

を拓く教育推進会議というもので長くしっか

りと議論した結果、県下一のマンモス校であ

る内灘中学校では相談員制度の充実が必要だ

と、この推進会議が町に答申を出しました。 

 町は答申を受けて、相談員を職員待遇にし

て増員をするという予算を提出いたしまして、

私も議員として、相談員が今の時代の子供の

生きづらさを尐しでも受けとめてくれたらと
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思い賛成をしました。ほかの議員もみんな同

じだったと思います。 

 しかし、今回は議会にも廃止の報告は一切

なかったし、相談員本人にも現在臨床心理士

としてかかわっている専門家が数名いらっし

ゃるが、その方たちに意見を聞くということ

もなかった。答申を出した推進会議にもいま

一度廃止を議論するというふうにすることも

なかった。そういう推進会議への議論もなく、

この推進会議は１年以上開かれないまま、今

議会で廃止だというふうに議案が突然提出さ

れました。一部管理者だけで何か一方的に決

めてしまっているような残念な思いは拭えな

いわけであります。 

 そこでお尋ねします。今回の変更は、利用

生徒の数の急激な変化でもあったのでしょう

か。過去５年間のステップの利用人員につい

てお示しください。その数を、また延べ利用

人数であらわすと毎年何人になりますか。お

答えいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 延べ利用人数をお

尋ねですが、５年にさかのぼって調査を年度

末の中学校の今、短時間でやれというのは非

常に厳しいということで、年度ごとに何人の

生徒が利用したか、そして25年度、ことしに

ついては尐し説明をさせていただきます。 

 エール教室の利用人数ですが、５年前、21

年度11名、22年度、23年度、24年度、この３

年間は各８名、ことし、25年度は６名、内訳

は１年の女子が２名、２年男子１名、３年男

子１名と女子２名、計３名です。 

 そしてこの生徒たちの欠席日数ですが、出

席しなければならない日数が２月末で189日

ですが、６人の平均の欠席日数は42日です。

最も欠席の多い生徒は103日休んでおります。

また遅刻も非常に多いというふうに聞いてお

ります。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 延べ利用日数という

もののほうが非常に大事であったというふう

に思っておりますので、そちらのほうのお答

えをいただきたかったなと思います。欠席が

103日であったというふうな、そういったこと

はお尋ねしておりません。欠席が多い、大変

登校しにくい生徒であるからこそそういった

ところが必要だったのではないかというふう

に思っております。 

 不登校対策は、内灘町だけでなく、全国ど

こでも絶対的な対策というのはなかなか見出

せないのが実情であると思います。心因的な

心の事情で、学校までは来れるがどうしても

教室には入れない生徒もいると聞きます。そ

ういう生徒の居場所を確保して教室への足が

かりとなる、そういうエールがあるので、学

校に来ることができて教室へ戻っていくこと

ができる子供たちも数尐なくてもあったので

はないか。そして、そういう数尐ない子供た

ちへの支援を、町はやっぱり町独自としてし

ていこうというふうに決意していたのではな

いかと思うのですが、その点について、学校

へ戻っていける子供たちがいたのではないか

ということについてお尋ねします。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 ご指摘のとおり、

エール教室の目的は、教室への足がかりとい

うふうに言われましたけれども、できるだけ

早期に教室に復帰できるよう支援するという

ことだと思います。 

 しかし、現状は機能していない。逆に個の

甘えを助長する、指導がしにくい、そういう

面が出てきております。その面から効果的で

ないと学校が判断したため、常駐できるエー

ル教室の廃止を決定したものです。前例踏襲

に陥らず新たな方向を目指したいと考えてお

ります。 

 ちなみに、今年度、２、３年生のエール生
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が４名おります。この４名は全員昨年度もエ

ール通学生です。ということであります。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 エールが、マンモス

校であることから生じる問題にきめ細かく対

応するために充実されたということは先ほど

も述べました。 

 その甘えを助長するとおっしゃいますけれ

ども、そういったことについての議論も報告

も何もないままでございました。今もマンモ

ス校であることに変わりはないのに、その問

題が今解消したというふうに思っておられる

のでしょうか。ゆとりの中で未来を拓く教育

推進会議が出した答申について、その課題は

今回の制度変更をしても十分引き受けていけ

るというふうに考えていらっしゃるのでしょ

うか。そのお考えをお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 今回の決定は、今

ほど議員お話のありました、平成20年２月、

ゆとりの中で未来を拓く教育推進会議の出し

た答申のことでありますが、その答申は教育

相談体制のさらなる充実が必要であるという

ことであります。私は、今回の決定はそれに

沿ったものであるというふうに認識しており

ます。 

 生徒の支援につきましては、本来、学級担

任が軸となり学年団が一体となり、加えて、

生徒指導課、保健室、相談室、このような組

織が一体となって有機的に対応すべきもので

あります。今後、この原点というべきこの面

の機能を強化することは不可欠であるという

ふうにも考えております。 

 また、中学校では現在、スクールカウンセ

ラーが、県から派遣１名、町任用が１名、計

２名配置されております。来年度からは常勤

の特別支援員を１名配置することとしていま

す。この体制で校内の組織とともにチームと

して対応することで不登校生対策を含めて改

善を図りたいと考えています。あくまで一時

的な居場所としての相談室はあるわけです。

今回の決定は本来の教育相談体制を目指すも

のであるというふうに捉えております。 

 なお、参考としてですが、かほく市、津幡

町では、学校内にエールのような生徒の常駐

を許している部屋はありません。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 いろんな方が有機的

にかかわって、チームでかかわっていくとい

うことは非常にいいことだというふうに思い

ます。 

 ただ、ちょっとお伺いした点、常駐しない

ようにするというのは、子供たちが常にそこ

に常駐できないということなのですか。それ

とも、その指導員さんとかが常に常駐してい

るのではないということなのか、ちょっとよ

くわからなかったので、もう一度お伺いした

いと思います。 

 それから、かほく市とか他のところではな

いというふうにおっしゃいましたけれども、

それは内灘町がこういった体制を強化したり

してきた中で、ずっとかほく市とかはなかっ

たのじゃないのでしょうか。それが内灘町の

大人の良心とか子供たちへの優しさとか、そ

ういったものの思いの中で育んできた制度で

はなかったかと思うのですが、他の自治体が

ないからということはちょっといかがなもの

かなというふうに思うのです。 

 その点、２点についていかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 目的、先ほどから

話をしているとおりですが、教室に戻したい

と。そこなんです。２年間戻らなくて、そこ

のエールに入って、ずっとそこにいる生徒、

それでいいのか。本当の思いやり、教育とい

うのはそれでいいのか。社会性がそれで身に
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つくのかというふうに思っています。 

 ということから、一時的に相談室には、他

の市町でも、そこに尐し行って相談する。そ

こには今回、特別支援員さんも１人雇用する

わけですから、そこの監督とかいうことも、

ほかの、言いましたように、生徒指導課であ

るとか保健室であるとか相談室の先生方も加

わる。そういう形でみんなで支えていこうと

いうことなんです。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 たくさんの方がいろ

いろかかわってくださることは否定しないん

ですけれども、そういった子供さんは、その

余りたくさんの人に次から次からかかわられ

ていくということが苦手な子供たちではない

かと思うし、全く誰もエールから教室に戻れ

る生徒がいなかったというふうにもとれます

けれども、私が聞いている報告では、お話で

は戻っていっている生徒さんもいるというふ

うなことでございました。 

 それから、その常駐するのはどういったこ

となのかということに対して答弁がなかった

ので、次の質問で一緒に、その常駐するとい

うことはどういうことなのかをお伺いしたい

と思います。 

 今ほども言いましたように、長年多くの人

がかかわってきたシステムなのですけれども、

管理者の方だけで決められてしまったように

見えるのは残念だということは最初に申し上

げました。新しい取り組み方を学びながら、

一生懸命相談員さんたちは取り組んでこられ

たと私は認識しております。相談員さんを交

えての検討会、そしてその周りでエールを支

えてこられた専門家の臨床心理士さんも３人

もいらっしゃったわけで、どうしてその方た

ちを巻き込んでの検討会とか相談がなかった

のかということが残念で、また不思議でなり

ません。 

 そして、ゆとりの中で未来を拓く教育推進

会議をなくしてしまう前に、エールについて

いま一度そこに諮問してみる気持ちもなかっ

たのか。そこら辺のところをお伺いしたいと

思います。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 たくさんの人間が

かかわればいい。確かにそうだと思います。

これはやっぱり個別対応です。その子に応じ

て指導していくということですから、決して

ただ単に順番にかかわれというふうに言って

いるのではありません。 

 ただ、一人では抱え切れないこともありま

すし、誰でも感じていると思いますけど、担

任ですよ。担任がしっかりかかわれという組

織が原点ですね。そこを抜きにしてエールに

行っとれと。エールでは子供たちは、ある意

味、２年間ずっとそこにいるんですよ。それ

でいいのかなと。校長がそういうことを、や

っぱりこれはおかしいというか、社会性や協

調性、それからもっと大事な、やっぱり忍耐

性といいますか、我慢することを教えること

も教育だと思います。そういう面での、もち

ろん厳しさだけが強調されたらおかしいです

けれども、私は寄り添うこと、悩みを聞いて

やること、一歩出すために、一歩教室へ戻す

ための背中を押してやることも大事だと。 

 今までのエールは、どちらかというたら待

ちの姿勢です。生徒の自主性を引き出そうと

待ってるんです。相談室体制っていうけれど

も、その相談室の機能がなかったんですよ。

ですから具体的にきちっとした相談室体制、

教育相談体制を私はこれからつくっていかな

きゃならんというふうに思っています。 

 教室はいろんな生徒います。学力的にも厳

しい生徒います。例えば学習障害の生徒もい

ます。注意欠陥多動性障害であるとか学習障

害、いろんな生徒がいるけれども、その子た

ちはとにかく何とか頑張って教室で尐しずつ

でも前進しようとしています。ですからそん
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な現実もあるんですよ。 

○議長【夷藤満君】 聞いとることだけでい

い。 

○教育長【久下恭功君】 済みません。つい

つい話が長くなりました。 

 あと、どうやって決めたかということでし

たね。 

 私は、校長先生、校長というのは全責任、

最高責任者であります。今の校長は４年間、

その組織と子供たちを見守ってきました。そ

の中で出した結論は極めて重いというふうに

考えています。そして教育委員会はそういう

学校の教育実践を支えていくという責務があ

ります。そういう立場から今回の結論を尊重

し、学校と一体となってさらなる教育相談体

制の充実を目指したいと、そんなふうに考え

ているところです。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 エールが待ちの姿勢

で機能がなかったというふうに酷評されてお

りますけれども、そのエールの相談員さんに

ちょっとお話をこのたび伺いました。エール

に対して指導とか相談とか、そういったもの

はなかったと。それこそ校長先生も見守るだ

けではなく、相談員さんたちに対して、こう

いうふうにしていけばいいんじゃないかとい

った当事者を交えての検討、指導、相談があ

れば、それに対して、やはり校長先生の意向

を酌んで、またエールの方針を沿わせていく

ような気持ちは別にないわけではないと。や

ぶさかでなかったのに、突然の決定であった

というふうにその方たちは述べられておりま

した。そのことについて、私はやはりもう尐

し当人の気持ちとかを聞く必要があったので

はないかということを申し上げておきたいと

思います。 

 それからもう一つ、教室に居場所を見つけ

られないという生徒だからこそ、その担任と

かでなかなかかかわれなくて指導員体制が必

要だったのではないかというふうに申し上げ

ているわけですけれども、エール廃止により

不登校の生徒がふえるということは考えてい

らっしゃらないんですね。 

○議長【夷藤満君】 久下教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 先ほどからも話し

してますとおり、充実した教育相談体制を学

校と一体となってつくっていこうというふう

に思っておりますので、今後は改善されると

いうふうに確信をしております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 いろいろ申し上げま

したけれども、どちらの立場も、やはり子供

たちのことを第一に考えてよくなればと思っ

て申し上げました。学校教育のほうでもそう

いった立場で今進んでいかれているのだとま

た信じております。ですから、また子供たち

のことをよろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、予算について一括してお尋ねしま

す。 

 平成26年度予算は90億7,000万円に膨らみ、

過去10年で最大と新聞も報じています。中で

も総合公園や融雪装置、リフォーム補助など

建設関係が、リフォーム補助も入れましたけ

れども、建設関係が膨らみました。あればい

いことばかりで、今後もほのぼの湯や宿泊施

設、インターなどあればいいなと思われるよ

うなものはめじろ押しです。 

 でも、あればいいなといって何でもすぐ使

ってしまえば貯金はなくなってしまうのは、

家庭も町も同じでございます。今、目的別基

金を含めていろんなものを集めても10億余り

ではないでしょうか。何にでも使える財政調

整基金は１億4,000万円しか残りません。高齢

化を目前にして町民はやはり不安です。 

 この財政状況についての見解をお聞かせく

ださい。 

 安全・安心を第一にして、この予算で緊急
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時に対応できるのでしょうか。災害時の対応

だけでなく、新たな補助金事業に柔軟に対応

できるのかという、そんな見通しについても

お答えください。 

 一緒にもう一つ聞きます。 

 町は行財政改革委員会をつくって厳しく施

策の内容をチェックしてきましたが、来年度

の予算はそれを吹き飛ばしてしまう土木事業

優先の大型予算だというふうに新聞も報じて

おりました。 

 町長は今後、予算の使い方をどういう基準

で進めていかれるのですか。 

 昨年の機構改革のときに私は、ソフトから

ハードへ移行するのではないか。今後が心配

だというふうなことも申し上げましたが、町

は既にハードにかじを切ったのでしょうか。

お伺いします。 

 今後、財政改革をどのように進めていくの

かについてもお答えください。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 平成26年度予算につ

いてお答えいたします。 

 平成26年度予算は、消費生活相談員の配置、

ひとり親家庭等児童就学援助金、産後安心ヘ

ルパー派遣事業、小児Ｂ型肝炎ワクチン助成、

ピロリ菌検査助成、障害者相談支援専門員配

置、道路冠水対策、消雪施設整備、合葬式墓

所調査費など、町民生活に直結した安心・安

全対策を重点的に編成いたしました。 

 この結果、一般会計予算規模としましては

90億7,000万円となりましたが、国庫補助金や

交付税算入のある有利な起債の活用により、

財政状況にも留意した予算編成をいたしまし

た。 

 財政調整基金の残高が尐ないのではないか

とのご心配をいただきましたが、例年内示会

でお示しします財政調整基金の残高は過去と

比較しても大きな変動はなく、今後の財政運

営に支障を来すことはございませんのでご安

心いただきたいと思っております。 

 また、緊急時や新たな補助事業への対応に

つきましても、今後しっかりと対応してまい

ります。 

 今後も、町の財政状況をしっかりと見きわ

めながら住民福祉の向上に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫総務部担当部

長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 私のほう

から行財政改革に関するご質問にお答えいた

します。 

 提案理由の説明で町長が申し上げましたよ

うに、誰もが住んでよかった、住みたいと実

感できるまちづくりを目指し、国、県の補助

金や有利な起債などを活用し、町民生活に直

結し、安心・安全につながる施策を中期財政

計画に基づき計上をいたしました。 

 施策の推進に当たりましては、ソフト事業、

ハード事業どちらも欠かすことができないと

考えております。どちらが大切というよりも、

その時々の状況に応じまして組み合わせてい

くことが重要ではないかと考えております。 

 行財政改革の基本的方針は無駄の削減と行

政のスリム化であると考えております。平成

26年度は、据え置いた使用料の適正化につい

て見直しを検討していきたいと考えておりま

す。 

 さらに、これまでの量的な改革に加え、質

的な向上も含めた改革を進めていきたい。そ

のために必要な職員個々の政策形成能力ある

いは説明責任能力を高めるため、職場内外の

研修を含め、職員の意識改革に継続的に取り

かかっていきたいと、そのように考えており

ます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 今いただきました答

弁の中で、職員さんの質の向上や能力の向上
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や意識改革を挙げていただきました。大変そ

このところを問題点として職員さん本人が挙

げてくださったことに敬意を表して、今後努

力していただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

 最後に、女性施策の進め方、大きなところ

だけ聞きます。 

 平成11年には生涯学習フォーラムとして

「共生」というのが取り上げられ、12年には

「男と女」というのをテーマにして広岡守穂

さんや勝尾金弥さんなどの講演、そしてそれ

とともにアンサンブル金沢の演奏という組み

合わせでもって地区の公民館を回り、男女共

同参画ということについての認識を町内に広

めました。文化会館で樋口恵子さんの「男と

女のいい関係」という講演もありました。 

 その後、男女共同参画まちづくり条例やそ

の中での委員の偏りを防ぐ性別の４割条項、

そして行動計画の策定や女性の管理職登用、

100人の女性でこの議場が満杯に埋まった女

性議会の開催など記憶に新しいところです。

学校には男女混合名簿も取り入れられました。 

 この流れを受けて、川口町長にあっては、 

男も女もともに輝き合う男女共同参画社会の

ための施策、女性が活躍できるまちづくりを

どういう思いを進めていかれるおつもりでし

ょうか。町内、町民への啓蒙という観点から

もどのように具体的に進めていかれるのか、

具体策もあわせてお願いしたいと思います。 

 細かい点につきましては、また次の機会に

回したいと思います。 

○議長【夷藤満君】 北川真由美教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 女性施策につ

いてでございます。 

 今ほど議員さんも言われましたように、こ

れまで尐し華々しい施策を展開をしてまいり

ました。平成19年４月に男女共同参画推進行

動計画を策定しまして、その後、男女共同参

画まちづくり条例等も制定いたしまして、各

種エンパワーメント講座、またボランティア

グループの寸劇上演、またワークショップ、

さまざまなことを開催しております。 

 今年度、その華々しいというようなことは

特に目につかなったかもしれないんですが、

今週の月曜日にもＤＶを考えるという、あね

ざきしょうこさんをお招きしてエンパワーメ

ント講座を開催しました。夜間であるにもか

かわらず大変多くの方に参加をいただいてお

ります。 

 今月号の広報紙でございますが、広報紙で

も毎月専用のページを設けまして住民に対し

ての意識啓発を図っておりますけれども、今

月号は上出副町長がご自身のお考えを述べて

おられます。記事にも書かれておりますけれ

ども、女性だけが意識を高めるということで

はなくて、男性も女性もそれぞれが性別の役

割分担意識を解消しまして、ともにいたわり

支え合う社会の構築こそが大切だと、真の男

女共同参画社会だというふうに考えておりま

す。 

 この社会の実現には特効薬、起爆剤という

ものはないというふうに考えております。先

ほどのご質問で貧困対策というようなことも

ございましたけれども、男性も女性もともに

力を出し合える、そういった社会を実現すれ

ばそういったこともおのずから解消していく

のではないかなというふうに考えております。 

 今後、華々しい施策というのは目につかな

いかもしれませんが、息の長い地道な施策を

展開していきまして、住民への意識の浸透を

図ってまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 水口議員。 

○11番【水口裕子君】 華々しい施策という

ものを望んでいるわけでもなく、地道に、本

当に北川次長が頑張ってくださることがまた

一つの男女共同参画社会への道しるべにもな

っているので本当にエールを送りたいと思っ
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ておりますけれども、華々しくなくても、地

道にやるのであってもそれなりの、やっぱり

町へ出ていく限りは予算も必要となってくる

と思うんです。そういった意味では男女共同

参画への予算取りというものも尐ないような

気がいたしますし、華々しくなくて結構です

ので、地道に、しかし着実に町民へのこの男

女共同参画の思いを広げていっていただける

ようにお願いして、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ７番、恩道正博議員。 

   〔７番 恩道正博君 登壇〕 

○７番【恩道正博君】 議席７番、恩道正博

です。 

 平成26年第１回定例会に質問の機会をいた

だきました。通告に従いまして一問一答方式

で質問を行います。 

 まず質問の前に、東日本大震災からはやも

う３年になります。今回の地震における被害

の甚大さは、地震に加え、これまで誰もが経

験したことのない、体験したことのない大津

波襲来による壊滅的な被害でした。いまだに

避難を強いられ、ふるさとへ帰れない多くの

人々がいます。 

 その一方、被災地以外の地域では震災の記

憶自体が薄れつつある状況にありますが、

我々はこの教訓を生かし、天災を初め大災害

の被害を軽減することが人間の知恵であり、

自然と共存するまちづくりが必要ではないで

しょうか。被災地が一日も早く復興されるこ

とを願うものです。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 １番目は、町財政について質問をいたしま

す。 

 今ほど水口議員も質問されておりましたが、

私のほうは多尐ダブるかもしれませんけれど

も、平成26年度当初予算案では、先ほどの総

合公園や消雪施設整備のほかに道路冠水対策

事業など大規模事業がふえたことで、ここ近

来では総額が90億7,000万円と、前年度当初に

比較して17.5％の増の大型予算になっており

ます。そういった中で一般会計における基金

残高も約10億1,300万円の見込みになります。 

 政府の平成26年度の我が国の経済見通しで

は、４月からの消費税率の引き上げに伴い、

駆け込み需要の反動が予想される中で、昨年

から政府が進めております大胆な金融政策、

機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長

戦略の三本の矢による政策効果と日銀の量

的・質的金融緩和策から企業収益の拡大を賃

金上昇、雇用、投資の拡大につなげ、消費や

投資の増加を通じてさらなる企業収益の拡大

を進める好循環が徐々に実現していくと予想

しております。 

 景気は緩やかに回復しているとは言いなが

ら、地方にまで景気回復の恩恵が及んでいな

いのが現状ではないでしょうか。 

 そういったことを踏まえまして、内灘町は

今後、高齢化社会の課題への対応を初め、社

会保障費の民生費や義務的経費の増加が見込

まれる中で、町長が掲げました北部開発を含

む町の重点施策の実行と財政の健全化をどの

ように進めていかれるのかお伺いをいたしま

す。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫総務部担当部

長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 ただいま

のご質問にお答えいたします。 

 町の重点施策の実行と健全財政をどのよう

に進めるかという問題につきましてお答えい

たします。 

 我が国の経済は、明るい兆しが見えるもの

の、依然として地方経済は厳しく町税収の大

幅な増加は見込めない状況にあり、また高齢

社会に対する扶助費の増嵩など、今後の町財

政運営はますます厳しさを増すものと思って

おります。 

 内灘町では、持続可能な行財政基盤を確立

するため、毎年度、今後５カ年の中期財政計
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画を策定しております。中期財政計画では歳

入と歳出を一般財源ベースで見込むほか、関

係部署から重点事業のヒアリングを行い、事

業の実施に伴う財源不足や実質公債費比率を

推計をしております。 

 町民から要望の多い事業の実現に向け、今

後も国の補助金や交付税算入のある有利な起

債を活用しながら実質公債費比率の推移を見

きわめ、財政の健全化を維持していきたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 ただいまの答弁では、

有利な起債を求めて重点施策を実行すると。

それと５年間の中長期財政計画ということで

ありますが、もう１点ちょっとわかりやすく、

今、実質公債費比率、24年度では11.3でした

か、そういう比率もさることながら、一つお

聞きしたいのは、今現在、町の標準財政規模

に対して一般会計での町債残高のこの割合と

いいますか、そこら辺を、どの程度の財政と

して許される範囲というか、わかりやすくお

答えをお願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西総務部担当部長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 ただいま

の起債残高に関するご質問にお答えいたしま

す。 

 先ほども申し上げましたように、起債の中

では地方交付税に算入される、そういった起

債も含まれております。その起債に算入され

る率はそれぞれ起債の種類によりまして、

20％、70％、いろいろな率で算定されており

ます。 

 その起債残高が重要ではなしに、その残高

のうちどれだけ交付税に算入されるか、そう

いったものが重要でして、先ほど申し上げま

した実質公債費比率といいますものは、公債

費を毎年返してるんですけれども、その中に

は交付税で算入されます。そういったものを

控除した上で基準財政需要額で割った数字が

25年度段階で11％という数字になっておりま

すので、その残高も大事でありますけれども、

単年で返す公債費の割合を重視しながら私ど

も今後の事業計画等を進めておりますので、

ご理解のほどをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 「基準財政需要額」と今申し上げましたけ

れども、「標準財政規模」ということで訂正

をさせていただきます。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 わかりました。 

 というのは、我々一般町民から見れば一般

会計の、例えば今、約96億ぐらいですか、そ

れに対して、今現在、内灘町の標準財政規模

約50億から五十二、三億ですか、それらに対

してのいわゆる何倍、例えば２倍がそういう

実質公債費比率との兼ね合いも出てくるんで

しょうけれども、そういうわかりやすい言い

方すれば、一般家庭でいけばこんだけの収入

があって借金はこの程度やと、そういう目安

がどこかに、今聞きましたんで、実質公債費

比率で見てくださいということでよろしいん

ですね。 

○議長【夷藤満君】 中西総務部担当部長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 今申し上

げましたように、実質公債費比率で今後の財

政状況を把握していきたいと、そのように考

えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 そういうことで、今

私が質問したかったのは、要するに、町長が

掲げた今後の北部開発も含めた重点施策等、

いわゆるその財政の健全化を求めるという二

兎を追い求める中でのそのことについてお聞

きをいたしました。これについてはあくまで

というか、自主財源の確保、特に町税、国保、
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各使用料等の滞納解消に努めていただきまし

て健全な財政に努めていただきたいと思いま

す。 

 それでは、２番目のほのぼの湯の建てかえ

についてお伺いをいたします。 

 今、多くの町民の方々が利用されておりま

すほのぼの湯の建てかえについて、町長は北

部八策の中でも掲げておられました、ほのぼ

の湯は現在地での建てかえとなっております

が、建物規模や機能などのプランと完成まで

の具体的なスケジュール案がありましたらお

示しをいただきたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ほのぼの湯について

お答えいたします。 

 ほのぼの湯につきましては現在地での建て

かえと、私、町長就任以来、議会や町民の皆

様にお答えをしてまいりました。 

 平成26年度予算に福祉センター整備基本構

想策定業務費を計上させていただきました。

この業務につきましては、福祉センター、温

浴施設の建てかえに向けて施設の規模や必要

な機能を整理し、整備手法を初め事業化に向

けた課題について整理するものでございます。 

 基本構想を策定していく上で、宿泊施設な

ど総合公園周辺全体のあり方も含め、議会の

皆様と協議を重ねて進めてまいりたいと考え

ております。 

 なお、建設につきましては、現在、（仮称）

高齢者いきいき健康センター整備基金約１億

8,000万円ございますが、より有利な補助金な

ど、財源のめどがつき次第、着手したいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 今ほどの答弁では、

26年度の予算案の中で福祉センターの整備基

本構想ということで、これからその調査とい

うことで期待しておりました。実はそれは予

算内示でわかっておりましたけれども、今、

町民の方々が、「あの建てかえはいつごろに

なるんですか」という、そういう声がたくさ

ん聞こえておるわけです。確かに今の総合公

園との兼ね合い、北部開発、特に総合公園と

その宿泊施設等のいろいろな問題があろうか

と思いますけれども、突っ込んだ話、町長と

してひとつここを、業務は別にして、もしお

聞かせを願えればと思いまして質問をいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 再質問にお答えいた

します。 

 福祉センターのほのぼの湯の建てかえにつ

きましては私も一日も早く進めてまいりたい

と、町長就任以来、各種、基金のほうは１億

8,000万円ありますけれども、町の財政状況か

ら見ますとより有利な補助金とか起債とかが

ないかと、その辺でいろいろと調査をしてお

りました。例えば減災防災の事業にならない

かとか、防災の拠点事業にならないかとか、

それを国交省、総務省、また農水省にもいろ

いろと今働きかけております。 

 また、宿泊施設につきましてもいろんな手

法がございます。それも今検討している最中

でございますので、どうかこの基本構想の策

定で大枠の規模とかいろんな。例えばこの中

でもね、足湯があったらいいんじゃないかと

か、あと、せっかく今、内灘の特産品を開発

してますよね、ミルク王国ウチナダなどの。

そういうものを販売するようなスペースがあ

ってもいいんじゃないかとか、そういうこと

もあわせてこの中で議員の皆様と一緒に検討

してまいりたいと思っております。 

 それで財源のめどがつき次第建設に入りた

いと思っておりますので、そう時間はかから

ないと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 
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○議長【夷藤満君】 恩道議員。 

○７番【恩道正博君】 わかりました。 

 そういうことで町民の皆様が待ち望んでお

りますので、早急にひとつ、その建てかえス

ケジュール、内容とこの調査をできるだけ早

く済ませていただきまして完成することを希

望いたしまして、私の質問はこれで終わりま

す。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【夷藤満君】 この際、暫時休憩いた

します。 

 再開は午後１時からといたします。 

           午後０時04分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時00分再開 

    ○再   開 

○議長【夷藤満君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 なお、中川議員から、体調不良のため午後

の会議を欠席する旨の届け出がありましたの

で、ご了承願います。 

 ２番、中島利美議員。 

   〔２番 中島利美君 登壇〕 

○２番【中島利美君】 議席番号２番、中島

利美です。 

 平成26年第１回内灘町議会定例会において

一般質問の機会をいただき、まことにありが

とうございます。 

 通告に従い、一問一答方式で質問させてい

ただきます。 

 ちまたでは冬季オリンピックも幕を閉じ、

スポーツを通じてさまざまな感動が話題を呼

びました。中でも「メダルを持って帰ること

はできませんでしたが、皆さんに恩返しがで

きる納得のいく演技ができました」と答えた

浅田真央選手のどん底から立ち上がった勇気

と演技は多くの人々の心に感動を与え、記憶

に残ったことと思います。 

 このように、スポーツは競技をする本人は

もちろん、それに携わる人々や見る人たちに

も多くの感動や勇気を与えることのできるす

ばらしいものと感じております。 

 川口町長もスポーツが大変お好きであると

伺っており、提案理由説明の中にも、総合公

園の整備に伴い町に活力を創出したいとおっ

しゃっておられました。 

 これから新たに建設される施設整備も大変

興味深いところではありますが、私は内灘町

に唯一ある県の施設、石川県立自転車競技場

の活用方法、そしてそこで毎年行われている

ツール・ド・のとのあり方について質問させ

ていただきます。 

 ことしで26回目を迎えるツール・ド・のと

は、総走行距離が400キロメートルにもなる国

内最大級のサイクルロードレースとして人気

の大会となっております。平成20年の第20回

大会からはスタート・ゴール地点が内灘町と

なり、県内外から1,021人ものエントリーがあ

りました。第21回大会には何と1,490人ものエ

ントリーがあったとのことです。その選手を

応援する家族や友人などを含めると、およそ

2,000人余りの多くの人たちがこの大会のた

めに内灘町に集まってくるのです。 

 このような大規模なイベントが毎年当町で

開催されているわけですが、私は、春に開催

される凧の祭典や夏の町民夏まつりと同様、

町のアピールにつながる重要なイベントと捉

えております。 

 そこで、町はこれまでこのツール・ド・の

とにどのように参画してきたのか、まずお聞

かせください。 

○議長【夷藤満君】 上出功生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ご質問にお答

えいたします。 

 本事業は、平成20年より内灘町がスター

ト・ゴール地点となり、開閉会式が県立自転

車競技場などで行われています。 
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 町の取り組みといたしましては、事業の後

援、それから補助金の交付を行っております。

また開会式では、町を代表して町長が激励の

挨拶、それからスターターを行っております。

そして内灘町防犯と交通安全推進隊の協力な

どを行っております。それから最終日、ゴー

ル後には、町の各種団体の協力による参加者

への振る舞い鍋などを提供しています。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 私も昨年、爽やかな

秋晴れの中開催されたツール・ド・のとの開

会式に参加させていただきました。大勢の参

加者や観衆が見守る中、川口町長のスタータ

ーで選手の皆さんが一斉に次々と走り出す光

景は、町民の一人として感動的な瞬間でもあ

りました。 

 しかし、自転車競技場の中やその周辺では

確かに盛り上がってはいるものの、内灘町の

皆さんがこんなにすごいイベントが毎年行わ

れていることを知っているのか。町の中が盛

り上がっているとは私は決して思えないので

す。 

 町の取り組みとして事業の後援や補助金の

交付を行っているとのことですが、補助金の

額はお幾らほどかお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 補助金の額は

どれぐらいかというご質問にお答えします。 

 内灘町として、ツール・ド・のと実行委員

会に100万円を交付しております。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 ちなみに、このイベ

ントは内灘町を含め奥能登まで多くの自治体

が参画していますが、内灘町が交付している

今の100万円という補助金の額は、他の自治体

と比べると多いのか尐ないのかお答えくださ

い。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ただいまのご

質問にお答えします。 

 内灘町が交付している補助金についてなん

ですけれども、この補助金については、補助

金を交付している団体は石川県を含めまして

７自治体があります。内灘町はそのうち、石

川県に次いで２番目に多い交付金額となって

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほどもご説明があ

ったように、内灘町の100万円という補助金は

本当に石川県に続いて、自治体の市町村の中

では一番多い補助金額なんですよね。 

 そこで、私はあえて言いたいのです。この

ような大きなイベントに100万円もの補助金

を出しているにもかかわらず、スタート・ゴ

ール地点である内灘町の役場庁舎にはのぼり

旗１本来ておりません。沿道にたなびく旗も

自転車競技場付近に数本設置されているのみ

です。大会を広く周知するホームページにも、

内灘町という言葉はほとんど出てきておりま

せん。これでは、自治体でトップクラスの補

助金を出しているメリットが余りにも尐ない

のではないかと思います。この大会の主催は

北國新聞さんではありますが、町としてもも

っと積極的に事業に参画していいのではない

かと私は感じております。 

 そこでお尋ねいたします。ツール・ド・の

と実行委員会に町職員として参加はされてい

るのでしょうか。お答えください。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ただいまのご

質問にお答えします。 

 ツール・ド・のと実行員会の相談役として

町長が、そして委員として生涯学習課長が参

加しております。 

 以上でございます。 
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○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 実行委員として生涯

学習課長、参加されているということなので、

今年度はぜひ課長の手腕を発揮していただき

まして内灘の町のアピールに全力を尽くして

いただきたいと思っておりますが、せめても

う尐し、本当に町のアピールにつながるよう

な積極的なかかわり方をしていただきたいと

思っております。 

 沿道の旗も北國新聞さんのほうで毎年設置

をしていただいておるということですが、内

灘駅前から役場とか、役場から医科大前大通

りですとか、内灘町のいわゆるメーンストリ

ートですよね。この辺にずらーっと盛大にの

ぼり旗100本ぐらい私は立てていただいても

いいと思うんです。 

 ちなみに、ああいった沿道に掲げている旗

はたしか１本1,000円もしないはずです。何百

円程度で製作できるものと伺っておりますの

で、ぜひこの辺は強く北國新聞社さんに、内

灘町には沿道ののぼり旗100本ほど用意して

くださいというふうによろしくお願いいたし

ます。 

 ここからは私の提案なんですが、昨年、町

商工会の50周年の式典が文化会館で行われた

際に、商工会が一生懸命に取り組んでおられ

るミルク王国の試食会で出店が数多く出され

ており、多くの町民の皆さんでにぎわってい

たことは記憶に新しいところではないでしょ

うか。 

 その後、商工会さんもミルク王国には大変

力を入れられているとも伺っております。そ

れならば、スタートの初日の自転車競技場や

サイクリングターミナル周辺でもう一度あの

ような出店を出店していただけば、商工会の

皆様にとっても絶好のアピールの機会になる

ことは間違いなく、町としてもまずは食での

おもてなしができ、参加者や応援に駆けつけ

てくださった皆様にも喜んでいただけるので

はないでしょうか。題して「ミルク王国・屋

台村」、いかがでしょうか。ぜひ商工会の皆

様とご相談いただきまして、実現に向けて町

も全力で協力していただきまして実現してい

ただきたいと思います。 

 もう一つのおもてなしは、スタート前のオ

ープニングです。町で活躍している和太鼓の

グループなどによる太鼓の演奏で会場を盛り

上げてはいかがでしょうか。躍動感みなぎる

和太鼓は屋外での雄大なイベントにとても効

果的で、気持ちがわくわくするようなおもて

なしにつながると思います。 

 町のおもてなしに対するご意見をお聞かせ

ください。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ただいまのご

質問にお答えいたします。 

 本事業は、スポーツのまち、自転車のまち

を標榜する内灘町を県内外に発信できる意義

深いイベントの一つとして捉えております。 

 町といたしましても、これから本事業に参

加される方々に対してどのようなおもてなし

ができるのか、主催者側と協議してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 ツール・ド・のとの

人気の高さからもうかがえるように、近年サ

イクルスポーツが非常に人気を呼び、先日、

２月11日の北國新聞には「海外から能登へ」

「自転車ツアー・富裕層に照準」という記事

が掲載されていました。この記事によります

と、ことしの４月から10月にかけて予定され

ているサイクルツアーでは、既に５月の上旪

のツアーは予約が埋まっていると伺っており

ます。 

 コースは、飛行機で能登空港におり立ち、

輪島、珠洲を回り和倉温泉で宿泊、その後金

沢へ向かうというコースとなっております。 

 こういった方々にもぜひ内灘町に立ち寄っ
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ていただきたい。国内外の観光業者に接触を

持ち、自転車のまち内灘をもっとアピールし

てはいかがかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長【夷藤満君】 上出生涯学習課長。 

   〔生涯学習課長 上出功君 登壇〕 

○生涯学習課長【上出功君】 ただいまのご

質問にお答えします。 

 自転車のまち内灘を広く発信していくこと

は重要なことであると考えております。 

 ご提案の件につきましては、今後前向きに

取り組んでまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 本当に国内外の観光

ツアーの皆様がこういった自転車ツアーとい

うものに非常に関心を持たれ、また参加者も

ふえているということですので、ぜひよろし

くお願いいたします。 

 また、石川県内で唯一の自転車競技場を持

っているという最高の環境をフルに生かし、

将来のオリンピック選手の育成などに取り組

んでみてはいかがかと思います。 

 内灘町にもアマチュア選手を初め、各種大

会で好成績をおさめている有望な選手もおり

ます。また、過去には内灘高校からも大変優

秀な選手も輩出されているとも伺っておりま

す。７年後には東京オリンピックも開催が予

定されており、オリンピックを目指す優秀な

人材がこの内灘町から育っていくことは大変

名誉なことであり、町のＰＲにもつながると

思います。 

 町の宝である町内の小学生や中学生にも早

くからサイクルスポーツに親しみを持つよう

な機会をつくり、サイクルスポーツ人口の拡

大に努めていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 ツール・ド・のと

の話もありましたけど、町では昭和58年から

内灘サイクルロードレースが開催されており

ます。また平成23年度からは、その前日に自

転車競技場において家族みんなで楽しめる、

子供から大人まで楽しめる内灘サイクルフェ

スティバルを開催しております。このような

イベントを通してサイクルスポーツに親しむ

機会の拡大に努めてまいっているところであ

ります。 

 議員お話しのとおり、地元内灘高校では毎

年優秀な選手が育っております。各種大会で

も活躍をしているというふうにも聞いており

ます。将来に向けて、おっしゃるとおり、オ

リンピックの出場選手が出てくることは本当

に期待もしておるところですけれども、そん

な簡単な話でもないというふうにも思ってお

りますが、町といたしましても、今後もさま

ざまな機会を通してサイクルスポーツの裾野

拡大と自転車のまち内灘のＰＲに努めてまい

りたいと、そのように考えているところです。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 ありがとうございま

す。 

 いずれにしても、本当に町民の皆様にサイ

クルスポーツの楽しさ、そしてこういったす

ばらしい競技場があるんだよということを知

っていただきたいと思いますので、幼稚園の

ころから小学校、中学校、本当に幼いころか

ら子供たちにこういった自転車競技場の活用

方法や楽しみを味わわせていただきたいと思

います。 

 そしてオリンピック選手の育成とともに、

強化合宿などができる宿泊施設の建設にも早

急に取り組んでいただけることを期待して、

次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 次の質問は、地域福祉計画についてお尋ね

いたします。 

 近年、急速な尐子・高齢化や核家族化、価
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値観の多様化などにより、家族のきずなや地

域のつながりが希薄化しコミュニティ機能が

低下するなど、私たちの地域社会を取り巻く

環境は大きく機能が変化していると感じてお

ります。 

 また、高齢者の所在不明問題や孤独死など

が新たな社会問題となっており、誰もが住み

なれた地域で安心して生活を送るためには、

互いに助け合い、支え合う地域福祉の重要性

がますます高まってきているのではないでし

ょうか。 

 こうした中で、内灘町では地域福祉の考え

方や推進方法を定めた内灘町地域福祉計画及

び地域福祉活動計画を、本年度、町社会福祉

協議会と連携し一体的に策定されたところで

はございますが、今後、この計画をどのよう

に地域の住民の方々に周知し、またどのよう

に今後取り組んでいくのか、町の方針につい

てお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 地域福祉を推進するためには、今回策定い

たしました内灘町地域福祉計画及び地域福祉

活動計画の内容を地域の全ての住民や団体等

に知っていただくことが重要であると考えて

おります。また、あらゆる機会を通して計画

の周知啓発に努めてまいりたいとも考えてお

ります。 

 具体的な周知方法につきましては、その一

環として、今後、地区説明会を順次開催し、

現在作成中の計画書のダイジェスト版を活用

しながら計画内容の周知とご理解に努めてま

いりたいと考えております。 

 また、計画内容の実施に向けた体制として

（仮称）福祉委員会を各地区に設置していた

だき、さまざまな活動を通して、ご近所づき

合い、向こう三軒両隣の大切さを広めてまい

りたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、高齢化率が21％

を超える超高齢社会の状況下においては、地

域住民、民間業者、行政等が一体となり社会

全体で高齢者や障害者を支え、地域の中で安

心して生活できる自助、共助、公助の仕組み

づくりが重要であると考えており、今後とも

コミュニティ社会の構築に向け鋭意取り組ん

でまいります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほど川口町長の答

弁にありましたように、自助、共助、公助と

いう精神が本当にこれからますます大切にな

ってくるのではないかと思っております。 

 それでは、最後の質問に移らせていただき

ます。 

 平成27年度から国の新制度として予定され

ている子ども・子育て支援新制度についてお

尋ねいたします。 

 当町は、川口町長の目指す子育て支援ナン

バーワンの町として、他町と比較しても保育

の充実や高校生までの子ども医療費の助成拡

充など大変充実した対応のように感じており

ます。 

 そのような中で制定される新制度の目的と、

町はその新制度に向けてどのように対応して

いくのかお答えください。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 新制度に向け

ての町の方向性についてお答えいたします。 

 子ども・子育て支援新制度は、一人一人の

子供が健やかに成長することができる社会の

実現を目指して創設されたものでございます。

この国の示す目的の柱、中心は、質の高い幼

児期の学校教育、保育の総合的な提供、それ

から地域の子ども・子育て支援の充実などで

ございます。 

 町といたしましては、この新制度のもとで

地域のニーズを踏まえた保育環境の計画的な
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整備や多様な子育て支援のさらなる充実を目

指してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 日々移り変わる現代

社会の環境の中で新制度の策定に当たり、当

町において新たにアンケート調査などは行っ

たのかお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 ただいまのご

質問のニーズ調査につきましては、小学生以

下の児童の保護者を対象といたしまして昨年

11月に実施いたしました。 

 調査内容につきましては、保護者の就労状

況、休日等の教育・保育事業の利用希望、内

灘町の子育て環境などの項目で調査しており

ます。 

 調査結果につきましては現在集計中でござ

いますので、その基本的な一端の部分をお答

えしようと思いますが、内灘町は子育てしや

すい環境かという質問に対しましては「そう

思う」などの肯定的なご意見が約70％を占め

ておりました。 

 引き続き、この調査内容につきましては分

析と集計を進めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 今ほどの調査結果で

は70％近くの方々が子育て支援にはほぼ満足

していらっしゃるのではないかというお答え

でしたが、ここの70％に満足することなく、

やはり90％、100％を目指して今後も取り組ん

でいっていただきたいと思っておりますが、

この調査結果を踏まえまして、町としては今

後さらに方向性をどのようにしていくのか、

具体策がありましたらお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 北町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 この新制度へ

の移行に伴っての内灘町子ども・子育て支援

事業計画の策定は、町民のニーズ調査の集計

結果や町の実情などを踏まえて進めてまいり

ます。 

 子育て支援を最重要施策に掲げる町といた

しましては、より充実した子育て環境の整備

に向け、この計画を27年３月をめどに策定す

る予定でございます。この計画によりまして

保護者の子育てに対する負担や不安、孤独感

を和らげることを通じまして、子育てや子供

の成長に喜びや生きがいを感じることができ

るような、そんな支援策をさらに充実させて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 中島議員。 

○２番【中島利美君】 27年度に向けてこの

新制度がどのように町は取り組んでいくのか、

私自身も大変楽しみにさせていただきたいと

思っております。 

 川口町長の提案理由説明の中にもありまし

たが、今年度からスタートする産後安心ヘル

パー派遣事業などは、まさに核家族化が進み

子育てに対する不安を抱えたお母さんたちに

とっては本当に必要で大切な事業であると感

じております。このような制度の充実こそが

児童虐待防止などにもつながっていくことと

私は信じております。 

 今後もますます川口町長の手腕を発揮して

いただき、名実ともに子育て支援ナンバーワ

ンの町になることを期待いたしまして、私の

質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ９番、能村憲治議員。 

   〔９番 能村憲治君 登壇〕 

○９番【能村憲治君】 ９番、能村憲治。 

 平成26年第１回定例会において町政に対す

る一般質問の機会を得ました。通告に従い、

わかりやすく一問一答で進めさせていただき
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ます。 

 今回は、大きな項目では３つ質問をいたし

ます。１つ目に、凧の祭典につきまして開催

日の変更、公民館参加の減尐、そして今後の

取り組みについてお伺いをいたします。２つ

目には老朽度や危険度の高い空き家対策につ

いて、３点目に県営鶴ケ丘住宅の移転状況に

ついてお伺いをいたしますので、よろしくお

願いをいたします。 

 まず、世界の凧の祭典について。 

 内灘町の地域資源である広大な海岸砂丘を

生かした世界の凧の祭典は、当町を代表する

一大イベントとなっております。平成元年の

第１回大会は「国際交流日本海凧揚げ大会」

でスタートをいたしました。その後、平成４

年に、内灘町制施行30周年を機会に「世界の

凧の祭典」とし、今日まで25年間続いており

ます。今ではすっかり地域に根づくまでにな

ってきているわけでございます。 

 各地区公民館が凧づくりに携わり、大会で

は凧揚げを競うなどしながら各地域住民との

交流を深めています。小学校、中学校、高校、

そして子ども会などの参加もあり、世代の交

流も図られ、地域づくりに大きく貢献を果た

していると感じております。 

 そして、国内はもとより国外からの参加も

多くあります。また、当町の世界の凧の祭典

は、全国数ある凧揚げ大会の中でも、凧愛好

家が集まる日本の凧の会の春季大会と位置づ

けられており、全国に知れ渡っている。 

 このような経過の中で、現状についてお伺

いをいたします。 

 まず最初に、開催日についてお伺いをいた

します。ことしの世界の凧の祭典の開催日は

４月26、27日と伺っております。開催日は第

１回スタート以来、毎年５月３日、４日と決

まっておりました。 

 先ほどにも述べましたが、25年間続けてお

り、町民はもとより全国の愛好家にも定着を

しているところでございます。今、なぜ開催

日を変更することになったのでしょうか。ま

た、開催日を変更することによってどのよう

な変化が見られると予想しているのかについ

てお伺いをいたします。 

 続いて、公民館参加についてお伺いいたし

ます。 

 当初は地域の全公民館の参加がありました。

しかし、五、六年前からでしょうか、徐々に

尐なくなり、昨年では17ある公民館のうち、

参加する公民館はわずか９公民館とまでにな

ってしまいました。 

 世界の凧の祭典は、当町の一大イベントと

して町民夏まつり以上の予算を充て、地域の

親睦と融和を図る活動として企画しておるわ

けでございます。このイベントを実施するに

当たっては地区公民館との連携が最も重要な

役割を果たすわけでございます。さきのよう

な結果を招いたのは、公民館に対して理解と

協力を得る努力が足りなかったのではないで

しょうか、町の指導が十分でなかったのでは

ないでしょうかということが見受けられるわ

けであります。 

 また、公民館におきましては、町からの補

助金を得て運営しているものであり、当然参

加するのが望ましいと思われます。 

 町はこの状況をどのように考えているのか。

そして、ことしはどのような指導を持ってこ

の一大イベントを迎えようとしているのかに

ついてお伺いをいたします。 

 凧の祭典の終わりに、町が25年間築いてき

凧の大きなイベントを今後どのように進めて

いこうとしているのかについてもお伺いをい

たします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 世界の凧の祭典につ

いてお答えいたします。 

 最初に、なぜ開催日を変更することになっ

たのか。開催日を変更することによってどの

ような変化が見られると予想しているかにつ
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いてでございますが、議員も先ほどおっしゃ

ったとおり、平成元年に「日本海凧揚げ大会」

として始め凧の大会は、平成４年には現在の

「世界の凧の祭典」と名称を変え、昨年まで

５月３日、４日に開催をされておりました。 

 ことしは、これまで以上に地元町民の皆様

に参加していただきたく、開催日をゴールデ

ンウイークの真っただ中を避け、４月26日、

27日に変更いたしました。 

 また、昨年からのと里山海道直線化区間が

開通したことに伴い、凧の祭典の開催時間帯

に凧の落下を避けるため、午前10時より午後

３時までのと里山海道の通行どめが必要とな

りました。これに関しましても、日程を変更

することにより、通行どめに伴う交通渋滞の

影響が尐なくなったものと考えております。 

 次に、なぜ地区公民館の参加が尐なくなっ

てきたのか。町はこの状況をどのように考え

ているのか。ことしはどのようになっている

のかについてでございますが、公民館の参加

が尐なくなった原因の一つとして、先ほど申

し上げましたとおり、ゴールデンウイーク中

の開催による祭典当日の人員確保が難しくな

ってきたことがあるものと思っております。 

 しかしながら、この世界の凧の祭典は町を

挙げての一大イベントでもあると認識をして

おり、より多くの地区公民館に参加していた

だけるよう、日程変更に加え、凧普及補助金

の増額も考えております。そして凧づくりに

関しましても、地元、日本海内灘砂丘凧の会

と連携を図り、全ての公民館が参加できるよ

うな体制づくりに取り組んでまいりたいと考

えております。 

 続きまして、次に、このイベントは今後ど

のように進めていこうとしているのかについ

てでございますが、内灘海岸を舞台として行

う世界の凧の祭典は、凧づくり、凧揚げを通

して、地域間、世代間、国際間の交流推進と

地域コミュニティの醸成を目的としてこれま

で開催してまいりました。 

 平成26年度からは所管を生涯学習課から地

域振興課に移し、町商工会ともさらなる連携

を図ることで、凧揚げを通してより広く内灘

町の魅力を発信してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 ただいまの答弁の中

に凧普及補助金の増額を考えておられるとい

うような答弁をいただきました。子供たちの

凧づくりも活発になり、底辺拡大とあわせ地

域振興の発展につながることと思っておりま

す。非常に有意義なことであろうかと考えま

す。 

 また、以前に金沢市長がこの凧の祭典をご

らんになりました。そのときに、金沢市も何

とかかかわることができないかなどというお

話をしておられました。 

 今年度より生涯学習課から地域振興課に所

管を移し町の魅力を発信していくとのことで

すが、将来的には、本当に近い将来には近隣

自治体、金沢市、かほく市、津幡町の協力も

得ながら進めていくということも考えられま

すが、町長の考えはいかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 近隣市町との連携につきましては、交流人

口の増加を図るためには必要なことと考えて

おります。今後検討してまいりたいとも思っ

ております。 

 また、平成26年度から始めますかほく市、

津幡町共同での観光ツアーのことを尐しご説

明したと思います。その中においても、世界

の凧の祭典をそのツアーの中に組み込むこと

を検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 それでは、次の質問
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に入ります。 

 空き家対策についてお伺いをいたします。 

 私は平成24年第４回定例会において、空き

家の調査と、その適正な管理についてお伺い

をしております。結果、空き家の実態調査の

概要についての資料が提出されました。総数

299軒、うち75軒は老朽化が著しく、そして27

軒が倒壊や建築材の飛散などの危険度が切迫

し、緊急度が高いと出ております。 

 さて、空き家の実態調査はしたが、その適

正なる管理についてはいまだ対策が講じられ

ていないと見受けられます。 

 所有者が老朽住宅を放置している理由には

おおむね２つ考えられるわけであります。一

つには撤去に多額の費用を要すること、もう

一つには撤去をすると固定資産税がおおよそ

６倍にはね上がることであります。このこと

から老朽住宅の解体が進まないのではないか

と思われます。自治体によっては、解体費用

の補助金を出しているところも見受けられま

す。 

 当町では27軒緊急度が高いとのことであり

ます。まず、これらの対策をどのように取り

組んでいこうとしているのでしょうか。また、

その他の空き家につきましても、近隣住民が

安心して過ごせるように対策を講じる必要が

あると思いますが、どのように考えているの

かお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 岩本昌明環境安全課長。 

   〔環境安全課長 岩本昌明君 登壇〕 

○環境安全課長【岩本昌明君】 ご質問にお

答えいたします。 

 今議会でご審議いただく環境美化条例の改

正では、条例で指導できる空き家等の対象を

拡大しており、条例の対象として、危険度の

高い空き家の管理についての項目と、近隣住

民が安心して暮らせる観点からの項目を追加

し、環境美化に対する指導体制の強化を図っ

ております。またさらに、助言、指導から命

令まで、所有者の対応に合わせて柔軟に指導

できるよう改正を予定しております。この条

例の施行により、空き家等実態調査で判明し

た倒壊等危険度の高い27軒の家屋の所有者に

対して適正な管理を求めてまいりたいと存じ

ます。 

 しかし、解体が必要な家屋につきましては、

先ほど議員がご指摘のとおり、解体にかかる

多額な費用と、固定資産税と都市計画税の住

宅用地の特例が外れ税負担がふえることによ

り、所有者の理解が得られるまで時間を要す

ることが推測されます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 全国で200以上の自治

体が、空き家などの適正な管理についての条

例を設置して取り組んでおります。また、国

会では、固定資産税軽減などの税制措置の成

立を目指しているところでございます。 

 ただいまの答弁では、環境美化条例を改正

し指導強化を図るとのことでありました。し

かし、条例には、解体費用の補助や固定資産

税軽減、また立入調査権や行政代執行も盛り

込まれておらず、このような条例で果たして

空き家対策が進んでいくのでしょうか。再度

お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 岩本環境安全課長。 

   〔環境安全課長 岩本昌明君 登壇〕 

○環境安全課長【岩本昌明君】 今ほど議員

がおっしゃいましたとおり、平成22年、埼玉

県所沢市で空き家等の適性管理に関する条例

が制定されてから、全国で200を超える自治体

が空き家対策等の条例制定を進めていると聞

いております。 

 ただ、議員立法として空き家対策特別措置

法案が国会に提出される見込みであり、その

中で自治体権限の強化及び固定資産税の軽減

も含んで調整をしていると伺っております。

この法案が成立いたしましたら、他の自治体

の事例、条例もあわせて研究し、新たな空き

家対策を検討していきたいと思っております

ので、よろしくご理解をお願いしたいと思い
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ます。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 ぜひとも早急に検討

をお願いしたいなと、このように思います。 

 次は、県営鶴ケ丘住宅の建てかえについて

お伺いをいたします。 

 県営鶴ケ丘住宅は1969年（昭和44年）から

1976年（昭和51年）にかけて建設されました。

40年以上経過をしております。当時、鶴ケ丘

団地への防風や砂の飛散の防止のため、西側

に10棟建設されたと聞いております。 

 県では、老朽化などによる建てかえ時期が

迫っているとし、一部（100棟）を白帄台ニュ

ータウンに移転する計画があると発表してお

ります。これに町は合意しております。 

 さて、入居している方からは、平成24年２

月にさきのことが報道され、その後何の説明

もなく今日に至っており、大変不安な思いで

あるとの声が上がっています。県が建てかえ

を計画した段階で、町は入居者に白帄台移転

の計画があることを説明すべきではなかった

のでしょうか。 

 入居している方は、新聞などで知り、その

後全く情報が入らないのでありますから不安

に思うのは当然であります。現在のところで

生活を続けたい人もいるかもしれません。対

応には十分な配慮を持って当たっていただき

たいと思いますが、県との話し合いはどのよ

うになっているのでしょうか。その進捗状況

をお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 石川県では、

県営鶴ケ丘住宅は、老朽化が進むとともに、

浴室など居住性能に务ることから建てかえが

必要であると考えているとのことであります。

しかし、現在地での建てかえにつきましては、

敷地が狭いこと、また細長く、それから近隣

住宅への配慮を考えると全てを現在地で建て

かえすることは難しい状況であるとのことで

あります。 

 そういったことから、平成24年２月に、町

のほうへ県営鶴ケ丘住宅建てかえの一部移転

候補地として白帄台地区の未造成地を活用し

たい旨の協議があり、町では基本的な合意を

したところであります。また、県では、平成

25年12月に白帄台地区の未造成地を先行取得

したと聞いております。 

 現在のところ、それ以降の詳細につきまし

ては、現在県のほうで行っております建てか

え計画の方針の中で決定されると思いますの

で、わかり次第、速やかに議会の皆様や地元

町会にお示ししたいと考えております。 

 それから、県が建てかえ計画をした段階で

町は移転の説明をすべきではなかったかとい

うことでございますが、現在のところお示し

する状況ではないものですから、なかなか説

明会ということには至っておりません。 

 今後とも、県とその情報、連絡を密にしま

して、県から建てかえ計画の方針の中で詳細

が決定されましたら、速やかに議会の皆様や

地元町会にお示ししたいと考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 建築は県で進めます

が、そこに入居するのは内灘の町民でありま

す。直前になってからの説明では理解を求め

るのが非常に困難だと思われます。また、白

帄台地区の方々も、100棟となれば大変な人数

になるので無関心ではおられないとの声も聞

かれます。したがって、早目早目に情報を知

らせていくことが望まれるわけでございます。

また、そうすることが事をスムーズに進めて

いくことにつながるのではないでしょうか。

再度お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 町としても

その住まれている方のお気持ちは十分認識し

ております。そういったことから、県から早
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く情報をということで再三協議を申し入れて

おります。現在のところ、もうしばらくでそ

の方針が出るということでございますので、

わかり次第、速やかに議会または関係町会に

お示ししたいと考えております。 

 また、今後とも、県と連絡を密にしまして

早く情報を提出していただけるよう、再度と

いいますか、繰り返し申し入れていきたいと

思います。 

○議長【夷藤満君】 能村議員。 

○９番【能村憲治君】 今回は県との協議が

余り進んでいないように見受けられます。こ

のようなことでございますので、この問題に

ついては次の機会に再度お伺いするというこ

とにいたします。 

 私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ６番、藤井良信議員。 

   〔６番 藤井良信君 登壇〕 

○６番【藤井良信君】 議席６番、公明党、

藤井良信。 

 平成26年第１回議会定例会におきまして一

般質問を行います。一問一答方式です。 

 弥生３月、砂浜海岸に吹く風にも日ごと春

が感じられるころとなりました。きょうは台

風３号の影響からか、花冷え一段とするとこ

ろでございます。 

 波浪は障害に遭うごとにその頑固の度を増

していくとの言葉もかつてございました。そ

こで私のほうからは、最初に内灘海岸リゾー

トビーチ計画とのことから、さらにその頑固

の度が増す答弁を求めてまいりたいと思いま

す。 

 まず、このほど政府・内閣官房から、地方

自治体のふるさとづくりを推進するためのガ

イドブックが作成されました。国の支援策で

あるふるさとづくりに関する取り組み施策を

網羅したその内容からは、５つのかかわり─

─５つとは「環境的かかわり」「文化的かか

わり」「教育的かかわり」「経済的かかわり」、

そして「人と人との関係的かかわり」──ご

とに分類して掲載がされております。また、

このガイドブックでは、対象となる事業内容

や補助限度額など具体的な支援内容が記され、

さらに各支援策を活用したふるさとづくりの

先進事例など、各自治体での地域振興、地域

活性化に資する取り組みが紹介されています。 

 そこでお伺いをしますが、町ではこれまで

地域振興、地域活性化での取り組みが多角的

な視点から実施されているところかと思いま

すが、ここは今申し上げた内閣官房からのガ

イドブックでの中間報告を参考に、新年度の

ふるさとづくりについて町の施策推進はどの

ようにお考えでしょうか。具体的な計画など

ございましたらお示しください。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ただいまのご質問に

お答えいたします。 

 ふるさとづくりとは、自分が生まれ育った

場所やかかわりを持つ場所を愛することであ

り、自然豊かな内灘町では、内灘海岸は大切

なふるさとの魅力ある場所であり心のよりど

ころであると私は考えております。 

 そこで、内灘海岸に関する具体的な取り組

みといたしまして、海浜清掃、さらに子供か

らお年寄りまで参加するイベントであります

世界の凧の祭典などさまざまな事業を展開し、

内灘の誇りである内灘海岸の価値を再認識で

きるよう努めております。 

 新年度予算におきましても、内灘海岸の様

子をいつでも見ることができるライブカメラ

の設置を予算計上し、いつ、どこにいても、

ふるさとである内灘海岸を見ることができる

ように整備する予定であります。また、内灘

町フィルムコミッションを立ち上げ、町のＰ

Ｒにつなげてまいりたいと考えております。 

 私は就任以来、内灘海岸をより魅力的に活

性化する施策に取り組んでおり、これらのこ

とがふるさとづくりにつながってくるものだ
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と考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 先日、ある会合の席

で谷本県知事から、内灘の財産である砂浜海

岸の活用、魅力発信について期待を寄せるコ

メントがございました。その中で知事は、明

年の北陸新幹線開業に伴い、交流人口のイン

フラ拠点であり、のと里山海道の起点となっ

ている内灘海岸の町での活性化への取り組み

について、新しく体験型観光スポットの計画

などを模索しながら、さらなる地域産業創出

の計画を県へ発案していくべきであるという

内容のお話でございました。 

 そして今ほどの内閣官房からのふるさとづ

くりでの「環境的かかわり」とのことからは、

県での都市再生整備事業の計画とのことが考

えられます。 

 申し上げるまでもなく、町にある砂浜海岸

は県の管理であることから、これまでは町独

自の個性的な魅力ある海岸整備を求めても思

うように環境整備が進んでこなかった要因が

あったように思います。そして今、ここで言

うところの内灘海岸リゾートビーチ計画は、

定められた景観法に基づく景観整備に加えて、

新幹線開業をもくろんだ地域活性化への多目

的ビーチリゾートとしての環境整備であり、

内灘海岸全体の観光リゾートパークの実現構

想であります。 

 加えて、本格的なビーチスポーツが可能と

なる各種エリアゾーンの機能が整えられると

ころの総合的なリゾート景観計画と言えるも

のとしての考えでございます。また、そこは

金沢港へ入港する大型客船の海外からのおも

てなしも可能となるよう、魅力ある海岸ゾー

ン創出のためには大切なところかと思います。 

 そこで、県が景観法に基づき内灘海岸への

新たな着眼点から都市再生整備事業への計画

を考え、県によるところの（仮称）内灘海岸

リゾートビーチ計画が策定され、定められた

基準に適合するよう事業が進められるならば、

町の地域振興、地域活性化は大きく進展する

ことになってくるかと思うところでございま

す。 

 そこで、町から県へそういった計画を要請

していくことについて町のお考えをお聞きし

たいと思いますが、どうでしょうか。お示し

ください。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 内灘海岸の活性化は町の重要な課題でもあ

り、平成18年３月には、内灘海岸の活性化の

方向性とプロジェクトをまとめた内灘海岸砂

丘地活性化計画を策定しております。 

 しかし、内灘町を取り巻く環境は、のと里

山海道の無料化により人や物の流れも大きく

変わり、また、北陸新幹線金沢開業での誘客

により内灘海岸のあり方も見直さなければな

らない時期にあると考えております。 

 内灘海岸一帯は、海岸法及び景観法並びに

いしかわ景観総合条例など石川県の管理権限

のもとにあり、町独自の事業や形状を変更す

る際は県の認可が必要となっております。 

 議員ご提案の（仮称）内灘海岸ビーチリゾ

ート計画の策定につきましては、内灘海岸は

町としても貴重な資源であることから、町の

地域振興、内灘海岸の活性化につながるよう

な計画を、ぜひとも県とも今後協議を重ねて

まいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 そこで、県に都市再

生整備事業計画を要請していく前に、町の計

画としてのコンセプトが極めて大事になって

くるかと思います。 

 数年前、有名な日本のプロサーファーが内

灘海岸を訪れた際、内灘ビーチを評して言わ

れたことを最近人づてにお聞きしたことがご

ざいます。その方がおっしゃるには、「夏に
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は海水浴で多くの人がにぎわい、その中に混

然としてカイトセーリングがあり、サーフィ

ンがあり、モーターグライダーがあり、ジェ

ットもある。時にはビーチバレーがあり、ビ

ーチベースボールもある。年に一度の世界の

凧の祭典も開催され、また海岸を守ろうとの

ことからは、住民のボランティアによるクリ

ーン･ビーチ作戦もある。そのようなところは

日本中どこを探してもありません」と驚愕を

しておられたとのことです。 

 しかし、そこで喜んではいけません。その

方は、内灘海岸でビーチスポーツができるか

どうかとの視点から、まことに不名誉な意味

でのコメントとしてそのように言われていた

ようであります。 

 翻って、金沢港大浜国際物流ターミナル整

備事業では、大浜航路しゅんせつ工事の進捗

に伴い、昨年２月に金沢港港湾区域が変更に

なり、港湾での海岸管理区域が今の内灘海水

浴場、ちょうど内灘高校あたりまで拡張され、

今後は金沢港港湾として一体的な管理が必要

な区域として設定されております。この件は

今ほど町長もおっしゃっていたとおりかと思

います。 

 町は、港湾や県、金沢市とのかかわりとい

うことを考えますと、この辺は道義的にも連

携が必要となってくるわけでございます。海

難事故防止のための安全対策や、また安全対

策の強化や現状からの海の使用目的に即して

許容範囲の確認や目的に応じての海上使用エ

リア拡大に係る法整備なども大切なところに

なってくるかと思います。 

 加えて、海岸の美しい自然景観や町の歴史、

文化を観光スポットとして生かしていくこと

のふるさとづくりでは、「環境的かかわり」

「教育的かかわり」、そして「人と人との関

係的かかわり」とのことからも、ここは内灘

海岸全体の再活用、再整備のグランドデザイ

ンは今町で進めていく必要があるかと思いま

す。そういった意味からの今ほどの町長のご

答弁であったかと思います。 

 まずは専門家によるグランドイメージ、コ

ンセプトデザインを作成していくことを視野

に、ふるさとづくりでの内灘海岸ビーチリゾ

ート構想をまとめ、町で計画策定していくべ

きであると思いますが、先ほど町長答えられ

ましたので、この辺のデザイン性におきまし

て、どうでしょうか。専門家を頼むとかコン

ペをやってみるとかいろいろあるかと思うん

ですが、その辺いかがでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 グランドイメージとかコンセプトデザイン

とかって、そういう作成していく気持ちはな

いかということですけれども、これぜひやり

たいなと思っております。内灘町はやはり内

灘海岸ということで、イメージが大切なとき

かなと思っております。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 またその辺を足固め

するという意味からも、内灘町総合計画にこ

れもまたしっかりと盛り込んで、中長期計画

として進めていくことをまた求めていきたい

と思います。 

 そこで、内灘海岸に係る地域の関係者から

の要望を二、三お聞きしました。 

 それをまとめてみますと、夕日が美しい絶

景ポイントである内灘海水浴場では、観光客

が来られても記念撮影ができるカメラスポッ

トとしての演出がないことから、そこは季節

を感じさせる憩いの緑空間としてのシンボル

ゾーンをつくるべきだとか、海岸線を使用目

的に応じて各種エリアゾーンに区分して各ゾ

ーンエリアをつなぐインフラの整備が必要で

あるとか、地元の農産物などを販売できる商

業施設が必要であるとか、今話題のジェット

フライの大会の誘致ができないか、また、町

の地形的なことからはトライアスロンの大会
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も誘致できないか、また、群生する海岸植物

の保護や、それから砂浜でのホースセラピー

──このホースセラピーというのは金沢星稜

大学の教授がこれまで提唱しているところで

ございますが、子供たちが馬と一緒になって

触れ合うことのできる、そういった場所には

ならないかとか、ここは湘南ではなく、県や

金沢市と連携して日本の西海岸構想はできな

いかなどの地域からの要望をお聞きしており

ます。 

 そこでお伺いしますが、内灘海岸の夢実現

のためには、町の姿勢として内灘町という狭

い領域で考えるのではなく、内灘海岸リゾー

トビーチ計画に特化した中央都市圏での地域

連絡協議会を立ち上げ、県や金沢市、内灘町

を中心とする特別委員会を創設していくこと

など、北陸新幹線開業に伴う石川県全体の立

ち位置から計画を進めていくべきだと思いま

す。そこで、そういったことからの具体的な

夢や金沢市との連携への取り組みではどのよ

うにお考えでしょうか。お示しください。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 お答えいたします。 

 内灘海岸ビーチリゾート構想を策定する際

には、海岸管理者である石川県、隣接する金

沢市とも連携、協議することは大変重要なこ

とであると考えております。 

 今後、石川県及び金沢市と構想の研究を進

める中で連携について協議してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 新年度、国が強く推

進するふるさとづくりでの事業計画とのこと

から、今ほどはお伺いをしましたが、ここは

国の流れの波に乗って、サーフボードで波乗

るがごとく構想案が進められますことを再度

求めまして、次の質問に移りたいと思います。 

 次は、共通番号（マイナンバー）制度の開

始についてお伺いします。 

 国民一人一人に割り当てる固有の識別番号

によって社会保障や納税を管理できるように

する共通番号（マイナンバー）制度がいよい

よ2016年１月から始動します。 

 この制度では、行政サービスの利便性を向

上させ、公平公正な税や社会保障負担の実現

が不可欠とのことから国会で議論が進められ

てきたところかと思います。一方で、国民の

基本的人権が制限されたり行政機関による違

法の監視や不法に情報を入手した者による情

報流出の可能性を懸念する声も聞かれます。 

 そこで、住民のそういった不安払拭のため

にも町の確かな認識と情報をお示しいただき

たいと思いますが、まずは国民総背番号制と

も言われてきた共通番号（マイナンバー）制

度導入のその目的は何かについてお示しくだ

さい。 

○議長【夷藤満君】 田中徹財政課長。 

   〔財政課長 田中徹君 登壇〕 

○財政課長【田中徹君】 マイナンバー制度

の導入の目的についてご説明いたします。 

 マイナンバー制度の導入の目的につきまし

ては、社会保障及び税制度の効率性、透明性

を高め、国民にとって利便性の高い公平公正

な社会を実現するためのものであり、そのた

めの社会基盤である番号制度（マイナンバー

制度）を導入するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 ありがとうございま

す。 

 今ほどの答弁からは、その目的は国の行政

機関や自治体が相互に個人情報を照会し合う

ことであり、これら情報の連携によって業務

を効率化し、行政サービスが向上されるとの

ことでございます。そんなふうにお聞きしま

した。ね、そうだと思うんです。 

 そこで、実際の運用における制度の仕組み

はどのようなものか。そして住民にとっては
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どのようなメリットがあるのか。ここは住民

の側からと行政、自治体の側からと両面があ

るかと思いますが、このあたりのところをお

示しください。 

○議長【夷藤満君】 田中財政課長。 

   〔財政課長 田中徹君 登壇〕 

○財政課長【田中徹君】 マイナンバー制度

の仕組み及びメリットについて答弁をいたし

たいと思います。 

 マイナンバー制度の仕組みにつきましては、

大きく分けて３つございます。 

 １つは、個人や法人に番号をつけるという

ことです。住民票を有する個人の方には12桁

の個人番号、それから法人等につきましては

13桁の法人番号をつけることとなります。 

 ２つ目は、情報の連携ということでござい

まして、複数の行政機関等の間におきまして、

おのおのが管理する同一人に係る情報をひも

づけすることによって相互に活用するという

仕組みでございます。その際、連携される個

人情報の種別やその利用事務につきましては

マイナンバー法に明記されておりまして、社

会保障、税、災害対策の分野となっておりま

す。 

 ３つ目の仕組みですが、本人確認でござい

ます。個人が誰であるか、その個人の個人番

号（マイナンバー）は何であるかを個人番号

カードで証明すると。 

 この３つの仕組みでマイナンバー制度が運

用されるということになります。 

 制度導入によるメリットにつきましては、

まず住民の皆様のメリットとして、例えば行

政に提出する各種申請、申告のときに行政機

関が発行する添付書類の省略が可能となりま

す。例えば住民票であったり納税証明書、源

泉徴収票など、これまで提出を求められてい

た書類が簡素化されることになります。 

 自治体側のメリットといたしましては、各

種サービスの受給判定のために、ほかの自治

体、内灘町ですと内灘町以外の自治体や関係

機関から受け取った情報の確認作業や手間が

軽減されること等がメリットとして挙げられ

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 今ご説明いただきま

した多くの情報をマイナンバー制度によって

管理すれば、行政遂行コストも下がり、住民

にとりましては自分個人の情報の確認や修正

もしやすいと、そういったメリットもあると

のことでございます。 

 そこで、希望者には、身分証明の機能も兼

ねた顔写真つきＩＣカード型の個人番号カー

ドを発行するとお聞きしておりますが、この

あたりはどういったことでしょうか。お示し

ください。 

○議長【夷藤満君】 田中財政課長。 

   〔財政課長 田中徹君 登壇〕 

○財政課長【田中徹君】 個人カードにつき

ましてお答えいたします。 

 個人番号カードにつきましては、現在、町

民生活課のほうで住基カード、今ここに持っ

てきましたが、ちょっとちっちゃくて申しわ

けありません。こういった住基カードを発行

しておりますが、個人番号カードもこういっ

た住基カードと同じようなイメージになると

聞いております。 

 カードには、個人番号、氏名、生年月日、

住所、顔写真が記載されるとともに、カード

内のＩＣチップに今言いました情報が記録さ

れることとなります。 

 今後、住民基本台帳カード、住基カードか

ら顔写真つきの個人番号カードに切りかわっ

ていくということとなります。マイナンバー

制度の運用が始まれば、本人確認や個人番号

確認に活用される機会がふえてくるものと思

われます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 そこで、個人情報の
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保護とのことからは、そのための国が示す仕

組みもあるかと思いますけど、その点からの

町のお考えはどうでしょうか。 

○議長【夷藤満君】 田中財政課長。 

   〔財政課長 田中徹君 登壇〕 

○財政課長【田中徹君】 マイナンバー制度

の導入に伴う個人情報保護のための仕組みと

いうことでございますが、そのための対応と

いたしましては制度上の対策とシステム上の

対策、それから、これは国のほうで組織され

るんですが、特定個人情報保護委員会という

委員会による対策の３つがございます。 

 制度上の対策につきましては、特定個人情

報の利用範囲、情報連携の範囲を、これはマ

イナンバー法に規定してございます。そのマ

イナンバー法に規定してある範囲を越えての

目的外利用を禁止するほか、今後、個人個人

の情報提供記録がみずから確認できる、自分

の個人情報が行政間でどういった利用がされ

ているのか自分で確認できるマイ・ポータル

という制度が今後設けられるということにな

っております。 

 それから、システム上の保護措置でござい

ますが、個人情報を一元、まとめて管理する

というものではなく、従来どおり各行政機関

がおのおの管理する、分散管理して保有する

ほか、各機関が情報を連携する際、個人番号

を直接用いて連携するのではなくて、符号等

によって行い、個人情報の芋づる式漏えいを

防衛すると、防止するということとしていま

す。 

 それから、特定個人情報保護委員会につき

ましては、行政機関などにおける特定個人情

報の取り扱いを監視、監督する第三者機関で

ありまして、本年１月に、これは既に国のほ

うで設置をされているというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 ありがとうございま

した。 

 個人の所得情報や世帯情報などを適切に活

用することにより、申請可能な諸手当や制度

などを国や自治体が該当する個人に直接正確

に通知することができるようになることのよ

うでございます。 

 そこで、最後になりますけれども、平成28

年１月から本制度がスタートしますが、現在、

町の情報システム機能では対応が可能なのか

どうかお示しください。また、今後のスケジ

ュールや推進体制はどのように考えておられ

るかお示しください。 

○議長【夷藤満君】 田中財政課長。 

   〔財政課長 田中徹君 登壇〕 

○財政課長【田中徹君】 現在の情報システ

ム、役場が持ってますシステムで対応が可能

かと、それから今後のスケジュールについて

お答えいたします。 

 現在内灘町が持っています各種システムの

中には、当然のことながら個人番号（マイナ

ンバー）の情報というのは保有しておりませ

ん。住民情報システムや税のシステム等、マ

イナンバー法で規定された業務に係るシステ

ムの改修がこれから必要となってきます。今

後、国の補助金を活用して順次改修作業を進

めていくこととしております。 

 それから、今後のスケジュールでございま

すが、平成26年度以降、各種システムの改修

に着手、それから直接住民の皆様、町民の皆

様に関連するスケジュールといたしましては、

個人番号、法人番号の通知と、先ほど言いま

した個人番号カードの交付というものがあり

ます。平成27年10月ごろに個人番号、法人番

号の通知をそれぞれ行い、平成28年１月ごろ

から順次個人番号カードの交付というスケジ

ュールとなっております。 

 内灘町におけるこのマイナンバー制度の推

進体制でございますが、この制度には多くの

部署、部課がかかわることとなっております

ので、本年２月、関係職員で構成する内灘町
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社会保障・税番号制度推進プロジェクトチー

ムを設置いたしました。今後、プロジェクト

チーム内で連携調整を図り、マイナンバー制

度の導入に当たりまして万全の体制で臨みた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 藤井議員。 

○６番【藤井良信君】 以上、終わります。 

○議長【夷藤満君】 ５番、川口正己議員。 

   〔５番 川口正己君 登壇〕 

○５番【川口正己君】 議席番号５番、川口

正己でございます。 

 傍聴人の皆様、遅くまでありがとうござい

ます。 

 では、早速一問一答方式にて質問に入らさ

せていただきます。 

 昨年の９月７日にアルゼンチンのブエノス

アイレスで行われたＩＯＣ総会にて、2020年

に行われる東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催が正式に決定いたしました。また、来

春には北陸新幹線の金沢開通が決定しており、

首都圏からの観光客、ビジネス客などの交流

人口の爆発的な増加が見込まれております。 

 この北陸新幹線開業や2020年東京オリンピ

ックなどの経済効果をぜひとも我が町の活性

化に生かしたいと考えております。 

 幸い我が町の総合公園には、北陸唯一のア

マチュア自転車競技場など、温水プール、野

球場、テニスコート、芝生の広場等が集積し、

今後、サッカー場、フットサル場、体育館な

ども整備され、また日本海側最大規模の金沢

医科大学病院も隣接し、医療面でも充実して

おります。また、権現森海水浴場や内灘マリ

ーナにも隣接しており、今まで内灘に来たこ

とのない一般の観光客も誘致できるのではな

いかと考えております。 

 しかしながら、その総合公園の中央に位置

しております宿泊施設のあるサイクリングタ

ーミナルは、以前にも何回か質問させていた

だきましたが、畳の大部屋しかない。トイレ、

風呂なども共同でしかありません。北陸新幹

線金沢開業の観光客や2020年東京オリンピッ

クなどに参加する国内外のチーム合宿等を誘

致したくても、この宿泊設備がネックになる

ことは目に見えております。 

 ６年後に行われる東京オリンピックは日本

国民みんなが待ち望んでおります。ぜひとも、

どんな競技でも合宿練習誘致を望んでおりま

すが、町執行部にその考え、サイクリングタ

ーミナルの大規模改修の考えはあるのか、お

聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 内灘町での合宿誘致につきましては、来春

の北陸新幹線金沢開業や2020年東京オリンピ

ック・パラリンピック開催決定を契機に、県

内外はもとより国外からも誘致し、交流人口

の拡大、また国際交流にもつながるよう、国

や県、競技団体等に働きかけをしていきたい

と考えております。 

 町内において身近に国内外のトップアスリ

ートを見ることは、子供たちに夢や感動を与

え、スポーツに興味を抱き、ひいては今まで

以上に町に活力を創出し、元気なまち内灘の

推進につながることだと考えております。 

 また、サイクリングターミナルの大規模改

修につきましては、今後合宿誘致に取り組む

に当たり、議員からもご指摘がございました

が、今以上の宿泊施設の充実が必要になって

くるものと考えております。また、福祉セン

ター整備基本構想策定業務の中で、総合公園

全体の宿泊施設について、サイクリングター

ミナルの改修も含め検討をしてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 ありがとうございま

す。 
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 先ほど恩道議員の質問にもございましたが、

ほのぼの湯はぜひとも早急につくっていただ

きたい。 

 ただ、以前にも私質問させていただきまし

たが、ちょうど町道を挟みましてサイクリン

グターミナル、福祉センターがまだ開業して

いたときに、どちらとも宿泊施設があり、飲

食部門があり、そして宴会部門もやるという

ことで、全く同じ、似たような施設が道路を

挟んで向かい合っとらんはおかしいというが

で、耐震に足りない福祉センターをやめたら

どうやということで今は休止状態になっとる

わけでございます。 

 また、先ほど恩道さんの質問にもございま

したが、ほのぼの湯にまた宿泊部門をひっつ

けるようなことがあったら、また似たような

ことの繰り返しになりますもんで、風呂は風

呂、風呂に付随してちょっとした宴会とかで

きらんにもすりゃいいと思いますけれども、

宿泊部門は、ちょうどこの総合公園のど真ん

中にあるサイクリングターミナルにばしっと

した立派なもんを建ててほしいと私も再三願

っております。 

 そういうことでございますもんで、町長、

またよろしくお願いいたします。 

 続きまして、その合宿誘致が実現できるよ

うならば、全国他市町村に勝てるよう、でき

るだけの補助制度などを設ける考えはござい

ますか。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 先に、今ほどの宿泊

施設をどちらにするかということにつきまし

ては、今後、議員の皆様とご相談の上、決め

させていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いをいたします。 

 合宿補助金のことにつきましては、町スポ

ーツ施設の利用促進、さらに交流人口の拡大、

競技力の向上につながるためにも町内のスポ

ーツ施設を利用し、町内で宿泊するチームに

対しての助成制度は必要であると私は認識し

ております。 

 どのような助成制度が有効か、先進地の事

例も参考に今後調査検討してまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 ありがとうございま

す。 

 何年前や、この前行われましたロンドンオ

リンピックでは、競技が36競技、204の国、地

域が参加しております。今、日本全国に1,724

の自治体がございます。オリンピックの合宿

誘致は、この1,724の自治体の過酷な競争でご

ざいますもんで、この内灘町が、36競技で204

カ国全部出せる国も、ほんなそこそこないも

んで、どんな競技でもよろしいもんで、ぜひ

とも内灘町にオリンピックの、どこの国でも

いいですからぜひとも誘致をお願いいたしま

す。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 これまで幾人もの先輩議員や同僚議員が北

部開発のことについて何度も何度も一般質問

されてきました。私も何度か質問させていた

だきました。 

 このことは、河北潟干拓に伴い放水路によ

って町が分断されたことにより、昭和45年７

月に施行された新都市計画法において、町の

南部を市街化区域に、北部を市街化調整区域

に指定されたことによるものと思います。 

 南部の市街化区域は、数多くの区画整理事

業により砂丘地を利用した畑作から宅地へと

造成され、金沢市のベッドタウンとして大き

く伸展しております。 

 一方、北部は、市街化調整区域としてサツ

マイモや大根などの農業を中心とした土地利

用となったわけでございます。また、集落の

道路は狭く、家のすぐ裏まで崖地が迫ってい

る地域もございます。そのため、次男、三男

を初めとした若者は、家が建てられる南部や
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金沢などの隣接した他市町へ移り住み、北部

地区は尐子化傾向に加え、ますます人口が減

尐していくことになっております。 

 北部地区に唯一ある西荒屋小学校にしまし

ても児童数が減ってきて、将来的には複式学

級の学年も出ることが予想されております。

また、祭礼のやっこ、みこしの人員不足の話

もあり、このままでは地域の活力が大きく失

われることが懸念されております。 

 それらを打開するためにも北部地区を活性

化し、町の均衡ある発展が望まれるところで

ございます。 

 町長は、町の活性化や町の発展の鍵は北部

地区にあると常々発言されております。 

 そこで、北部地区のビジョン策定について

幾つかお聞きいたします。 

 まず１点目は、西荒屋地区や室地区の土砂

災害特別警戒区域の指定解除に向けての取り

組みはどうなっているのかお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 土砂災害特

別警戒区域の指定が解除となるのは、斜面の

角度が30度以下になるか、何らかの対策工事

が実施された場合であります。 

 対策工事を実施する上で幾つかの検討課題

を整理することが必要であります。具体的に

は、幹８号宮坂西荒屋線の振りかえ工事、畑

地かんがい施設の移設工事、道路整備位置や

計画高さの決定など整備計画の策定を行った

上で、補助申請から用地買収、工事実施など

が行われ、その後に崖地対策工事に着手する

ことになります。着手までには、早くて五、

六年程度はかかる見込みであります。 

 そういったことから、町では、指定解除ま

でかなり時間がかかることから、早急に家を

建てられる方に擁壁工事費用の一部を補助す

る制度を平成25年に創設いたしたところでご

ざいます。 

 現在はそういった状況でございます。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 ありがとうございま

す。 

 ２点目といたしまして、昨年の25年度６月

議会において北部開発ビジョン策定のための

調査費を400万円補正計上されましたが、町で

はどのような内容の業務委託を行ったのか、

その内容をお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 上出孝之副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 北部開発ビジョン

策定の調査内容についてのご質問にお答えし

ます。 

 平成25年８月に内灘北部地区基本構想事前

調査業務を発注し、現在、調査検討を進めて

いるところであります。 

 業務内容としましては、まず砂丘地農業を

核とした農業振興の方策についてハード面、

ソフト面からの検討、また北部地区全体の道

路網計画の検討、崖地整備計画の検討、そし

てのと里山海道取りつけ道路の検討など、ビ

ジョン策定のための事前調査を現在行ってい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 今お聞きいたしまし

た内灘北部地区基本構想ビジョンをどのよう

な手順で進めているのか。また、今後のスケ

ジュールはどうなっているのかお聞きいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 上出副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 北部開発ビジョン

の策定の手順、スケジュールについてのご質

問にお答えします。 

 この北部地区基本構想につきましては、北

部地区全体の重要な基本方針であります。 

 調査業務を進める上で、地元北部地区の区

長や町会長、地元議員等で組織する北部開発

促進協議会の皆様と方向性の意思統一を図り
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ながら進めているところでございます。コン

サルタントを入れての意見交換や調査した資

料での協議を繰り返すなど、これまで５回の

協議を重ねております。 

 なお、現在、方向性のすり合わせに時間を

要していることから、今年度の基本構想事前

調査業務予算につきましては今議会で繰越明

許費補正をお願いし、引き続き協議を進めた

いと考えております。 

 議会の皆様にも、方向性がまとまりました

らお示しし、ご意見を伺ってまいりたいと考

えております。そして平成26年度中にそれら

をまとめ、内灘北部地区基本構想を策定する

ことといたしております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 ありがとうございま

す。 

 それでは最後に、白帄台に転入してきた若

い住人の方々が一番関心を持っているのでは

ないかと思われる白帄台小学校建設の予定は

どうなっているのかお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 言うまでもないこ

とですが、町は北部地区全体の活性化には白

帄台地区の小学校建設は不可欠なものとの認

識に立っています。また、小学校建設を待ち

望んでいる住民の方が多いことも承知してお

ります。 

 具体的な小学校建設につきましては、その

要件として、大根布小学校の今後の児童数の

推移、また新たに建設する場合の補助基準な

どがあり、町といたしましてもできるだけ早

い時期に学校を建設したいと考えており、そ

れらの要件を満たす時期を見据え、現在、県

と協議をしているところです。 

 以上であります。 

○議長【夷藤満君】 川口議員。 

○５番【川口正己君】 ありがとうございま

す。 

 北部開発にしましても、自分らが本当に子

供のときから、町会議員の選挙になりゃ、も

うほとんど全員が、その当時、リーフレット

というもんなくてビラやとか何かポスターや

とかに北部開発ってみんなが書いてありまし

た。そして橋がかかって白帄台の住宅地の図

面まででき上がってきたら北部開発やとかっ

て書く人もあんまり尐なくなりましたが。 

 何せ、町長が常々言うとるとおり、北部が、

しかも内灘に開発するところが、ほとんどと

いうより、もうないもんで、町を発展させれ

んたら北部を絶対に発展させるべきなもんは

間違いない。住宅をふやすためにも、住宅じ

ゃなかった。白帄台をいっぱいにしたいんや

ろうけれども、小学校がないからなかなかい

っぱいになり切れんという、そこら辺もあり

ますもんで、そこら辺もまたスピード感を持

ってお願いいたします。 

 なお、寒冷地でも年に何度も安定して収穫

できる農業プラントのことを通告してござい

ましたが、これは視察研究してから次の機会

に質問いたしますので、今回は割愛させてい

ただきます。 

 先ほども言いましたが、町の均衡ある発展

のためにも一日も早くスピード感を持って構

想をまとめ、実施に向けてもらえますようお

願いして、質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 明日の本会議は午前10時から開き、引き続

き町政に対する一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後２時55分散会 



 －54－ 

 

 

平成26年３月７日（金曜日） 

 

○出席議員（15名） 

    議 長  夷  藤     満 君     ８ 番  北  川  悦  子 君 

    １ 番  太  田  臣  宣 君     ９ 番  能  村  憲  治 君 

    ２ 番  中  島  利  美 君     10 番  清  水  文  雄 君 

    ３ 番  酒  本  昌  博 君     11 番  水  口  裕  子 君 

    ４ 番  生  田  勇  人 君     12 番  渡  辺     旺 君 

    ５ 番  川  口  正  己 君     13 番  八  田  外 茂 男 君 

    ６ 番  藤  井  良  信 君     15 番  单     守  雄 君 

    ７ 番  恩  道  正  博 君 

 

○欠席議員（１名） 

    14 番  中  川     達 君 

 

○説明のため出席した者

町    長 川  口  克  則 君 

副 町 長 上  出  孝  之 君 

教 育 長 久  下  恭  功 君 

総 務 部 長 高  木  和  彦 君 

総務部担当部長 中  西  昭  夫 君 

総務部担当部長 山  田  吉  弘 君 

町民福祉部長 北     雅  夫 君 

町民福祉部担当部長 大  徳     茂 君 

都市整備部長 長  丸  一  平 君 

都市整備部担当部長 長  丸  信  也 君 

教育委員会教育次長 
兼学校教育課長 

北  川  真 由 美 君 

消 防 長 永  田  三  好 君 

会計管理者 
兼会計課長 

重  原     正 君 

総務部総務課長 島  田  睦  郎 君 

総務部財政課長 田  中     徹 君 

総務部税務課長 若  林  優  治 君 

町民福祉部 
町民生活課長 

松  岡  裕  司 君 

町民福祉部 
保険年金課長 

下  村  利  郎 君 

町民福祉部 
福 祉 課 長 

長 谷 川     徹 君 

町民福祉部 
環境安全課長 

岩  本  昌  明 君 

都市整備部 
地域振興課長 

中  宮  憲  司 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長 

喜  多  哲  司 君 

都市整備部 
上下水道課長 

長  田     学 君 

教育委員会 
生涯学習課長 

上  出     功 君 

 



 －55－ 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長       向     貴 代 治 君 事務局書記 田  中  義  勝 君 

○議事日程（第３号） 

  平成26年３月７日  午前10時開議 

 日程第１ 

  町政一般質問 

   10番 清 水 文 雄 

   ４番 生 田 勇 人 

   １番 太 田 臣 宣 

   ３番 酒 本 昌 博 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時00分開議 

    ○開   議 

○議長【夷藤満君】 皆様、おはようござい

ます。 

 傍聴の皆様には、早朝より本会議場の傍聴

にお越しをいただき、まことにご苦労さまで

ございます。 

 ただいまの出席議員は、15名であります。

よって、会議の定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【夷藤満君】 本日の会議に説明のた

め出席している者は、３日の会議に配付の説

明員一覧表のとおりであります。 

 なお、中川議員から、体調不良のため本日

の会議を欠席する旨の届け出がありましたの

で、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【夷藤満君】 日程第１、町政に対す

る一般質問を行います。 

 質問時間は１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いいたします。 

 また、傍聴の皆様には、議員が質問してい

る際は静粛にしていただき、立ち歩いたり退

席しないようお願い申し上げます。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 10番、清水文雄議員。 

   〔10番 清水文雄君 登壇〕 

○10番【清水文雄君】 おはようございます。 

 議会会派、社民クラブの清水でございます。 

 私は2009年（平成11年）４月に議員になっ

て以来、全ての定例会で質問に立ち、今回の

質問がちょうど60回目になります。これから

もこの議場に掲げられている、あそこに掲げ

られている内灘町議会議員憲章の前文や、あ

るいは一つ一つの項目を胸に刻んで、住民の

目線に立って活動を進めていくよう決意を新

たにしているところでございます。 

 昨日の質問者と重なる部分もございますけ

れども、通告に従いまして質問をさせていた

だきますので、前向きで明快な答弁をお願い

をいたします。 

 まず最初に、厳しい財政の中で事業の優先

順位についてお伺いをいたします。 

 2014年度予算は、普通建設費が約11億円と

大きくなっているわけでございます。一方で、

歳入を補うために、貯金である財政調整基金

の取り崩しが３億6,916万円。これまで努力を

重ね積み上げてきた財政調整基金残高が26年

度見込みで１億4,800万円まで減尐するとい

うことでございます。さらに借金である町債
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が９億9,680万円と、この構成比率が11％とい

うふうに高いのが実態でございます。 

 これは総合公園のサッカー場事業等による

ものだというふうに思うわけでございますけ

れども、こうした財政状況の中で、この間、

健全財政を目指した赤字体質からの脱却ある

いは卖年度収支での黒字化を目指すという見

方からすれば、あれもこれも開発事業重視、

そしてばらまきが目立つのが特徴というふう

に私は思っております。 

 そうした立場から、限られた財政実態の中

で事業の優先順位について質問させていただ

きます。昨日、川口議員からもございました

けれども、あえて質問をさせていただきます。 

 北部開発ビジョンの策定のための調査の結

果、これについては昨日答弁がございました。

省略をいたしますけれども、北部地区活性化

事業における調査というのは、福祉センター

ほのぼの湯の現在のところでの、現地での建

てかえ、そういう調査業務も入っていたので

はないのか。福祉センターほのぼの湯の現地

での建てかえがどうなるかという、その行方

というのが町民が今一番関心を持って注視を

している事業でございますし、町長の公約に

も大きく掲げられていた事業でございます。 

 そんなことからすれば、町長は昨日の川口

議員への答弁で、宿泊施設も含めた総合公園

の全体の構想を考えなければならない、そん

な姿勢を示されているわけでございますけれ

ども、この予算で整備基本構想策定に100万円

が計上をされているわけでございますけれど

も、何について調査をされ、基本構想を作成

されるのか明確にしていただきたい。 

 もう一つは、福祉センターほのぼの湯の現

在地での建てかえ事業の完成のめど、これは

町長も公約に掲げられていたわけでございま

すから、完成のめどとそれへの計画、そして

町長の決意を具体的にお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 私のほうか

らは、北部地区活性化調査業務の中にほのぼ

の湯の建てかえ予算があったんではないかと

いうことについてお答えしたいと思います。 

 平成25年第２回定例会で、北部地区活性化

調査業務として400万円を補正計上し、８月か

らその業務を進めておったところでございま

す。その業務には、ほのぼの湯のそういった

業務は入ってございません。 

 業務の中身としましては、砂丘地農業を核

とした農業振興の方策についてハード面、ソ

フト面からの検討、また道路網計画の検討、

崖地整備計画の検討、あとのと里山海道取り

つけ道路の検討などの構想策定のための事前

調査であります。 

○議長【夷藤満君】 大徳茂町民福祉部担当

部長。 

 〔町民福祉部担当部長 大徳茂君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長【大徳茂君】 私のほ

うからは、整備基本構想策定についてお答え

をしたいと思います。 

 ほのぼの湯の現地での建てかえがどうなる

かは町民が一番関心を持って注視している事

業だと認識をしております。 

 平成26年度予算に福祉センター整備基本構

想策定業務を計上させていただきました。 

 昨日、恩道議員の質問に町長よりお答えを

いたしましたが、この業務は、福祉センター

ほのぼの湯の建てかえに向けて施設の規模や

必要な機能を整理し、整備手法を初め事業化

に向けた課題について整理するものでござい

ます。基本構想を策定していく上で、宿泊施

設など総合公園周辺全体のあり方も含め、議

会の皆様と重ねて進めてまいりたいと考えて

おります。 

 建設については、財源のめどがつき次第、

着手してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 
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○10番【清水文雄君】 あの総合公園全体の

あり方について基本構想策定100万円という

ことだということでございますけれども、誰

が考えても、サッカー場をつくって宿泊施設

がないという状況では合宿も誘致をできませ

んし、そういう意味では、前から宿泊施設を

この内灘町に建設をすべきだという多くの意

見があったわけでございますので、早急にそ

ういうところを、その建設に向けて努力をお

願いをしたいというふうに思います。 

 もう一つの質問でございますけれども、議

会には北部開発ビジョン策定の中間報告等が

一切ございませんでした。これはなぜなので

しょうか。 

 そういう報告がない中で、調査委託料400

万円のうち378万円が繰越明許というふうに

なっているわけでございます。その理由につ

いてもお伺いをいたします。 

 同時に、今後は町民への情報公開、これは

議会にもそうなんでございますけれども、何

を話し合って、何を決めていくのか。それは

当然町としてやっていくべきだというふうに

思うんですよね。そしてふたをあけたらまだ

決まってない。予算をつけて、調査費を積ん

で、調査をするということで議会の了承を得

てやっているのにその結果が見えてこない。

これは明らかに業務の怠慢ということにもな

るんではないか、そんなふうにもとれるわけ

でございます。 

 その３点についてお伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 議会のほう

に中間報告がなされてないということについ

てお答えしたいと思います。 

 今年度の調査におきましては、各検討項目

の方向性について地元との意思統一を図るこ

とや課題や問題の整理をすることが主な業務

であります。まだまだ地元との協議、調整が

必要なことから、議会への報告資料としてま

とまっていないことから報告できない状況で

ございます。 

 報告には、今ほど議員さんおっしゃいまし

たように繰越明許をさせていただき、時間を

かけて詰めていきたいと考えております。 

 あと、情報公開が必要ではないかというこ

とにつきましても、この北部地区基本構想が

示されましたら内灘町都市計画マスタープラ

ンに反映させたいと考えております。 

 この都市計画マスタープランの策定までの

過程として、素案について住民説明会の開催

や広くパブリックコメントを聞くこととなっ

ており、計画についての情報公開が周知され

るものと思っております。また、個別に説明

が必要なものについては、必要に応じ、関係

地区に説明にいきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 今、そういう状況に

なかったから報告はできなかったんだという

部長の答弁でございますけれども、議会には

開発委員会も設置をしてあるわけでございま

す。毎月全員協議会等もやっていますし、委

員会もやっているわけでございまして、そん

な状況について逐一やっぱり報告をしていく

というのが議会と行政とのルールだというふ

うに思うわけでございます。 

 住民への情報公開が一番大事でございます

けれども、まずはそういう今答弁されたよう

な中身について報告をして当たり前なんでは

ないかなというふうに思うわけですので、今

後、北部の開発協議会あるいは区長、町会長

との話し合いも含めてどういう状況にあるの

か報告をするべきだというふうに思いますの

で、その点について見解をお願いをいたしま

す。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 先ほども言

いましたように、お示しするまでに至ってい
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ないというのが実態でございますけれども、

もう尐し具体的に申しますと、北部の地形、

そういったものをどうあるべきかというのは

やはり話が二転三転します。その二転三転す

る経過をお示しするのは一つの方法かと思い

ますけど、ある程度方向性が見えたものをお

出しし、また議会の議論をいただきたいと考

えていたことから議会への提示が至っていな

い状況でございます。 

 ただ、今清水議員も申しましたように、途

中経過であれ、今こういう状況なんだという

ことにつきましても、今後ある程度形になっ

たものができましたらお示ししたいと思いま

すので、ご理解願いたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 よろしくお願いをい

たします。 

 次に、今後の町の北部における大きな事業

というのは、先ほども申しましたけれども、

総合公園の整備、ほのぼの湯の現地での建て

かえ、そして白帄台小学校の建設があるわけ

でございます。 

 小学校建設については、既に小学校建設用

地も町として確保されており、小学校建設を

前提に白帄台に居住されている方も多く、そ

の期待が大きいのが実際ではないかなという

ふうに思うわけでございます。また、小学校

を建設することによって白帄台地区の定住促

進につながるという重要な事業でもございま

す。 

 白帄台小学校建設に向けての町の考えをお

聞きをいたします。 

 まず、現在、白帄台地区の児童は大根布小

学校へのスクールバスでの通学となっている

わけでございますけれども、大根布小学校自

体が、宮坂からの通学者も含め、スクールバ

スでの通学者が多くなっているというふうに

聞いているわけでございます。その現状と問

題点についてお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川真由美教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 ただいまのご

質問のスクールバス通学者の現状についてお

答えをいたします。 

 現在、スクールバスを利用して大根布小学

校へ通っている児童数でございますが、白帄

台地区で164人、宮坂地区で41人となっており

ます。今のところ、３便のスクールバスで対

応をいたしております。 

 問題点でございますけれども、先生が放課

後尐し残して授業をさせたい、補習をさせた

いと思ったときに、スクールバスの時間が迫

っているのでできないこともあるといったよ

うなことは生じております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 今、スクールバスで

の通学の児童数をお聞きしたわけでございま

すが、大変多いというふうに思うわけでござ

いますし、スクールバスの運行そのものが大

変になってきていると。増便も今何か考えら

れているということを全協でお聞きをしまし

た。 

 そんなことからも白帄台小学校の建設とい

うのを早くしていかなければならないという

ふうに思いますし、そのスクールバスで通学

することによっての児童への影響もあるとい

うふうに思うわけでございます。そんな点を

ぜひとも考慮をしていただきたいというふう

に思うのと。 

 今、大根布９丁目の開発が進んでいるわけ

でございます。大根布小学校への生徒数の増

加が見込まれるわけでございますが、そんな

点も含めて町はどのように考えられているの

かお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 北川教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 ただいまのご

質問の大根布９丁目の区画でございますが、

造成される区画数は87区画となっております。



 －59－ 

区画が全部住宅で埋まった状態で推計で30人

程度児童数が増加するものと町では試算をし

ております。この30人が一度にふえるわけで

はございませんので、今すぐ大根布小学校の

児童数に影響を与えるものではないというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ありがとうございま

す。 

 白帄台小学校建設に向けた校区についてで

ございますけれども、既に町教育委員会にお

いて小学校及び中学校通学区域審議会を設け、

白帄台と宮坂地区が校区という審議結果も出

ているわけでございます。 

 一方で、小学校建設に当たっての適正規模

は、国の指針が12学級から18学級ということ

でございますけれども、つまり各学年41人で

最低250人の小学生がいれば12学級となるわ

けでございまして、その条件を満たすという

ことでございます。 

 現在の白帄台の児童数あるいは宮坂の児童

数、それぞれ白帄台が158人、宮坂地区が43

人というふうに聞いているわけでございます

が、合わせて201人になるわけでございます。

今後の増加を見込むと白帄台小学校の建設計

画というのは喫緊の課題であるというふうに

思うわけでございます。 

 白帄台小学校建設に向けた町の考え、具体

的計画を示していただきたい。こういう状況

も踏まえて計画をお示しを願いたいというふ

うに思っております。 

○議長【夷藤満君】 北川教育次長。 

   〔教育次長 北川真由美君 登壇〕 

○教育次長【北川真由美君】 白帄台小学校

建設に向けた町の考えでございます。 

 昨日の川口議員の北部開発ビジョンでも教

育長がお答えいたしましたが、小学校ができ

るということで白帄台地区に住居を構えた住

民の方が多くいることも十分承知をしておる

ところでございます。 

 建設に関しましては、分離するほうの大根

布小学校の児童数の推移、これを見据えまし

て、現在石川県と協議しているところでござ

います。協議が整えば皆様に計画をお示しし

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 これから児童数もふ

えていくというふうに思いますので、早急に

建設に向けた計画を立てていくべきだという

ふうに思います。 

 次に、町長は、財政の見通しについて悪化

することはないとの認識をきのう示されてい

るわけでございますが、政府の地方財政計画

では地方交付税は１％の減額ということであ

りまして、増額となる地方消費税交付金の増

額分の使途というのは、社会保障の充実、安

定化というふうにされているわけでございま

す。 

 今後、サッカー場を初めとした総合公園整

備、そしてその活用のための宿泊施設、さら

に福祉センターほのぼの湯の現在地での建て

かえ、あるいは今質問いたしました白帄台小

学校の建設、さらには北部開発ビジョンに基

づいた事業がプラスをされるわけでございま

すけれども、そうした場合の財政の健全化は

維持されるのかどうか。事業に対して財政と

事業計画の優先順位をどのように考えておら

れるのか、町長の考えをお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西昭夫総務部担当部

長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 ただいま

の財政の健全化並びに事業の優先順位等につ

いてお答えをいたします。 

 議員が挙げられました総合公園整備事業、

ほのぼの湯の建てかえ、白帄台における小学

校建設、また北部開発ビジョン等のこういっ

た事業につきましては、元気な内灘町をつく
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っていく上で全てが重要な事業であると考え

ております。 

 そのため、毎年、今後５年間の財政計画を

立てるとともに各部署から重点事業のヒアリ

ングを行い、事業の進捗状況、課題の整理な

ど事業内容を把握した上で中期財政計画を定

めております。 

 予算編成時には、その計画をもとに町長裁

定を実施し、事業の熟度など総合的に議論を

行った上で予算案を作成している、そういっ

た状況であります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 一方での行財政改革

の推進についてお伺いをいたします。 

 厳しい財政状況の中での行財政改革の推進

に向けた方針は何なのか。 

 住民への行政サービスの低下をさせず、経

費削減に向けた事業と各種補助金のカットな

どの行財政改革推進に向けた考えをお聞きを

いたします。 

 町長の考えをお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西総務部担当部長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 ただいま

の行財政改革に関するご質問にお答えいたし

ます。 

 行財政改革の基本的方針は、無駄の削減、

行政のスリム化であると考えております。 

 住民への行政サービスを低下させず、経費

削減に向けた事業と各種補助金の削減など、

行財政改革につきましては、その客観性や透

明性を確保するため外部評価委員会を設け、

その検証をお願いしているところです。 

 また、これまでの量的な削減だけではなく、

質的なサービスの向上が求められており、職

員の政策形成能力や説明責任能力を高めるた

め、職場内外の研修により職員の意識改革を

継続的に取り組んでいきたいと、そのように

考えております。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 中長期財政計画なり

中長期の計画の策定と同時に、行財政改革に

向けた具体的経費削減等の計画についても議

会に、住民に示すべきだというふうに考える

わけでございますが、その点についていかが

なものでしょう。 

○議長【夷藤満君】 中西総務部担当部長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 行財政改

革の方向、議会への提示の件に関してお答え

をいたします。 

 26年度につきましては、25年度に各種引き

上げを行ったものもありますけれども、据え

置いた使用料等がございます。そういったも

のにつきましては、26年度中に議論をし、検

討を重ねていきたいと考えております。その

状況につきましては委員会等にご報告し、そ

の着手の準備をしておるところです。 

 削減等につきましても、方針なりそういっ

たものがあれば逐一議会等に報告をしたいと、

そのように考えております。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひとも具体的数値

も含めて提示をお願いをしたいというふうに

思います。 

 ３つ目には、開発やばらまきよりも生活負

担の軽減をということで質問をさせていただ

きます。 

 先ほども申しましたけれども、消費税増税

というのはそもそも社会保障の充実が目的で

あるわけでございます。 

 国の消費税に加えて、町では、ひとり親家

庭等児童奨学金制度の小中学生への支給廃止、

あるいは学校給食費の値上げ、国民健康保険

税の引き上げなどが実施をされようとしてい

るわけでございます。 

 しかし、今、町民が一番感じているのは、

自分の生活を何とかしてほしい。消費税も上
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がって給料も今上げろ上げろと言っているわ

けでございますが、そんなに大きく上がるわ

けではございません。町民の生活、そんなと

ころにあるんだというふうに私は認識をいた

しているわけでございます。 

 開発事業の乱発やばらまきではなくて、現

在、そして未来も見据えた安心・安定のまち

づくりが今一番大事だというふうに思います

し、町長が言われている住みやすい町、住ん

でよかったという、私は住んでよかったとい

うよりも住んでいきたいまちづくり、そんな

まちづくりをすべきだというふうに思うわけ

でございます。 

 そんな観点から、例えば水道料の据え置き

や、加賀市で現在やられています保育料の引

き下げ、あるいは給食費の据え置きなど、２

万7,000人町民が喜ぶ、そこの生活に目を向け

た社会保障面の充実、負担の軽減への考えと

いうのはないのかお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 中西総務部担当部長。 

 〔総務部担当部長 中西昭夫君 登壇〕 

○総務部担当部長【中西昭夫君】 社会保障

の充実等に関するご質問にお答えをいたしま

す。 

 平成26年度におきまして、上下水道料金、

学校給食費、国民健康保険税におきまして引

き上げを予定をしております。上下水道料金

につきましては、消費税の引き上げに伴い消

費税を適正に転嫁するものです。給食費は、

給食の質を維持するため、小学校、中学校と

も１食当たり10円引き上げるものです。国民

健康保険税につきましては、国民健康保険特

別会計の収支健全化のため、平均1.57％を引

き上げをお願いをしております。 

 また、保育料につきましては、平成20年４

月に料金の改定をして以来、据え置いており

ます。 

 社会保障の充実につきましては、平成26年

度予算におきまして、ひとり親家庭等児童奨

学金及び就学援助金、産後安心ヘルパー派遣

事業、小児Ｂ型肝炎ワクチン予防接種、障害

者相談支援専門員などを予算に計上し、その

充実に努めているところであります。 

 以上です。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 答弁が町の考えの説

明に終わっているというふうに思います。ぜ

ひとも２万7,000名の町民の生活に目を向け

た予算あるいは生活の負担の軽減に向けた町

政運営をお願いをしておきたいというふうに

思います。 

 それでは、次の質問に移らさせていただき

ます。 

 平和の町内灘町を情報発信をして、内灘海

岸及び着弾地観測場遺跡、風と砂の館という

ものを観光のスポットへの考えはないのかと

いう質問に移らさせていただきます。昨日の

藤井議員の質問にもございました。内灘海岸

の活性化に向けた取り組みでございます。 

 北陸新幹線金沢開業まであと１年と迫って

きているわけでございます。各自治体はそれ

ぞれ特色ある取り組みを展開をして、交流人

口の拡大、そしてそれぞれの自治体の活性化

に向けて努力をしているところでございます。 

 町の取り組みの現状をお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 平成26年度は、北陸新幹線金沢開業を見据

え、４市２町で構成する新幹線金沢駅周辺連

絡会において、開業に向けたイベントなどの

新たな取り組みや河北郡市で観光ツアーを実

施する予定でございます。 

 さらに、町ではフィルムコミッションを立

ち上げ、映画やコマーシャルの撮影情報を提

供するほか、ライブカメラによる内灘海岸の

様子をリアルタイムで全国に発信してまいり

ます。また、引き続き世界の凧の祭典やビー

チベースボール大会などを開催し、交流人口
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の増加を図り、町の活性化につなげたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 町としての取り組み、

さまざまに展開をしていくということでござ

いますけれども、とりわけ内灘海岸のライブ

カメラあるいは凧の祭典、ご存じのとおり、

内灘町の貴重な財産というのは日本海あるい

は内灘海岸、砂丘、そして河北潟であるわけ

でございます。 

 内灘海岸はご存じのとおり、内灘闘争で全

国的に知られているわけでございまして、毎

年開催をされております、きのうも能村議員

が凧の祭典について質問をしていたわけでご

ざいますが、凧の祭典では、国内で最初の基

地反対闘争である内灘闘争を経験した先人の

平和の願いを引き継いで、非核平和都市宣言

も踏まえ、平和の町として平和宣言を世界の

人々に発信をいたしているわけでございます。 

 平和の町内灘町を情報発信をして、今ある

町の財産を生かして、内灘海岸及び着弾地観

測場遺跡あるいは風と砂の館を観光スポット

に取り組みを強めていくべきだというふうに

思うわけでございますが、町としての考えを

お伺いをいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 内灘海岸や着弾地観測場跡、風と砂の館に

つきましては、町の歴史を知る上で欠くこと

のできない場所であると認識をしております。 

 町では、内灘闘争に関する遺跡については、

町の主要な観光スポットを紹介する「うちな

だ・きてみてねっと」でインターネットによ

る配信をいたしております。また、町観光ボ

ランティアガイドでは、この内灘闘争に関す

る遺跡などを観光案内のコースに盛り込み、

案内を行っているところでございます。 

 さらに、平成26年度は、町内にある文学碑

の案内看板の設置や駅前観光案内看板を更新

するなど、町全体の観光スポットの発信を強

化してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 ぜひともそういうス

ポットを、とりわけ内灘闘争に力を入れた取

り組みをお願いしたいというふうに思うわけ

でございますが、内灘闘争というのは、皆さ

んご存じのとおり、北陸鉄道浅野川線が、内

灘砂丘に米軍試射場がつくられ、物資や人員

輸送の専用線として粟崎遊園前駅から内灘砂

丘方面に延伸をされたという歴史がございま

す。 

 そうしたことに基づいて、北陸新幹線、そ

して浅野川線、北鉄浅電ですね。そして内灘

闘争、平和の町内灘ということへつなげてい

くアピールとして交流人口の増加につなげて

いくことができないのか。これには北陸鉄道

株式会社と連携を深めて、平和の町内灘をア

ピールする仕掛けを協議をしていかなければ

ならないわけでございますけれども、そうし

た考えがあるのか。当然町としてもそれぞれ

の施設の整備も必要になってくるわけでござ

いますが、そうした考えがあるのかどうかお

聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸信也都市整備部担

当部長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 議員

ご質問の北陸鉄道との連携についてお答えさ

せていただきます。 

 北陸鉄道株式会社とは、浅野川線の利用促

進、内灘駅周辺整備及び観光面での協議や連

携を進めていくことは大変重要なことである

と考えております。今後も内灘海岸への誘客、

にぎわいの創出に向けて取り組んでまいりた

いと思っております。 

 以上でございます。 
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○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 課題である浅電の存

続あるいは内灘の交流人口の拡大につながっ

ていきますんで、ぜひとも力を入れて前進を

させていただきたいというふうに思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきま

す。 

 千鳥台５丁目クスリのアオキ跡を含めた商

業施設の計画はどのようになっているのかお

聞きをいたします。 

 コンフォモール内灘のＣゾーン、クスリの

アオキ内灘店が2010年９月30日に閉店をして、

その後さまざまな施設の誘致計画が議会にも

伝えられてきたわけでございます。昨年はコ

ストコの進出の動きもあったというふうにお

聞きをしているわけでございますけれども、

野々市に決定をして実現をしていないのが現

実でございます。 

 町の活性化の重要な拠点の一つでもあり、

事業者はもちろん、町としての企業誘致に向

けた現状についてお聞きをいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部担当部

長。 

 〔都市整備部担当部長 長丸信也君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【長丸信也君】 千鳥

台５丁目の商業施設の誘致についてお答えい

たします。 

 クスリのアオキ跡を含めたコンフォモール

内灘の北側につきましては、これまでもいろ

いろな誘致案件がございましたが、現在のと

ころ、具体的な出店には至っておりません。 

 昨年４月に、のと里山海道は直線化、無料

化され能登への交通アクセスや海側環状線へ

の交通アクセスが飛躍的に向上し、交通量も

増加してきているところでございます。 

 町といたしましてもこれを契機に、今後も

引き続きコンフォモール内灘のにぎわいが失

われないように所有者及び石川県と情報の共

有などの連携を密にし、積極的に商業施設の

誘致活動を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 清水議員。 

○10番【清水文雄君】 通り一遍の答弁では

なくて、具体的動きも含めて答弁をされるこ

とをお祈りをして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 ４番、生田勇人議員。 

   〔４番 生田勇人君 登壇〕 

○４番【生田勇人君】 議席番号４番、生田

勇人です。 

 平成26年第１回定例会におきまして一般質

問の機会を得ましたので、通告内容に従い、

一問一答方式にて質問をします。 

 まず初めに、川口町長が就任して、議会で

いえば丸１年たちました。昨年の当初議会で

町政にかける思いを表明してからこの１年、

数々の公約をスピード感を持って実施、推進

してこられました。今定例会に上程されまし

た来年度当初予算でも、その初心どおりに町

福祉の向上や安心・安全、今後の町発展のた

めの施策が盛り込まれ、その政治手腕に大い

に期待するものであります。 

 私の今回の一般質問でも新年度予算として

上程されたものと重複する質問もありますが、

町長初め執行部においては明快なる答弁をお

願いいたします。 

 それでは、早速質問に入らせていただきま

す。 

 １問目は、体育施設について質問をします。 

 まず初めに、１点目として、内灘中学校正

面にあります町相撲場についてお伺いします。 

 この施設は昭和54年に竣工され、以来、平

成15年までの長きにおいて石川県尐年相撲選

手権が開催されるなど、現在の県立武道館相

撲場が新築されるまで、県を代表する相撲施

設でした。 

 県下に誇れる施設整備もあってか、竣工後

は相撲王国石川において、尐年、中学、高校、
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一般と活躍し、その中でも内灘中学校相撲部

は竣工より５年後の昭和59年に全国中学校体

育大会で個人王者を輩出し、その翌年である

昭和60年には、後の大横綱貴乃花、若乃花の

花田兄弟を擁する明大中野中学を決勝戦で下

し、見事団体優勝をなし遂げております。 

 内灘町相撲場はシャッターによる開閉式で、

悪天候や冬季においてはいわゆる屋内練習の

できる施設として当時は画期的なものであっ

たと伺っており、年間を通じて土俵で練習の

できる環境が競技人口をふやし好成績をおさ

める要因であったのではないかなと思われま

す。 

 平成14年、15年ごろでしょうか、シャッタ

ーが強風にて破損し、年間を通じた練習環境

が損なわれ、その数年後の平成17年には伝統

ある内灘中学校相撲部も廃部となっておりま

す。年末年始あたりに正面玄関のサッシがこ

れまた強風で破損し、危険な状態であったの

を、私、発見いたしました。これもまだ修繕

されてはおりません。 

 近年では、年間を通じての練習環境の整っ

た他の市町への施設へと、尐年一般を問わず

競技人口が流出している現状であります。 

 町は、この伝統ある内灘町相撲場施設につ

いて、今後どう考えているのかお聞きいたし

ます。 

○議長【夷藤満君】 久下恭功教育長。 

   〔教育長 久下恭功君 登壇〕 

○教育長【久下恭功君】 生田議員の相撲に

対する復活への思いは十分に伝わってきまし

た。元気な町内灘のためにも、栄光再びの願

いは同じであります。初めにそのことをお伝

えさせていただきます。 

 ご質問でもありましたが、現在は内灘中学

校には相撲部はなく、尐年相撲スポーツ尐年

団のみが４名の団員で４月から10月の期間、

相撲場を使用しております。冬季は武道館で

稽古をしていると聞いております。現状は過

去の輝かしい実績からは寂しい思いがします

が、相撲競技は専門の指導者がいなければ選

手育成が難しい競技であります。今後は、内

灘町の相撲連盟による幼尐期からの一貫指導

の取り組み、普及活動、そういうことを期待

をしているところであります。 

 ご質問の相撲場のシャッターの修繕につき

ましては非常に多額の費用を要するというこ

とから、その必要性についてちょっと他方面

と相談をさせていただいて、ご意見を聞いて

検討させていただきたいというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 確かに教育長言われ

たとおり多額の費用を要するということで、

平成14年ですか、強風でシャッターが壊れて

から今まで11年、12年の間放置してあったと。 

 私がなぜ今こういう質問をするかといいま

すと、やっぱり過去に栄光を誇ったという、

そういう施設でございます。そういう日本人

の心といいますか、国技というものが失われ

ていく。そういったことがやっぱり日本人と

して尐し寂しいなと、そういう思いがありま

す。明らかに修繕を放置した結果が建物の老

朽化をさらにスピードアップさせたり競技人

口を減尐させたという最たる例だと私は思い

ます。 

 競技にはやり廃りはあるでしょうが、やっ

ぱり施設を破損させたまま放置して、ことし

も県体もあります。協会や連盟に頑張りなさ

い、頑張ってくださいでは余りにも放任な気

もするわけでございます。 

 私もこういう体しておるものですから、

「おまえ相撲やっとれんろ」とよう人から言

われますけど、私は相撲競技ではございませ

ん。一つのスポーツに偏るものではございま

せんけど、教育長言われたとおり、過去に栄

光を誇ったせっかくの施設です。競技人口流

出に歯どめをかけ、反対に町に競技人口を呼

び込むような、そんな実のある修繕を期待し
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て次の質問に移りたいと思います。 

 体育施設の２点目として、町第２総合体育

館について質問をいたします。 

 これまで体育館については、平成19年６月

議会、このときは総合公園運動場や合宿誘致

などとあわせて、また平成21年９月には多種

多様なスポーツが展開できる体育館をという

ことで質問をさせていただいております。そ

の後議論され、最終では平成24年１月の、当

時私が委員長をしておったんですけど、総務

産業建設常任委員会で基本計画と整備時期が

示されております。 

 それから２年たちました。その間、議会で

も体育館についての詳細というものは議論、

提示されておりません。建設整備時期につい

て、現在の計画をまずお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸一平都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 建設時期は

当時の計画のままかということでございます

が、現在、サッカー場の建設工事を鋭意進め

ているところでございます。平成26年度中の

完成を目指しているところであります。また、

引き続き屋内多目的広場の整備を行いまして

平成27年度末の完成を目指しております。 

 お尋ねの体育館の建設時期につきましては、

現在のところ、平成27年度から実施設計業務

に着手し、以降建設工事に取りかかりたいと

考えております。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 ありがとうございま

した。 

 次に建築計画ですが、今ほど答弁ありまし

たように、現在、サッカー場・フットサル場

の整備が進んでおります。もちろんこの中に

は駐車場も整備しなければならないので、２

年前の基本計画では、第２体育館は現在内灘

中学校隣にあります町総合体育館と同規模と

なっておりました。 

 ２年の間に町を取り巻く社会情勢は大きく

変化しております。町的にいえば新町長が誕

生したということ、社会的にいえば、昨日の

一般質問でもありましたように2020年に東京

オリンピック開催が決定したこと、能登有料

道路の無料化、のと里山海道となったこと、

そして北陸新幹線の金沢開業を間近に控えた

人口の拡大が求められておると思います。町

としても総合公園を中心としたスポーツ大会

や合宿誘致に取り組んで元気を創造する仕掛

けを行わなければなりません。 

 当時は建設に係る予算規模も示されており

ましたが、こうした社会情勢の変化によるチ

ャンス、また町がこの総合公園のあらゆる施

設を軸に交流人口の増加を図るには、やはり

多種多様なスポーツが行える体育館が必要不

可欠であります。せっかく整備する新たな体

育館です。基本計画にあったように現在の町

総合体育館と同等の施設では尐しもったいな

さ過ぎる感がいたします。 

 せめて内灘中学校の体育館のような３階建

てというのは、現在、中学校体育館は１階を

主に卓球、剣道ができる間仕切りスペースを

設け、２階に競技場、３階観客席とランニン

グコースとなっております。このような１階

をサブアリーナ、２、３階をメーンアリーナ

といった多種多様な競技種目に対応できるよ

う限られた建築面積を有効利用するものとし、

さまざまな大会や合宿を誘致できる体育館に

整備する考えはないかお聞きいたします。 

 建築費はふえるでしょうが、それ以上に町

にもたらすものは大きいのではないでしょう

か。次々とつくれるものではありません。同

等な施設を１つふやすといったことより、新

総合体育館整備は、現在整備中のサッカー

場・フットサル場と同じく町民の期待も大き

くなるものと考え、交流拡大と活力を創出す

るためにも町の見解をお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 長丸都市整備部長。 

   〔都市整備部長 長丸一平君 登壇〕 

○都市整備部長【長丸一平君】 総合公園内
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の体育館の建設規模や整備水準につきまして

は、町の体育施設の利用実態から以前に議論

され決定されたと考えております。 

 ご提案の内灘中学校規模の体育館として交

流人口の拡大を図れるような施設をというこ

とでありますが、現在、内灘町には、向粟崎

体育館、内灘町総合体育館、勤労者体育セン

ターの３つの町営体育館があります。また、

公立小中学校の６つの体育館、さらには内灘

町武道館があります。こういった状況である

ことから、今計画する体育館とあわせ、使用

方法を検討する中で対応できないか考えてお

ります。現計画の建設規模を見直しすること

は難しいかと考えております。 

 しかしながら、現在の計画の中でいろいろ

な角度から多種目競技が可能な計画が折り込

めないかについては検討したいと考えており

ます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 どうもありがとうご

ざいました。 

 ぜひ多種目競技を行えるような、そういっ

た建築計画を立てていっていただきたいなと

いうふうに思います。やはり総合公園、今整

備されております。未来への投資だと私は思

っております。これが定住人口、交流人口を

ふやしてさらなる福祉の向上につながるもの

と期待しておりますので、そういった計画を

進めていっていただくようによろしくお願い

いたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ２問目は、農業、漁業の活性化について質

問をいたします。 

 当町において、いわゆる一次産業としては、

砂丘地や河北潟の干拓地においての農業と酪

農、また向粟崎漁港を拠点としての日本海沿

岸で操業される漁業が営まれ、伝統ある地場

産業として現在に至っております。 

 しかしながら、農漁業従事者の高年齢化や

後継者問題、安価な外国産品の流通や原油価

格の高騰など、さまざまな要因から一次産業

を取り巻く状況が大変厳しくなっており、さ

らなる経営の悪化が懸念されております。 

 本来なら安心・安全な地元農産物や水産物

が重宝されるべきであり、手法次第では町民

はもとより全国へとその魅力が発信でき、ブ

ランド化による価格の高値安定化が経営改善

や後継者と新規参入者の意欲向上につながっ

てくるものと思います。 

 今年度、内灘町では、町商工会の協力をも

とに石川県産牛乳の47％の生産量を誇る河北

潟産牛乳を活用したミルク王国ウチナダを立

ち上げ、特産品の開発による、来春の北陸新

幹線金沢開業を見据え、地元商業の活性化と

食の魅力発信に取り組んでおり、さらにはこ

の事業を通じて地元酪農経営の安定化につな

がると期待しているところでございます。 

 このような取り組みをもとに農水産物にも

ブランド化を進め、生産のみの一次産業から

加工販売などの六次産業へつながるよう経営

の幅を広げ、雇用を生み出す農漁業の活性化

に取り組む必要があると考えますが、町の考

えをお聞きいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えをい

たします。 

 議員言われるように、内灘を代表するよう

な農水産物のブランド化を進め、さらに六次

産業化へとつなげていくことは町の喫緊の課

題であると認識をしております。 

 現在、町商工会が主体となってミルク王国

ウチナダに取り組んでいただいており、牛乳

を使ったさまざまな料理やスイーツが誕生し

ております。これらを定着させ、より認知度

を高めていくとともに、さらなるミルク王国

の発展を目指し、商工会と緊密な連携をとり

ながら事業を今後推進していきたいと考えて

おります。 

 また、農業者や漁業者みずからが六次産業
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化に取り組んでいくきっかけづくりになるよ

う、新年度予算において地域農林漁業活性化

事業補助金を新たに計上しております。これ

は、特産品づくりに熱意のある町内の生産者

を含む団体に対し研究開発費用等を助成する

ものであり、この補助金が有効に活用される

ことにより特産品開発とブランド化に弾みが

つくものと思っております。 

 さらには、元気内灘とれたて市補助金を創

設し、県漁協内灘支所が主体となって運営す

る青空市場の開設にも支援をしたいと考えて

おります。この市場が開かれることにより、

地元でとれる新鮮な魚介類などが改めて町民

に認識されるとともに、これが起爆剤となっ

て一次産業の新たな進展にもつながっていく

ものと期待をしております。町としましても

積極的にこの支援を行ってまいりたいと考え

ております。 

 今後とも、内灘町の資源を生かした魅力あ

る特産品づくりも含め、さまざまな工夫を凝

らしながら農水産物のブランド化を推進して

いくとともに、国、県と緊密な連携をとりな

がら、新しい雇用を生み出すことができる農

業、漁業となるようなその活性化を図ってま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 どうもありがとうご

ざいます。 

 水産物、農産物をともに生産調整すること

により市場へ出す価格が決定すると。これは

当たり前のことなのですが、私も親戚に漁業

を営んでいる方がたくさんおりまして話を聞

く機会があるわけですけど、漁獲調整で市場

に卸す数量が決まっておると。とれ過ぎても

尐しは自分で消費したり、知人、友人などへ

配って、その多くは海へ戻すと。特産のクチ

ボソやササガレイなどは、捨てたカレイの腹

で海の底が真っ白になるぐらいだという話を

聞いたことがあります。非常にもったいない

話だなと。 

 今ほど町長から答弁ありました元気とれた

て市で、そういった余剰漁獲のあった特産品

を販売へとつなげ、また一夜干しなどに加工

することにより漁獲の尐ないシーズンでも乗

り切れる地域農林漁業活性化事業補助金、こ

れは農業においても同じですが、ことし２月

19日付の北國新聞朝刊に、西荒屋営農促進会

がピーナツ餅を生産から加工販売する取り組

みが大きく紹介されておりました。特産化に

向け独自で頑張っておられる方々もおられま

す。経営の安定化はもちろん、食の魅力のさ

らなる発信と、この事業によって今後の展開

を大いに期待するものであります。 

 また、これまでも委員会などで言ってきま

したが、内灘の財産である農水産物をブラン

ド化して守っていく取り組みはあるでしょう

か。 

 アサリなどは、夏場に多くの海水浴客の

方々が、通称マンガンと呼ばれる道具でアサ

リをとっています。でもこれ違法なんですよ。

しかし、ホームセンターなどでは、シーズン

が来れば当たり前のように売っています。し

かも網の目の細かいのでとるもんですから稚

貝までとっていくと。県外ナンバーで来て、

数人で大きなクーラーボックス何倍もの量を

道具を使い平然ととる。その跡をつけてみる

と、県外スーパーで内灘産のアサリと称して

販売していたという話もあります。漁業権も

持たない方々が、やはりこういう道具を使っ

て資源を乱獲するというのは、やはり町とし

て何らかの手を打たなければならない。大切

な資源が違法に流出しているわけです。 

 こういう犯罪とも言える行為を防ぐために

も、町の特産物としてブランド化を早急に進

め、資源を守る方法を町が主導でやっていっ

てもらいたい。農水産物のブランド化につい

ての考えをお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 中宮憲司地域振興課長。 

   〔地域振興課長 中宮憲司君 登壇〕 
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○地域振興課長【中宮憲司君】 ただいまの

生田議員の農水産物のブランド化を積極的に

進めよというご質問にお答えいたします。 

 農水産物のブランド化につきましては、今

ほど町長が申しましたように、今後の町の一

次産業を振興させていく上では欠かすことの

できない重要施策であると認識いたしており

ます。 

 ブランド化を進めていくためには、内灘町

の砂丘地や干拓地でつくられます新鮮な農産

物や日本海沿岸でとれます豊富な魚介類の中

から品質にすぐれたものを抽出いたしまして、

それをさらに磨き上げることで他の同一品種

との違いを際立たせていく必要があると認識

しております。そのためにも、今後は生産面

や販売面で県やＪＡあるいは漁協等の関係機

関と連携を密にしながら、意欲ある農漁業者

をしっかりサポートして魅力的な内灘ブラン

ドを確立してまいりたいと考えております。 

 また、議員ご指摘の違法行為につきまして

も、関係団体や警察、海上保安部等と連携を

とりながら適切に対処してまいります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 ありがとうございま

した。 

 資源を守るということももちろんなんです

が、やっぱり新幹線開業も控えておりますの

で、この１年でどういったものがブランド化

されるのか、またされないのか、大いに、私

のほうはされるということで期待を持って今

後見ていきたいと思います。 

 次に、冒頭でも尐し触れましたが、農漁業

における後継者や新規参入者不足の現状から、

将来につながる経営の安定を図るため、次世

代育成支援策について町はどう考えておいで

るのかお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 中宮地域振興課長。 

   〔地域振興課長 中宮憲司君 登壇〕 

○地域振興課長【中宮憲司君】 ただいまの

農漁業の次世代育成支援策を設けよというご

質問にお答えいたします。 

 当町の農業者及び漁業者の数につきまして

は、全国的な趨勢と同様、減尐傾向にありま

す。内灘町にとりましてもこれら一次産業の

振興は急務となっておりまして、今後若者に

魅力を持ってもらえるような産業として育成

していかなければならないと思っております。 

 現在、農業関係では、国の青年就農給付金

制度を活用しまして経営の不安定な新規就農

者に対し助成を行うことによりまして、就農

意欲の喚起と就農者の定着に努めております。 

 今後は、県の幅広い農業者を育成しますい

しかわ耕稼塾や、漁業後継者の育成を図りま

すわかしお塾を積極的に活用していくととも

に、国、県のさまざまな人材育成支援施策と

連携をとりながら次世代を担う農漁業者の育

成を図るため、町独自の有効な施策の確立に

向けまして調査研究をしてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 答弁ありがとうござ

いました。 

 また、今も町独自で補助なんかを出したり

魚箱や燃料費なども出したときもありました。

そういう町独自の補助も織りまぜながら、や

はり農業、漁業といいますと国の補助金等々

大きいものもございます。そういったものを

しっかりと提示しながら次世代育成につなげ

ていっていただきたいなと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ３問目に移ります。 

 冠水対策についてです。昨年の９月議会で

も質問しました。私は西部承水路の流末排水

の改善について質問したわけでございますが、

そのとき町からは、県などの関係機関に働き

かけ対応したいとの答弁でした。 

 対策をちゅうちょしていればゲリラ豪雤の

季節はすぐやってきます。現在までの関係機

関との協議内容と改善に向けての取り組みは
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どうなったかをお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 上出孝之副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 現在までの関係機

関との取り組みについてのご質問にお答えし

ます。 

 町ではこれまで、県農林部局、土木部局と

冠水対策について協議を進めてまいりました。 

 県農林部局におきましては、豪雤が予想さ

れる場合には、あらかじめ宇ノ気排水機場の

ポンプを稼働させ、事前に西部承水路のかほ

く市側の水位を下げておき、室地内の水位調

整水門から内灘側への流入を尐しでも減尐さ

せることとしました。そして西部承水路宮坂

地内にある吐け口の管理の徹底を図ることと

し、降雤時には県並びに町も加わり、確実に

排水が行われるよう努めることとしました。 

 一方、県土木部局では、西部承水路のしゅ

んせつについて、これまでの５倍近い予算措

置を行い、今年度末までに2.5キロメートルの

区間において堆積土砂や水草の除去を行うこ

ととなりました。また、西荒屋地内で発生し

ました県道の冠水箇所につきましては、道路

のかさ上げ等の対策を要望しているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 どうもありがとうご

ざいました。 

 関係機関と協議し、それが実行に移されて

おると。まだまだやっていってほしい課題も

あるわけですけれども。 

 私、前回にちょっと中心的に質問したんで

すけど、宮坂地区にある流末排水の水門です

か、そこについての整備というのは現段階で

は困難なんでしょうか。尐しお聞きしたいと

思います。 

○議長【夷藤満君】 上出副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 宮坂地区にある流

末排水についてのご質問にお答えします。 

 町としましても、生田議員と同様に、西部

承水路から河北潟幹線水路へ排水している放

流口の断面を大きくすることができないか、

関係機関と協議いたしました。 

 しかしながら、河北潟幹線水路から排水を

処理しているポンプでは、現在のところ、能

力不足であることから難しいとのことであり

ます。町といたしましても、排水機能改善に

ついて申し入れしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 私らとしたらこの排

水の幅を広げるだけで済むんじゃないかなと

いう、そういう思いもあったんですけど、排

水機場のポンプの容量が尐ないということで、

今後、引き続き機能アップのため要望をして

いってほしいと思っています。 

 そんな中、昨年12月にかほく市のほうで排

水機能強化というものを議会の補正予算で決

定したことが新聞に出ておりました。この強

制排水とも言える機能強化が西部承水路や内

灘町等々に影響があるかというのを尐しお聞

かせください。 

○議長【夷藤満君】 上出副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 ただいまの質問に

お答えします。 

 かほく市に排水計画を確認しましたところ、

排水区域内の放流先は宇ノ気川であり、その

流末は東部承水路に接続していることから本

町には直接関係ないことを確認いたしており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 新年度予算において、

町は独自で対策を講じると予算を計上したが、

詳細な工事内容をお聞かせください。 

○議長【夷藤満君】 上出副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 
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○副町長【上出孝之君】 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 宮坂及び西荒屋地区において、豪雤のとき

に西部承水路に排水している水路から住宅側

に逆流しないよう水門で水路を閉め切り、住

宅側からの雤水を仮設ポンプで排水したいと

考えております。宮坂及び西荒屋地区の２カ

所で合計４基の水門の設置を考えております。 

 また、満水時に西部承水路から雤水があふ

れる箇所につきましては、農道のかさ上げも

行う予定であります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 水門２地区４カ所と

のことでございました。 

 ２地区４カ所でやるのはわかるんですけど、

他の排水溝、西部承水路につながっている排

水溝も存在しております。しかも、その排水

溝が他のこの４カ所、閉めるその水門を設置

する部分との水路ともつながっている部分が

あると確認しております。また、ポンプによ

り排水された雤水が西部承水路の水位を押し

上げ、他の、今言いました排水溝に逆流した

ときにはより多くの被害が懸念されます。 

 昨年８月時のゲリラ豪雤を想定した場合、

宮坂、西荒屋両地区の降雤が西部承水路の水

位を、危険と言われています満水時からどれ

だけ押し上げるのか。道路冠水した部分、住

宅地についた部分全てであります。そういっ

たものが西部承水路に流れ込んだときにどれ

だけ水位を押し上げるのかということと、そ

のときに、今の４カ所以外の排水路の逆流対

策というものをどう考えているのかお聞かせ

ください。 

○議長【夷藤満君】 上出副町長。 

   〔副町長 上出孝之君 登壇〕 

○副町長【上出孝之君】 ただいまのご質問

にお答えいたします。 

 昨年８月23日の大雤のときの西部承水路の

水位は標高0.44メーターでありました。この

水位をもとに満水時に他の水路にどれだけ押

し上げるかにつきましては、詳細な測量を行

っていないことから今後調査したいと考えて

おります。 

 今回の水門の設置箇所につきましては、住

宅地側から西部承水路への主要な排水路につ

いて対応したものであり、そのほかの水路に

つきましては、降雤時に状況を確認した上で、

必要な場合には職員で土のうを積み水路を閉

め切り、排水ポンプで対応したいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 生田議員。 

○４番【生田勇人君】 標高0.44メートルと

言われましても、なかなか尐しぴんとこない

かなというふうに思います。また今後、調査

等々でそういった地図に、ここぐらいまで来

るよとか、そういったものをまた示していた

だければなというふうに思ってますので、よ

ろしくお願いします。 

 近年の気象状況からして、年に数回のゲリ

ラ豪雤は起きて当たり前と考えてしかるべき

と私は捉えております。昨年の８月の豪雤時、

町長初め職員の皆さんの献身的な対応に心打

たれた者として、ご苦労さまではございます

けど、またいざというときには迅速な対応を

よろしくお願いいたします。 

 いずれにしろ、町独自での住民の安心・安

全に取り組む早急な対応は大いに評価するも

のであります。今後も引き続き、河北潟周辺、

干拓地、貯水池の抜本的な改善を国・県と粘

り強く協議していっていただきたいと強く申

し上げ、私の質問を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 １番、太田臣宣議員。 

   〔１番 太田臣宣君 登壇〕 

○１番【太田臣宣君】 議席番号１番、太田

臣宣です。 

 平成26年第１回内灘町議会定例会において

一般質問の機会を得ましたので、通告に従い
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一問一答方式で質問を行います。 

 今回、私からの質問は、町長１年目の取り

組みと今後の町政、施策への推進についてお

伺いしたいと思っております。町長並びに関

係部課長におかれましては、簡潔に明快なご

答弁をよろしくお願いいたします。 

 一昨年12月の衆議院選挙において民主党か

ら自民党へと政権が移行し、安倍内閣が誕生

しました。その後、内灘町においても川口町

長が誕生いたしました。町長が就任してから

この１年の間に日本の政治経済においてもさ

まざまな変化があり、国では三本の矢を柱に

財政・金融政策によって円高から円安へ、株

価も上昇し、明るい兆しが見え始めました。 

 今、３本目の成長戦略にも力を注いでいる

ところでありますが、地方にまでまだまだそ

の波及効果が見えていないような気がいたし

ております。こういったときだからこそ地方

の自治体に求められるものも多くあり、しっ

かりと取り組んでいかなければならないと思

っております。 

 川口町長は、公約として、教育、子育て、

福祉の充実と定住促進や安心・安全なまちづ

くり、産業育成を目指すことを掲げ、町長に

就任しました。 

 そこでお聞きしたいと思います。 

 まず、教育、子育て、福祉において、この

１年間にどのように取り組み、どのような成

果があったのか。また、今後どのような効果

が期待できるのか、どう思っているのかお聞

きしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいた

します。 

 私は就任以来、誰もが安心して暮らせる内

灘町を目指し、教育、子育て、福祉施策に取

り組んでまいりました。 

 就任１年の取り組みを振り返りますと、教

育施策では、学校でのいじめ対策として、毎

月１日を「心の日」と定め、全学校で友だち

アンケートを実施し、未然防止、早期発見、

早期対応に努めてまいりました。また、コミ

ュニティ活動や避難所運営の拠点となる公民

館の耐震改修工事も進めてまいりました。 

 子育て施策では、18歳までの医療費助成の

拡充により子育て家庭への負担を軽減いたし

ました。また、任意ワクチン接種の助成拡大

により感染や発症の際の重症化の予防に努め

たほか、新たに妊婦の方へ虫歯と歯周疾患予

防のための歯科健診を無料で実施し、子供を

安心して産み育てることができる環境づくり

を進めてまいりました。 

 さらに福祉施策では、骨髄移植ドナー支援

事業助成金制度を創設し骨髄移植の促進、支

援に努めたほか、自助、共助、公助により町

全体で高齢者や障害者を支える地域福祉計画

の策定などに積極的に取り組み、誰もが住み

なれた地域で安心して暮らせる社会の実現を

目指しているところでございます。 

 これらの取り組みにより定住促進を図ると

ともに、町民の皆様の笑顔あふれる内灘町を

築き上げてまいります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 福祉、子育てについ

ては骨格予算から始まった当初予算でありま

したが、６月補正からスピード感を持って、

本当に早い感覚で取り組んだなと思います。 

 次に、地域振興についてお聞きいたします。 

 町はこれまで、地域振興という面で余り力

を注いでこなかったように見受けております。

平成15年の商工会40周年時の会員数は約770

でありました。昨年、内灘町商工会が50周年

を迎えたときには会員数は約620となってお

り、ここ10年を見ても会員数で約150もの会員

が減尐している状況であります。また、その

要因としましては、その多くが事業の停止や

廃止といったことがほとんどという報告を商

工会のほうからも受けております。 
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 地域経済の疲弊は、町民の多くの働く場所

が減尐し、パートを探してもなかなか町内で

見つけられず、町外へ働きにいくことにつな

がり、内灘町の就労人口にも影響をもたらす

ものと思います。 

 町長におかれましても、地域経済の活性化

こそが町民の元気、町の元気につながると言

ってこられましたが、地域振興について、こ

の１年、どのような思いを持って取り組まれ

たのか。また、今後広く周知していくために

もどのように取り組んでいくのかお聞かせく

ださい。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問の地域振興に

ついてお答えいたします。 

 北陸新幹線の平成27年春金沢開業により、

首都圏からの定住・交流人口の増加が見込ま

れております。本町も町の特産品、お土産品

の商品化支援、ＰＲ等に努めるとともに、内

灘の情報発信を今後積極的に推進しておりま

す。 

 私は地域経済の活性化こそが町民の皆様の

元気、町の元気につながるものと考えており

ます。河北潟産牛乳を使用したミルク王国ウ

チナダ事業では、オリジナルの商品等を開発、

販売し、地域商業の活性化や乳製品のブラン

ド化に向けた支援を行っております。 

 また、元気うちなだプレミアム付き共通商

品券の発行支援をいたしました。この事業は、

地元経済の活性化と地元商業振興を目的に商

工会と町が連携した事業であり、この商品券

の利用を機会に、町民の皆様に地元の商店の

よさを再確認していただきました。 

 平成26年度には、地域の元気を創造するた

め、新たな住宅施策の一つとして元気内灘住

宅リフォーム助成金制度を創設いたします。

地域経済の活性化と定住促進、人口流出抑制

にもつながる広い効果を期待するものでござ

います。 

 これら施策により町の経済を活性化させ、

地域間競争の時代を勝ち抜く魅力ある元気な

内灘町を目指しております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 本当に地域振興にお

きましては、川口町長すぐに取り組んでいた

だき、地域振興券の発行、また来年度、住宅

リフォーム助成等、本当に即効性はあります。 

 しかし、今、新幹線に向けて川口町長一生

懸命ＰＲに励んでおりますが、ＰＲといった

面では本当に今の川口町政に求めるのはきつ

いのかもしれませんが、時間のかかる問題で

あります。しっかりと取り組んで今後も頑張

っていただきたいと思っております。 

 次に、都市基盤整備等の町の投資的事業で

ありますが、ここについては多額の経費が必

要となるため、町卖独での事業は難しい分野

であります。国でも昨年度は財政政策で多く

の予算をつけ、各自治体の補助整備に充てま

した。内灘町においても道路整備、サッカー

場、また除雪ドーザ購入等の予算もつきまし

た。ここについては町長就任直後の３月補正

であり、大変ご苦労されたことであると思っ

ております。 

 町長は、この経験をもとにどのようなまち

づくりの計画をしたのか。今まで取り組んだ

事業とあわせてお聞きします。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 今ほどのご質問の都

市基盤整備についてお答えいたします。 

 私は就任当初より国や県とのパイプを強化

し、有利な補助制度や起債の活用により都市

基盤整備に取り組んでまいりました。 

 平成25年度は、国交付金による道路ストッ

ク総点検事業、石綿セメント管更新事業に伴

う舗装改良工事、道路照明灯のＬＥＤ化、幹

１号向粟崎大根布線など町内主要道路舗装改

修事業、室橋、西宮橋改修事業を行い、安全
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で移動しやすい道路空間の確保に努めました。

また、除雪トラック、ドーザの配備強化、消

雪井戸の整備を図り、冬期における町民の皆

様の通勤、通学等の安全確保に努めました。 

 さらに、総合公園サッカー場の着工や公園

施設の整備、更新を図り、小さなお子様や若

者でにぎわう潤いある住環境の整備にも取り

組んでまいりました。 

 私は、これら都市基盤の整備により、町民

の皆様が安心・安全に快適な生活を送ること

ができる社会を目指します。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 先日、新年度予算の

内示があり、90億7,000万円、ここ近年にない

当初予算となると示されました。町長就任２

年目となる26年度の町政運営については提案

理由の説明をお聞きし、「教育・子育て」「定

住促進・開発」「安心・安全」「福祉・環境」

「産業育成・観光」を柱として、空き家対策

や消雪整備事業、リフォーム助成事業等、こ

れまで進まなかった事業がスピード感を持っ

て取り組んだ結果、大型の予算編成になった

ものと思います。 

 内容については提案理由の説明の中で町長

の思いも含めてお聞きいたしましたので、今

後の町政、施策推進への課題についてお聞き

したいと思います。 

 町長は就任以来、平成25年度には空き家調

査や休止井戸の調査を行い、また現在は北部

地区基本構想事前調査や北部地区の湧水の原

因調査を行っております。平成26年度におい

ても町内全小中学校の非構造部材の調査も行

うとのことであります。これらの調査により、

町のさまざまな課題が平成26年度中には全て

ほとんどが明解になってくるのではないでし

ょうか。 

 空き家対策や消雪装置整備については平成

26年度から事業化されるとのことで大いに期

待するところでありますが、北部地区におい

ては单北の均衡ある発展が大きなテーマとな

っており、市街化調整区域であることからも

事業化には多くの課題があります。現在定住

促進を進める白帄台地区や総合公園の第３次

拡張事業を契機としてさらなる北部地区振興

に期待しております。 

 これらの課題について、町長の見解とあわ

せ、町の財政状況からも財源の確保について

もお聞かせ願います。 

○議長【夷藤満君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問の今後の北部

地区の振興についてお答えをいたします。 

 私は、北部地区の開発計画につきましては

今後の内灘町発展の鍵であると認識をしてお

ります。現在、北部開発ビジョンの具体案策

定のための基礎資料を整理しており、平成26

年度には内灘北部基本構想を策定し、計画実

現に向け、議会の皆様、関係機関と協議を進

めてまいりたいと考えております。 

 今後、事業計画の推進に当たりましては、

全体事業の優先順位等を含めた実施計画を定

めるとともに、町全体の財政計画とも調整を

図った上で、この実現に向け一歩ずつ着実に

前進したいと考えております。 

 課題である財源の問題につきましては、私

が先頭に立って、国、県との連携を強化し、

その確保に向け不退転の覚悟で取り組んでま

いります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 最後になりますが、

長年財政に携わった部長として高木部長にお

伺いしたいと思います。 

 今ほど町長からもありましたが、財政運営

を担当するに当たってどういったことをこれ

まで大切にしてこられたのか。今後、また必

要なのかお聞きしたいと思います。 

○議長【夷藤満君】 高木和彦総務部長。 

   〔総務部長 高木和彦君 登壇〕 
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○総務部長【高木和彦君】 ご指名をいただ

きましたので、適切な答弁になるかわかりま

せんけれども、お答えをさせていただきます。 

 内灘町は、明治22年の町村制施行以来、石

川県では唯一一度も合併することなく卖独の

町村制を125年間堅持してきました。 

 しかし、小さな自治体ゆえに常に厳しい財

政運営を強いられてきました。私どもは、そ

の厳しい中でも限られた財源を、町民に納め

ていただいた税金をいかに有効に、有益にそ

れを行政サービスとして町民にお返しする、

そのことが財政の知恵を絞るところだという

ふうに思っております。 

 私が職員になってから、本町は昭和56年と

平成18年に町の基金が底をつく財政危機があ

りました。議会の皆様と議論をし、町民の理

解とご協力を得て、その危機も乗り切ってま

いりました。 

 私、まことに微力ではありますが、歴代町

長の行財政運営にかかわる重要な仕事も担当

させていただきました。現川口町長ももちろ

ん、歴代の町長は皆、郷土内灘町の発展と町

民の幸せのために全力で町政運営に努めてこ

られました。我々職員は町長の思いを受け、

町民満足度の高いまちづくりに努めることが

我々の責任であります。 

 内灘町はこれからも議会の皆様のご指導を

いただき、町民の知恵と情熱を力にますます

住みよい町として発展していくと信じており

ます。 

 私、平成元年９月議会から本会議に出席を

しまして、今回99回目の定例会でございまし

た。これが最後の答弁になるんだろうと思い

ますけれども、長年、議員各位にはご指導を

いただきまして、まことにありがとうござい

ました。 

○議長【夷藤満君】 太田議員。 

○１番【太田臣宣君】 高木部長におかれま

しては、本当に奉職以来さまざまな部署を経

験され、また部長経験も長く、本当に38年間

この内灘町にご尽力賜ったものと思います。

本当に感謝申し上げます。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長【夷藤満君】 ３番、酒本昌博議員。 

   〔３番 酒本昌博君 登壇〕 

○３番【酒本昌博君】 議席番号３番、酒本

昌博です。 

 平成26年第１回定例会におきまして一般質

問の機会を得ましたので、通告内容に従い一

問一答方式にて質問をいたします。 

 まず１問目は、消防団を中核とした地域防

災力の充実強化についてお聞きいたします。 

 近年、全国各地で豪雤や台風などの自然災

害が頻発する中、全国の自治体に組織化され

ている消防団の存在と重要性は地域の住民生

活の安心の柱であり、その維持強化が強く求

められています。 

 また、東日本大震災という未曽有の大災害

では消防団員が252名亡くなられ、いまだ２名

が行方不明になっております。使命感の強い

消防団員はみずからの生命の危険を顧みず住

民の生命、財産を守るため活動を続け、その

結果、多くの殉職者が出ることになりました。

このうち59名が津波に備え、被災直前まで水

門閉鎖にかかわる活動をしたと見られていま

す。 

 この痛ましい災害を二度と繰り返さないよ

うに、町では消防団員の災害活動時の安全対

策ついてどのように考えておられるのかお伺

いいたします。 

○議長【夷藤満君】 永田三好消防長。 

   〔消防長 永田三好君 登壇〕 

○消防長【永田三好君】 ご質問にお答えい

たします。 

 消防団員の災害活動時の安全対策につきま

しては、地域防災計画をもとに内灘町消防団

震災対応マニュアルを平成25年６月に策定し、

このマニュアルに基づき、安全装備品として

新たに救命胴衣等を配備するなど必要な対策

を講じました。 
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 また、災害時の活動はみずからの安全確保

と命を守ることを最優先とすることや、退避

ルールなど安全対策の教育を進め、防災力強

化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 答弁をありがとうご

ざいました。 

 私も消防団員として金沢と内灘で約30年間

経験がございます。災害時の活動は安全管理

が大変重要であり、地域住民と連携をした避

難訓練など経験を多く積み重ねていただき、

災害発生時には地域で信頼される防災のリー

ダーとなっていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 消防団員の現状は、サラリーマン団員の増

加、市町の区域を越えて通勤などを行う団員

の増加など、社会生活の変化により、地域に

よる防災活動の担い手を十分に確保すること

が困難となっています。新入団員の確保が難

しく、地域防災力の低下が懸念される状況に

あり、組織の拡充と処遇改善が求められてい

ます。 

 このことから、消防団を中核とした地域防

災力の充実強化を図り、住民の安全確保に資

することを目的として、議員立法による消防

団を中核とした地域防災力の充実強化に関す

る法律が成立し、平成25年12月13日に公布、

施行されました。この法律において、消防団

の確保、処遇の改善、装備の充実について、

市町村は必要な措置を講ずることが義務づけ

られました。 

 そこで、町では消防団車両の充実や拠点施

設の機能強化についてどのように取り組むの

かお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 永田消防長。 

   〔消防長 永田三好君 登壇〕 

○消防長【永田三好君】 ご質問にお答えい

たします。 

 消防団の車両整備につきましては、災害時

の指揮活動や平常時の予防活動などに幅広く

活用できる消防団本部指揮広報車の配備も新

たに整備したいと考えております。分団消防

ポンプ車につきましては、災害時に迅速な対

応を可能とするため、高機能車両の整備も進

めたいと考えております。 

 次に、消防施設の強化につきましては、新

消防庁舎に消防団本部機能を強化して併設し、

消防本部との連携強化を図ることで拠点施設

の充実強化につながるものと考えております。

また、第４分団格納庫の移転整備につきまし

ては平成25年12月議会でも答弁いたしました

が、平成27年度に建築設計等を行い、平成28

年度に整備したいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 答弁ありがとうござ

いました。 

 次に、消防団員の処遇の改善についてお伺

いいたします。 

 消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律では、消防団員の出動、訓練そ

の他の活動の実態に応じた適切な報酬及び費

用弁償の支給がなされるよう必要な措置を講

ずるものとありますが、町では今後の消防団

員の処遇改善についてどのように考えている

かお伺いいたします。 

○議長【夷藤満君】 永田消防長。 

   〔消防長 永田三好君 登壇〕 

○消防長【永田三好君】 ご質問にお答えい

たします。 

 今後の消防団員の処遇改善につきましては、

大規模地震や記録的豪雤、台風による被害な

どに対応するためには、地域防災体制のかな

めとなる消防団員拡充強化が不可欠でありま

す。近隣市町の現状を調査し、処遇改善に取

り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 答弁をありがとうご
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ざいました。 

 内灘町に住む人々の安心・安全を十分確保

するには、それを担う消防団員の処遇の改善

や装備の充実等について積極的な取り組みが

必要でございます。 

 平成25年12月に施行された消防団を中核と

した地域防災力の充実強化に関する法律に基

づき、地域防災力の充実強化をお願いしたい

と思います。 

 それでは、次の質問に移らせていただきま

す。 

 今、日本は自動車大国と言われるように、

一家に１台以上自動車を所有するのが当たり

前になり、移動手段として国民に定着してい

ます。それと同時に、自動車からの排気ガス

による大気汚染や二酸化炭素による地球温暖

化問題が深刻になり、さらに石油などの燃料

枯渇問題はガソリン価格の高騰を引き起こし、

人々の生活に影響を及ぼしています。 

 このような観点から、近年ますます低公害

車の必要性が高まっています。日本でも19世

紀より販売されていますが、電池が大きく居

住性が悪い、スピードが出ない、車両価格が

高い、電池交換が２年ごとに必要、充電時間

が長い、航続距離が短いなどの欠点があり、

まだ普及には至っていません。 

 ハイブリッド車は２つ以上の電力源をあわ

せて走行する自動車で、現段階での動力源は

電気とガソリンエンジン、電気とディーゼル

エンジンと併用するハイブリッド車が一般的

です。排ガスは出ますが、ガソリンやディー

ゼル車と比較するとかなり抑えることができ

ます。 

 ハイブリッド車は、1997年にトヨタのプリ

ウスによる量産販売が始められ、日本だけで

はなく世界中でハイブリッド車が広く知られ

るようになりました。そして今では自動車だ

けではなく、大型バスやディーゼルエンジン

のハイブリッド車が使用されています。 

 ハイブリッド車は電気自動車と比べると価

格が安く、航続距離、最高速度、性能などの

面ですぐれており、今後さらに普及が期待さ

れています。 

 近代の自動車の普及とともに、自動車の排

気ガスによる環境への影響が問題になってい

ます。自動車の排気ガスには、窒素酸化物、

炭化水素、一酸化炭素など微量の有害物質が

含まれたガソリンの燃焼によって発生した二

酸化炭素も含まれています。大量の二酸化炭

素は地球温暖化を引き起こす原因となります。

日本の二酸化炭素の排出源において、自動車

などの運転部門は産業部門に続き２番目に多

くなっています。自動車の排気ガス対策は進

んでいますが、それ以上に自動車の台数の増

加が激しく、二酸化炭素の排出総量は増加傾

向にあります。 

 また、環境への影響が大きいのが窒素酸化

物です。窒素酸化物は酸性雤や光化学スモッ

グの原因になります。先進国では自動車排出

ガス規制を段階的に強化し、それぞれ国の基

準値を達成するためにさまざまな対策を講じ

ています。 

 そこで注目を集めているのが排気ガスの尐

ないハイブリッド車です。近代では、排ガス

の量を規定量の４分の１まで抑えたハイブリ

ッド車が開発されています。日本ではハイブ

リッド車と比較して排ガスの量が多いという

欠点がありますが、現在では電子制御式燃料

噴射装置と三元触媒システムを組み合わせた

技術により排気ガスに含まれる酸化物を、合

成物などの有害物質を低減し浄化した状態で

ガスを排出しています。 

 電気自動車はエンジンのかわりにモーター

と制御装置を使い、ガソリンのかわりにモー

ターに備えた電気で走る車です。電気自動車

は走行中、全く排ガスを出さない車で、二酸

化炭素の排出を軽減するために環境に優しい

車の研究の中で再び脚光を浴びております。 

○議長【夷藤満君】 酒本議員、そろそろ質

問に入っていただきたいんですが。 
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○３番【酒本昌博君】 済みません。 

○議長【夷藤満君】 説明になっていると思

うんですよね。質問だけして。 

○３番【酒本昌博君】 それでは。今後、電

気自動車の予算は環境整備費に計上されてお

りますが、当町では特殊な車両を除き公用車

の総務管理費の財産管理費での予算計上をし

ておりますが、どのように活用するのでしょ

うか。また、地球温暖化対策との環境行政を

通じてどのようなまちづくりを目指していま

すか。お願いいたします。 

○議長【夷藤満君】 北雅夫町民福祉部長。 

   〔町民福祉部長 北雅夫君 登壇〕 

○町民福祉部長【北雅夫君】 議員ご質問の

電気自動車の件と、関連いたしまして、この

たび充電スタンドも整備いたします。その辺

の関連もひっくるめてお答えをいたしたいと

思います。 

 内灘町では、地球温暖化対策実行計画を作

成いたしまして温室効果ガスを項目別に算定

しております。先ほど議員が触れてらっしゃ

いますけれども、内灘町でも自動車の排気ガ

スが温室効果ガスの発生の大きな要因になっ

ております。 

 また、現在、このような事態に対応するた

めに、国、県ともに電気自動車の普及を推進

するために、次世代自動車充電インフラ整備

促進事業などによりまして充電スタンドの設

置に力を注いでおります。 

 このような背景のもとに、国などの補助金

を活用いたしまして町内に充電スタンドを設

置し、地球温暖化対策の啓発と電気自動車の

普及を図るものでございます。設置場所をサ

イクリングターミナルの駐車場にいたしまし

たのは、電気自動車ユーザーに対する集客効

果あるいは啓発を期待しているというもので

ございます。 

 議員ご質問の電気自動車につきましては、

町が積極的に地球温暖化対策に取り組む姿勢

を目に見える形で町民の皆様にお示しするた

めに、この充電スタンドを整備する時期に合

わせて導入することといたしたものでござい

ます。 

 次に、環境についてのまちづくりについて

のご質問でございますけれども、電気自動車

につきましては今ほど述べましたように、町

が積極的に地球温暖化対策に取り組む姿勢を

目に見える形で示すためのものでございます

ので、一般的な行政用務のみに使用するので

はなしに、町民が広く集う行事でも使用し、

町の環境行政の新たなシンボルとなることを

期待しております。 

 また、町では以前から地球温暖化対策につ

いてさまざまな施策を実施しております。今

後は、今お答えしました充電スタンドのさら

なる設置について民間事業者に協力を求めて

いきたいというふうに考えております。 

 このような取り組みを通しまして、町民、

事業者、町が一体となって次代に、次の世代

に美しい自然と安心できる住環境を引き継い

でまいりたい、このようなまちづくりを目指

してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 大変ありがとうござ

います。 

 そういうまちづくりに向かっていただいて、

早急に実施できるようにいたしていただきた

いと思います。 

 次に、各地区防犯灯のＬＥＤについて質問

をいたします。 

 各地区にある防犯灯には町から電気料金及

び維持管理費の補助金が出ておりますが、電

気の明るさや長寿命化の観点から、他市町で

は蛍光灯のＬＥＤ化が進められております。

また、ＬＥＤは、蛍光灯や白熱灯など従来の

照明器具と違って電気エネルギーを直接光エ

ネルギーに変換する省エネルギータイプの照

明機器で、先ほどの質問で述べられた温室効

果ガス削減の面でも効果的な施策ではないで
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しょうか。 

 地球温暖化対策として、安心・安全のまち

づくりのためとして防犯灯のＬＥＤ化を進め、

ＬＥＤ蛍光灯への交換について補助金を増額

するなど、積極的に推進する考えはないかお

尋ねいたします。 

○議長【夷藤満君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 今ほどの防犯灯のＬ

ＥＤ化についてお答えいたします。 

 ＬＥＤは節電効果にすぐれ、寿命の長さか

ら維持費が削減でき、温室効果ガス削減にも

つながる利点を持っております。これらのこ

とから、町はこれまで新規防犯灯にＬＥＤの

導入を進めてまいりました。 

 しかし、現在、町会と区で管理しておりま

す約2,400基の既存防犯灯のＬＥＤ化につき

ましては町会などから要望がございますが、

初期投資等の財政負担が大きく課題となって

おりました。 

 町ではこの課題を解決すべく、ＬＥＤ化の

方策についてこれまで調査をしておりました

が、このたび国の補助導入が可能であること

がわかり、町と町会の財政負担軽減を図りな

がらＬＥＤ化を進める方向で、現在、国、県

と調整に入っているところでございます。こ

の調整がつきましたら、また議会や町会、区

長会の皆様にご説明をいたしまして防犯灯の

ＬＥＤ化に向けて進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【夷藤満君】 答弁が終わりました。

よろしいですか。 

 酒本議員。 

○３番【酒本昌博君】 町長には大変前向き

の回答ありがとうございました。 

 防犯灯のＬＥＤ化に対する新しい補助制度

は、ＬＥＤ化を望んでいても経費の面では断

念していた多くの町会、区にとって大変歓迎

される制度と思われます。また、この補助制

度の効果は、電気料や維持管理費の削減とし

て早期にあらわれてくると思われますので、

この補助制度の早期実施をよろしくお願いい

たします。 

 質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【夷藤満君】 これにて一般質問を終

了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【夷藤満君】 以上で本日の日程は終

了いたしました。 

 お諮りいたします。あす８日から17日まで

の10日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【夷藤満君】 ご異議なしと認めます。

よって、あす８日から17日までの10日間は休

会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る18日は午後１時から本会議を開

き、各常任委員長の報告を求め、質疑、討論

並びに採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後０時19分散会 
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